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保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について 

 

 

標記の国庫補助金の交付については、別紙「保育対策総合支援事業費補助金交

付要綱」（以下「交付要綱」という。）により行うこととされ、令和7年４月１日から適用す

ることとされたので通知する。 

各都道府県知事におかれては、貴管内市町村（特別区を含む。）に対してこの旨通

知されたい。 



                   

別 紙 

 

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

１ 保育対策総合支援事業費補助金については、予算の範囲内において交付するものと

し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「適

正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30

年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。）及びこども家庭庁の所掌に属する補

助金等交付規則（令和５年内閣府令第41号）の規定によるほか、この交付要綱の定める

ところによる。 

 

（交付の目的） 

２ この統合補助金は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、小規模保育

の設置等による保育の受け皿の確保や保育の担い手となる保育人材の確保に必要な措置

を総合的に講ずることで、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てるこ

とができる環境整備を行うことを目的とする。 

 

（交付の対象） 

３ この統合補助金は、次の事業を交付の対象とする。 

（１）保育士資格等取得支援事業 

  ① 保育士資格等取得支援事業 

    「保育人材確保事業の実施について」（平成29年４月17日雇児発0417第２号）の

別添１に定める「保育士資格等取得支援事業実施要綱」のⅠ「保育士資格等取得支

援事業」による次に掲げる事業 

ア 都道府県、指定都市又は中核市が行う事業 

イ 地方公共団体以外の者（以下「民間団体等」という。）が行う事業に対して都

道府県、指定都市又は中核市が補助する事業 

  ② 保育士試験による資格取得支援事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添１に定める「保育士資格等取得支援

事業実施要綱」のⅡ「保育士試験による資格取得支援事業」による次に掲げる事業 

ア 受験対策学習費用補助事業 

民間団体等が行う事業に対して都道府県、指定都市又は中核市が補助する事業 

イ 保育士試験受験直前講座実施事業 

都道府県又は指定都市が行う事業 

（２）保育士試験追加実施支援事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添２に定める「保育士試験追加実施支援

事業実施要綱」により、都道府県又は指定都市が行う事業 

（３）保育士養成施設に対する就職等促進支援事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添３に定める「保育士養成施設に対する

就職等促進支援事業実施要綱」による次に掲げる事業 

① 都道府県が行う事業 

② 民間団体等が行う事業に対して都道府県が補助する事業 

（４）保育士宿舎借り上げ支援事業 

   「保育人材確保事業の実施について」の別添４に定める「保育士宿舎借り上げ支援

事業実施要綱」による次に掲げる事業 



                   

  ① 市町村が行う事業 

  ② 民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業 

（５）保育人材等就職・交流支援事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添５に定める「保育人材等就職支援事業

実施要綱」による次に掲げる事業 

① 市町村が行う事業 

② 民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業 

（６）保育体制強化事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添６に定める「保育体制強化事業実施要

綱による次に掲げる事業 

① 民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業 

② ①の事業に対して都道府県が補助する事業 

（７）保育補助者雇上強化事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添７に定める「保育補助者雇上強化事業

実施要綱」による次に掲げる事業 

① 市町村が行う事業 

② 民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業 

③ ①又は②の事業(指定都市及び中核市を除く。）に対して都道府県が補助する事業 

（８）保育士や保育事業者等への巡回支援事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添８に定める「保育士や保育事業者等への

巡回支援事業実施要綱」による次に掲げる事業 

  ① 都道府県又は市町村が行う事業 

  ② 民間団体等が行う事業に対して都道府県又は市町村が補助する事業 

（９）保育士・保育所支援センター設置運営事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添９に定める「保育士・保育所支援セン

ター設置運営事業実施要綱」により、都道府県、指定都市又は中核市が行う事業 

（10）保育士・保育の現場の魅力発信事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添10に定める「保育士・保育の現場の魅

力発信事業実施要綱」による次に掲げる事業 

① 保育士という職業や保育の現場の魅力発信 

ア 都道府県又は指定都市が行う事業 

イ 民間団体等が行う事業に対して都道府県又は指定都市が補助する事業 

② 保育士が相談しやすい体制整備 

ア 都道府県又は市町村が行う事業 

イ 民間団体等が行う事業に対して都道府県又は市町村が補助する事業 

（11）保育士修学資金貸付等事業 

「保育士修学資金の貸付け等について」（令和５年６月７日こ成基第18号）の別紙

に定める「保育士修学資金貸付等制度実施要綱」による次に掲げる事業 

① 都道府県又は指定都市が行う事業 

② 都道府県又は指定都市が適当と認める社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法

人、公益社団法人又は公益財団法人が行う事業に対して都道府県又は指定都市が補

助する事業 

（12）保育所等改修費等支援事業 

「認可保育所等設置支援等事業の実施について」(令和５年４月19日こ成保第15号)

の別添１に定める「保育所等改修費等支援事業実施要綱」による次に掲げる事業 

  ① 市町村が行う事業 



                   

  ② 民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業 

（13）都市部における保育所等への賃借料等支援事業 

「認可保育所等設置支援等事業の実施について」の別添２に定める「都市部におけ

る保育所等への賃借料等支援事業実施要綱」により行われる次に掲げる事業 

① 都市部における保育所等への賃借料支援事業 

市町村が行う事業又は民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業に対

して都道府県が補助する事業 

② 保育所設置促進事業 

民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業 

（14）認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業 

「認可保育所等設置支援等事業の実施について」の別添３に定める「認可化移行の

ための助言指導・移転費等支援事業実施要綱」により行われる次に掲げる事業 

  ① 認可化移行可能性調査支援事業、認可化移行助言指導支援事業、指導監督基準遵

守助言指導支援事業 

ア 都道府県が行う事業 

イ 市町村が行う事業（都道府県が別途補助する場合も含む） 

  ② 認可化移行移転費等支援事業 

   ア 市町村が行う事業（都道府県が別途補助する場合も含む） 

   イ 民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業（都道府県が別途補助す

る場合も含む） 

（15）民有地マッチング事業 

「認可保育所等設置支援等事業の実施について」の別添４に定める「民有地マッチ

ング事業実施要綱」による次に掲げる事業 

① 土地等所有者と保育所整備法人等のマッチング支援、整備候補地等の確保支援 

ア 都道府県が行う事業 

イ 市町村が行う事業（都道府県が別途補助する場合も含む） 

  ② 地域連携コーディネーターの配置支援 

 ア 都道府県が行う事業 

イ 市町村が行う事業（都道府県が別途補助する場合も含む） 

ウ 民間団体等が行う事業に対して都道府県が補助する事業 

エ 民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業（都道府県が別途補助す

る場合も含む） 

（16）広域的保育所等利用事業 

「多様な保育促進事業の実施について」（令和６年３月30日こ成保第179号）別添５

に定める「広域的保育所等利用事業実施要綱」により、市町村が行う事業 

（17）保育利用支援事業 

   「多様な保育促進事業の実施について」の別添１に定める「保育利用支援事業実施

要綱」による次に掲げる事業 

  ① 市町村が行う事業 

  ② 民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業 

（18）３歳児受入れ等連携支援事業 

「多様な保育促進事業の実施について」の別添２に定める「３歳児受入れ等連携支

援事業実施要綱」による次に掲げる事業 

① ３歳児受入れ連携支援事業 

ア 市町村が行う事業 

イ 民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業 



                   

② 家庭的保育コンソーシアム形成事業 

市町村が行う事業 

（19）医療的ケア児保育支援事業 

「多様な保育促進事業の実施について」の別添３に定める「医療的ケア児保育支援

事業実施要綱」により行われる次に掲げる事業 

① 都道府県、指定都市又は中核市が実施する事業 

② 市町村（指定都市及び中核市を除く。）が実施する事業に対して都道府県が補助

する事業 

（20）家庭支援推進保育事業 

「多様な保育促進事業の実施について」の別添４に定める「家庭支援推進保育事業

実施要綱」による次に掲げる事業 

  ① 市町村が行う事業 

  ② 民間団体等が行う事業に対して市町村が補助する事業 

(21）保育所等における要支援児童等対応推進事業 

「多様な保育促進事業の実施について」の別添８に定める「保育所等における要支

援児童等対応推進事業実施要綱」による次に掲げる事業 

① 都道府県が行う事業 

② 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業 

（22）認可外保育施設の衛生・安全対策事業 

「保育所等の質の確保・向上のための取組強化及び認可外保育施設支援等事業の実

施について」（令和５年５月25日こ成保第50号）の別添２に定める「認可外保育施設

の衛生・安全対策事業実施要綱」により行われる次に掲げる事業 

① 指定都市又は中核市（以下この号において「指定都市等」という。）が実施する

事業 

② 指定都市等が実施主体として認めた者が行う事業に対して指定都市等が助成する

事業 

③ 市町村（指定都市等を除く。）が実施する事業又は市町村が実施主体として認め

た者が行う事業に対して市町村が助成する事業に対して都道府県が補助する事業 

（23）保育環境改善等事業 

「認可保育所等設置支援等事業の実施について」の別添５に定める「保育環境改善

等事業実施要綱」により行われる次に掲げる事業 

① 基本改善事業及び環境改善事業（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等

における乳幼児受入れ支援事業を除く。） 

ア 指定都市又は中核市（以下この号において「指定都市等」という。）が実施す

る事業 

イ 指定都市等が実施主体として認めた者が行う事業に対して指定都市等が助成す

る事業 

ウ 市町村（指定都市等を除く。）が実施する事業又は市町村が実施主体として認

めた者が行う事業に対して市町村が助成する事業に対して都道府県が補助する事

業 

② 環境改善事業（安全対策事業のうち「睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入

等を行う事業」及び「ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事

業」） 

ア 都道府県又は市町村（以下この号において「都道府県等」という。）が実施する

事業 

イ 都道府県等が実施主体として認めた者が行う事業に対して都道府県等が補助する



                   

事業 

③ 環境改善事業（放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業） 

ア 市町村が行う事業 

イ 市町村が実施主体として認めた者が行う事業に対して市町村が助成する事業 

（24）保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業 

「保育所等の質の確保・向上のための取組強化及び認可外保育施設支援等事業の実

施について」の別添１に定める「保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業実

施要綱」により行われる次に掲げる事業 

① 都道府県又は市町村が行う事業 

② 市町村（指定都市及び中核市を除く。）が行う事業に対して都道府県が補助する

事業 

（25）放課後居場所緊急対策事業 

「放課後児童対策支援事業の実施について」の別添１に定める「放課後居場所緊急

対策事業実施要綱」により市町村が行う事業（都道府県が別途補助する場合も含む） 

（26）小規模多機能・放課後児童支援事業 

「放課後児童対策支援事業の実施について」の別添２に定める「小規模多機能・放

課後児童支援事業実施要綱」により市町村が行う事業（都道府県が別途補助する場合

も含む） 

（27）待機児童対策協議会推進事業 

「多様な保育促進事業の実施について」の別添６に定める「待機児童対策協議会推

進事業実施要綱」により、都道府県が行う事業 

（28）新たな待機児童対策提案型事業 

「多様な保育促進事業の実施について」の別添７に定める「新たな待機児童対策提

案型事業実施要綱」による次に掲げる事業 

① 都道府県又は市町村が行う事業 

② 民間団体等が行う事業に対して都道府県又は市町村が補助する事業 

③ 市町村が行う事業又は民間団体等が行う事業に対して市町村が助成する事業に対

して都道府県が補助する事業 

 (29) 認可外保育施設改修費等支援事業 

「保育所等の質の確保・向上のための取組強化及び認可外保育施設支援等事業の実

施について」の別添３に定める「認可外保育施設改修費等支援事業実施要綱」による

次に掲げる事業 

① 都道府県又は市町村が行う事業 

② 民間団体等が行う事業に対して都道府県又は市町村が補助する事業 

（30）２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業 

   「多様な保育促進事業の実施について」の別添10に定める「２歳児の減少を受けた

事業実施に対する支援事業実施要綱」による次に掲げる事業 

  ① 市町村が行う事業 

② 市町村が実施主体として認めた者が行う事業に対して市町村が補助する事業 

（31）保育士等の処遇改善取得促進事業 

   「多様な保育促進事業の実施について」の別添11に定める「保育士等の処遇改善取

得促進事業実施要綱」により都道府県が行う事業 

 

（交付額の算定方法） 

４ この補助金の交付額は、別表の第１欄に定める区分ごとに、次により算出された額の

合計額とする。ただし、算出された第２欄の種目ごと（３の（３）、（４）、（６）、



                   

（７）、（12）から(14)まで、（17）、（18）の①、(20)、（21）、(23)、（29）及び

（30）については施設ごと、（16）については箇所ごと、（25）及び（26）については

事業所ごと）の算出額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと

する。 

（１）直接補助事業 

① ３の（４）の事業以外 

ア 第２欄の種目ごと（３の（３）、（７）、（10）、（12）から（14）まで、

（17）、（18）の①、(20)、（21）、(23)、（29）の①及び（30）の①について

は施設ごと、（16）については箇所ごと、（25）及び（26）については事業所ご

と）に、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を比較して

少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して

少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付

額とする。 

② ３の（４）の事業 

ア 特別区及び財政力指数が1.0を超える市町村 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定し、当該額に４分の３を乗じる。 

ただし、平成29年度末時点に本事業の補助を受けていた者について、同一事業

所において、本事業の補助を引き続き受ける場合は、イ（ア）の算出方法による

ものとする。 

（イ）（ア）により算出された額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合

計額を交付額とする。 

イ ア以外の市町村 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額に第５欄に定める補助率を乗じて得て額の合計額

を交付額とする。 

（２）間接補助事業 

① ３の（１）の①イ及び②ア、（３）の②、（５）の②、（８）の②、（10）の①

イ及び②イ、（11）の②、（14）の②イ、（15）の②ウ及びエ、（17）の②、（18）

の①イ、（20）の②、（28）の②イ及びウ並びに（30）の②の事業 

ア 第２欄の種目ごと（３の（３）の②、（14）の②イ、（17）の②、（18）の①

イ、（20）の②及び（30）の②については施設ごと）に、第３欄に定める基準額

と第４欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から

寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額と都道府県又は市町村が補助した額を比較して少ない方

の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

② ３の（４）の②の事業 

ア 特別区及び財政力指数が1.0を超える市町村 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定し、当該額に４分の３を乗じる。 

ただし、平成29年度末時点に本事業の補助を受けていた者について、同一事



                   

業所において、本事業の補助を引き続き受ける場合は、イ（ア）の算出方法に

よるものとする。 

（イ）（ア）により算出された額に４分の３を乗じた額と市町村が補助した額を比

較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額

とする。 

イ ア以外の市町村 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額に４分の３を乗じた額と市町村が補助した額を比

較 して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付

額とする。 

  ③ ３の（６）の事業 

   ア ①の事業 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と市町村が補助した額を比較して少ない方の額に

第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

   イ ②の事業 

   （ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額に４分の３を乗じた額と都道府県が補助した額を

比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付

額とする。 

④ ３の（７）の事業 

 ア ②の事業 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と市町村が補助した額を比較して少ない方の額に

第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

イ ③の事業 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額に８分の７を乗じた額と都道府県が補助した額を

比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付

額とする。 

⑤ ３の（12）の②の事業 

ア 家庭的保育改修費等 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と市町村が補助した額を比較して少ない方の額に



                   

第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

イ アの事業以外 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額に４分の３を乗じた額と市町村が補助した額を比

較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額

とする。 

⑥ ３の（13）の①の事業 

ア 特別区及び財政力指数が1.0を超える市町村 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額

を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した

額とを比較して少ない方の額を選定し、当該額に40分の27を乗じる。 

ただし、平成29年度末時点に本事業の補助を受けていた施設について、引き

続き補助を受ける場合は、イ（ア）の算出方法によるものとする。 

（イ）（ア）により得られた額に３分の２を乗じた額と都道府県が補助した額を

比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付

額とする。 

イ ア以外の市町村 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額

を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

と比較して少ない方の額を選定し、当該額に４分の３を乗じる。 

（イ）（ア）により得られた額に３分の２を乗じた額と都道府県が補助した額を

比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付

額とする。 

  ⑦ ３の（13）の②の事業 、（21）の②及び（29）の②の事業 

ア 施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を比

較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比

較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額に４分の３を乗じた額と都道府県又は市町村が補助した

額を比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交

付額とする。 

  ⑧ ３の（19）の②の事業 

ア 市町村ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを

比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額に４分の３（医療的ケア児の受入れ体制拡充のため、新

たな保育所等において、医療的ケア児の受入れを開始する市町村については、６

分の５）を乗じた額と都道府県が補助した額を比較して少ない方の額に第５欄に

定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

⑨ ３の（22）の事業 

ア ②の事業 

（ア）市町村ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額

を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

とを比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と市町村が助成した額を比較して少ない方の額に



                   

第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

イ ③の事業 

（ア）市町村ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額

を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

とを比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額に３分の２を乗じた額と都道府県が補助した額を

比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付

額とする。 

⑩ ３の（23）の事業 

ア ①のイの事業、③のイの事業 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と市町村が助成した額を比較して少ない方の額に

第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

イ ①のウの事業 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額に３分の２を乗じた額と都道府県が補助した額を

比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付

額とする。 

ウ ②の事業 

（ア）施設ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額に４分の３を乗じた額と都道府県又は市町村が補

助した額を比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合

計額を交付額とする。 

⑪ ３の（24）の②の事業 

ア 市町村ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを

比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額に４分の３を乗じた額と都道府県が補助した額を比較し

て少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

 

（補助金の概算払） 

５ こども家庭庁長官は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範

囲内において概算払をすることができる。 

 

（交付の条件） 

６ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１） 別表第２欄の種目の区分を超えて、事業に要する経費の配分を変更する場合には、

こども家庭庁長官の承認を受けなければならない。 

（２） 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、こども家庭庁長官の承

認を受けなければならない。 



                   

（３） 事業を中止し、又は廃止する場合には、こども家庭庁長官の承認を受けなければな

らない。 

（４） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速

やかにこども家庭庁長官に報告してその指示を受けなければならない。 

（５） 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得

し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産につい

ては、適正化法施行令第14条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定め

る期間を経過するまで、こども家庭庁長官の承認を受けないで、この補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはなら

ない。 

（６） こども家庭庁長官の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

（７） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければなら

ない。 

（８） 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）

には、別紙様式２により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度

６月30日までにこども家庭庁長官に報告しなければならない。 

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税

額を国庫に返納しなければならない。 

（９） 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式１による調書を

作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及

び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、

その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。ただし、

事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合

は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第

14条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のい

ずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（10） 都道府県及び市町村は、国からの概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受

けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく市町村又は民間団

体等に交付しなければならない。 

（11） 都道府県は、間接補助金を市町村に交付する場合には、以下に掲げる条件を付さな

ければならない。 

①（１）から（９）までに掲げる条件。 

ただし、（１）から（４）まで及び（８）中「こども家庭庁長官」とあるのは

「都道府県知事」と、（５）及び（６）中「こども家庭庁長官の承認」とあるのは

「都道府県知事の承認」と、（６）及び（８）中「国庫」とあるのは「都道府県」

と、（５）、（８）及び（９）中「補助金」とあるのは「間接補助金」と読み替え

るものとする。 

②間接補助金を民間団体に交付する場合には、市町村が以下の条件を付さなければな

らない旨の条件 

ア （１）から（８）までに掲げる条件。 

ただし、（１）から（４）まで及び（８）中「こども家庭庁長官」とあるのは

「市町村長」と、（５）及び（６）中「こども家庭庁長官の承認」とあるのは



                   

「市町村長の承認」と、（６）及び（８）中「国庫」とあるのは「市町村」と、

（５）及び（８）中「補助金」とあるのは「間接補助金」と、（５）の規定中

「50万円」とあるのは、「30万円」と読み替えるものとする。 

イ 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい

て証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了

後５年間保管しておかなければならない。 

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事

業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びそ

の他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する

日、又は適正化法施行令第14条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別

に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

③ 都道府県が付した条件に基づき市町村長が承認する場合には、あらかじめ都道府

県知事の承認を受けなければならない。 

（12）（11）により付した条件に基づき都道府県知事が承認する場合には、あらかじめこ

ども家庭庁長官の承認を受けなければならない。 

（13）都道府県又は市町村が間接補助金を民間団体等に交付する場合には、以下の条件を

付さなければならない。 

①（１）から（８）までに掲げる条件。 

ただし、（１）から（４）まで及び（８）中「こども家庭庁長官」とあるのは

「都道府県知事」（市町村の場合は「市町村長」）と、（５）及び（６）中「こ

ども家庭庁長官の承認」とあるのは「都道府県知事の承認」（市町村の場合は

「市町村長の承認」）と、（６）及び（８）中「国庫」とあるのは「都道府県」

（市町村の場合は「市町村」）と、（５）及び（８）中「補助金」とあるのは

「間接補助金」と、（５）の規定中「50万円」とあるのは「30万円」と読み替え

るものとする。 

② 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について 

証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止

又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後

５年間保管しておかなければならない。 

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、

器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分

が完了する日、又は適正化法施行令第14条第１項第２号の規定によりこども家庭

庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなけれ

ばならない。 

（14）（13）により付した条件に基づき都道府県知事又は市町村長が承認する場合には、

あらかじめこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。 

（15） 間接補助事業者から財産の処分による収入及び間接補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の

全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

 

（申請手続） 

７ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 

（１）適正化法第26条第２項に基づき、３の（１）、（２）、（４）から（20）まで、

（22）から（26）まで、（28）から（30）に係る補助金等の交付に関する事務の一部

を都道府県が行う場合 



                   

ア 市町村の長は、別紙様式３による申請書に関係書類を添えて都道府県知事が定め

る日までに都道府県知事に提出を行うものとする。 

イ 道府県知事は、アの申請書を受理したときは、その内容を審査し必要があると認

めたときは現地調査等を行い、その後、適正と認めたときは、これを取りまとめ別

紙様式４に添えて別に定める日までにこども家庭庁長官に提出して行うものとする。 

ウ 東京都知事はアの申請書を受理したときは、これを取りまとめ別紙様式５に添え

て別に定める日までにこども家庭庁長官に提出を行うものとする。 

（２）（１）以外の場合 

都道府県知事は、別紙様式３による申請書に関係書類を添えて別に定める日までに

こども家庭庁長官に提出して行うものとする。 

 

（変更申請手続） 

８ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を

行う場合には、７に定める申請手続きに従い、別に定める日までに行うものとする。 

 

（交付決定までの標準的期間） 

９ この補助金の交付決定までの標準的期間は、次のとおりとする。 

（１） 都道府県知事は、７の（１）又は８による交付申請書が到達した日から起算して

原則として１か月以内にこども家庭庁長官に提出を行うものとし、こども家庭庁長

官は、交付申請書が到達した日から起算して原則として２か月以内に交付の決定

（決定の変更を含む。）を行うものとする。 

（２） （１）以外の場合、こども家庭庁長官は、７の（２）及び８による交付申請書が

到達した日から起算して原則として２か月以内に交付の決定（決定の変更を含む。）

を行うものとする。 

 

（交付決定の通知） 

10 都道府県知事は、こども家庭庁長官の交付決定又は変更交付決定の通知の依頼があっ

たときは、市町村の長に対し、別紙様式６又は別紙様式７により速やかに交付決定内容

及びこれに付された条件の通知を行うものとする。 

 

（実績報告） 

11 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。 

（１）適正化法第26条第２項に基づき、３の（１）、（２）、（４）から（20）まで、

（22）から（26）まで、（28）から（30）に係る補助金等の交付に関する事務の一部

を都道府県が行う場合 

ア 市町村の長は、事業が完了したときは、別紙様式８による事業実績報告書に関係

書類を添えて都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出して行うものとす

る。 

イ 道府県知事は、アの事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し必要が

あると認めたときは現地調査等を行い、その後、適正と認められたときは、これを

取りまとめ、別紙様式９に添えて翌年度４月10日までにこども家庭庁長官に提出し

て行うものとする。 

ウ 東京都知事は、アの事業実績報告書を受理したときは、これを取りまとめ別紙様

式 10に添えて翌年度４月10日までにこども家庭庁長官に提出して行うものとする。 

（２）（１）以外の場合 

   都道府県知事は、事業が完了したときは、別紙様式８による事業実績報告書に関係



                   

書類を添えて、事業が完了した日から起算して１月を経過した日（６の（３）により

事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から起算して

１か月を経過した日）又は翌年度４月10日のいずれか早い日までにこども家庭庁長官

に提出して行うものとする。 

 

（補助金の額の確定の通知） 

12 都道府県知事は、こども家庭庁長官の交付額の確定の通知の依頼があったときは、市

町村の長に対して、別紙様式11により速やかに確定の通知を行うものとする。 

 

（補助金の返還） 

13 こども家庭庁長官は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に

返還することを命ずる。 

 

（その他） 

14 特別の事情により４，７，８及び11に定める算定方法、手続によることが出来ない場

合には、あらかじめこども家庭庁長官の承認を受けてその定めによるものとする。 

  



                   

別 表 

１ 区分 ２  種目 ３ 基準額 ４ 対象経費 ５ 補助率 

直接補助

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育士資格等取得支

援事業 

１．認可外保育施設保育士資格取得支援事業 

（１）養成施設受講料等 

指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2 

ただし、以下の上限あり。 

・指定保育士養成施設卒業により保育士資格を

取得する場合 

１人当たり 300,000円 

・「保育士試験の実施について」（平成 15 年 12

月 1 日雇児発第 1201002 号雇用均等・児童家

庭局長通知。以下「試験実施通知」という。）の別

表１の②及び③により保育士資格を取得する場

合 

１人当たり 100,000円 

・試験実施通知の別表１の①により保育士資格を

取得する場合 

１人当たり 200,000円 

（２）代替保育従事者雇上費 

１人１日当たり  8,040円 

保育士資格等取得支援事業を実施

するために必要な入学料、受講料、

報酬、給料、職員手当等、共済費、旅

費、需用費（消耗品費、燃料費、会議

費、食糧費、印刷製本費、光熱水費

及び修繕料）、役務費（通信運搬費、

広告料、手数料）、委託料、使用料及

び賃借料並びに備品購入費 

１／２ 

２．保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業 

（１）養成施設受講料等 

指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2 

ただし、１人当たり上限 100,000円 

（２）代替職員雇上費 

１人１日当たり  8,040円 

３．幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支

援事業 

指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2 

ただし、１人当たり上限 100,000円 

４．保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援

事業 

（１）幼稚園教諭を養成する大学受講料等 

幼稚園教諭を養成する大学の受講に要した経費の

1/2 

ただし、１人当たり上限 100,000円 

（２）代替職員雇上費 

１人１日当たり  8,040円 

５．保育所等保育士資格取得支援事業 

指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2 

ただし、以下の上限あり。 

・指定保育士養成施設卒業により保育士資格を

取得する場合 

１人当たり 300,000円 

・試験実施通知の別表１の②及び③により保育士

資格を取得する場合 

１人当たり 100,000円 

・試験実施通知の別表１の①により保育士資格を

取得する場合 

１人当たり 200,000円 

 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．保育士試験受験直前講座実施事業（うち、保育士試

験受験直前講座実施事業） 

直前講座受講者１人当たり 6,000円 

保育士試験追加実施

支援事業 

こども家庭庁長官が別に定める額 保育士試験追加実施支援事業を実

施するために必要な旅費、共済費、

委託料、使用料及び賃借料 

１／２ 

保育士養成施設に対

する就職等促進支援

事業 

１施設当たり       1,047,000円 

 

保育士養成施設に対する就職等促

進支援事業を実施するために必要な

報酬、給料、職員手当等、共済費、旅

費、需用費（消耗品費、燃料費、会議

費、印刷製本費、光熱水費及び修繕

料）、役務費（通信運搬費、広告料、

手数料）、補助金及び交付金、使用

料及び賃借料並びに備品購入費 

１／２ 

保育士宿舎借り上げ

支援事業 

１人当たり月額  別紙１のとおり 

※令和元年度から引き続き令和６年度において本事業

の対象者であって、令和７年度も引き続き本事業の対

象となった者が、引き続き同じ宿舎に入居している場合

には、以下の額を適用できる。 

１人当たり月額 82,000円 

※令和６年度において本事業の対象者であって、令和７

年度も引き続き本事業の対象となった者が、同じ宿舎に

入居している場合には、別紙２で定める額を適用でき

る。 

保育士宿舎借り上げ事業を実施す

るために必要な役務費、委託料、使

用料、賃借料 

１／２ 

保育人材等就職・交

流支援事業 

１．保育人材等就職支援事業 

１市町村当たり    11,809,000円 

※平成 31年３月 29 日子保発 0329 第１号「子

ども・子育て支援法に基づく協議会に参加する自

治体への支援策について」に基づいて事業を実

施する場合、下記の額を加算 

１自治体当たり 4,000,000円 

保育人材等就職・交流支援事業を実

施するために必要な報酬、給料、職

員手当等、報償費、共済費、旅費、需

用費（消耗品費、燃料費、会議費、印

刷製本費、光熱水費及び修繕料）、

役務費（通信運搬費、広告料、手数

料）、委託料、使用料及び賃借料並

びに備品購入費 

１／２ 

２．保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等

支援事業 

（１）保育士の実地派遣及び人材交流等 

①代替保育士等雇上費 

１人１日当たり   8,040円 

②調整費  １人当たり    4,000円 

（２）指定保育士養成施設の学生の保育実習受け入れ 

①実習受入費 １人当たり 10,000円 

②調整費   １人当たり  4,000円 

３／４ 

保育補助者雇上強化

事業 

１．利用定員が 121人未満の施設の場合 

・保育補助者の経験年数が３年未満 

１か所当たり年額 1,953,000円 

・保育補助者の経験年数が３年以上７年未満 

１か所当たり年額 2,441,000円 

・保育補助者の経験年数が７年以上 

１か所当たり年額 3,255,000円 

※保育補助者を複数配置している施設においては、補

助対象経費に計上する保育補助者の経験年数の平均

で算定する。 

※令和６年度時点で当該事業を活用する施設のうち、

保育補助者雇上強化事業を実施す

るために必要な報酬、給料、職員手

当等、共済費、需用費、役務費、委託

料、使用料及び賃借料 

３／４ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単価の引き下げとなる施設は、下記の額を適用できる。 

１か所当たり年額 2,441,000円 

２．利用定員が 121人以上の施設の場合 

・保育補助者の経験年数が３年未満 

１か所当たり年額 3,906,000円 

・保育補助者の経験年数が３年以上７年未満 

１か所当たり年額 4,882,000円 

・保育補助者の経験年数が７年以上 

１か所当たり年額 6,510,000円 

※保育補助者を複数配置している施設においては、補

助対象経費に計上する保育補助者の経験年数の平均

で算定する。 

※令和６年度時点で当該事業を活用する施設のうち、

単価の引き下げとなる施設は、下記の額を適用できる。 

１か所当たり年額 4,882,000円 

保育士や保育事業者

等への巡回支援事業 

１．保育士への巡回支援 

１自治体当たり  4,064,000円 

※都道府県が実施し、保育士支援アドバイザーを複数

配置して都道府県域で事業を実施する場合、以下の

額を適用できる。 

１自治体当たり  8,128,000円 

２．保育事業者への巡回支援 

１自治体当たり  4,064,000円 

※都道府県が実施し、保育事業者支援コンサルタントを

複数配置して都道府県域で事業を実施する場合、以

下の額を適用できる。 

１自治体当たり  8,128,000円 

３．放課後児童クラブへの巡回支援 

１自治体当たり   4,064,000円 

４．魅力ある職場づくりに向けた啓発セミナー等の実施 

１自治体当たり  1,634,000円 

５．自己評価に係る地域協議会 

１自治体当たり   1,634,000円 

保育士や保育事業者等への巡回支

援事業を実施するために必要な報

酬、給料、職員手当等、報償費、共済

費、旅費、需用費（消耗品費、印刷製

本費）、通信運搬費、役務費、委託

料、使用料及び備品購入費 

 

１／２ 

 

保育士・保育所支援

センター設置運営事

業 

１．保育士・保育所支援センター開設運営経費 

（１）基本分 

１自治体当たり 2,129,000円 

（２）取組に応じた加算分 

・普及啓発経費加算 

      1自治体当たり 3,434,000円 

・養成校等との連携加算 

      1自治体当たり 2,090,000円 

２．保育士再就職支援コーディネーター雇上費 

１自治体当たり 4,000,000円 

※加算の対象となる場合、１自治体当たり 

8,000,000円 

※平成 31年３月 29日子保発 0329第１号「子ど

も・子育て支援法に基づく協議会に参加する自治

体への支援策について」に基づいて事業を実施す

る場合、下記の額を加算 

   １自治体当たり 4,000,000円 

３．保育士キャリアアドバイザー雇上費 

保育士・保育所支援センター設置運

営事業を実施するために必要な報

酬、給料、職員手当等、共済費、旅

費、需用費（消耗品費、燃料費、会議

費、印刷製本費、光熱水費及び修繕

料）、役務費（通信運搬費、広告料、

手数料）、委託料、使用料及び賃借

料並びに備品購入費 

１／２ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １自治体当たり月額  200,000円 

４．再就職支援及び雇用管理改善経費 

１自治体当たり  477,000円 

５．潜在保育士の把握及びセンター認知度向上のため

の経費 

１自治体当たり 6,372,000円 

６．保育士登録簿を活用した就職促進経費 

１自治体当たり 3,588,000円 

７．マッチングシステム導入費 

１自治体当たり 7,000,000円 

（減額の場合） 5,000,000円 

８．放課後児童支援員の人材確保支援経費 

１自治体当たり 1,325,000円 

保育士・保育の現場

の魅力発信事業 

１．保育士という職業や保育の現場の魅力発信 

１自治体当たり  8,108,000円 

２．保育士が相談しやすい体制整備 

保育士の相談窓口の設置 

１自治体当たり  4,035,000円 

 

保育士・保育の現場の魅力発信事業

を実施するために必要な報酬、給

料、職員手当等、報償費、共済費、旅

費、需用費（消耗品費、燃料費、会議

費、印刷製本費、光熱水費及び修繕

料）、役務費（通信運搬費、広告料、

手数料）、委託料、使用料及び賃借

料並びに備品購入費 

１／２ 

保育士修学資金貸付

等事業 

１ 保育士修学資金貸付 

（１）基本額 

１人当たり月額  50,000円以内 

（２）加算額 

・入学準備金（貸付初回時） 

１人当たり  200,000円以内 

・就職準備金（卒業時） 

１人当たり  200,000円以内 

・貸付申請時に生活保護受給世帯の者であって、

養成施設に入学し、在学する者 

１月当たり貸付申請時における貸付対象者

の居住地の生活扶助基準の居宅（第１類）に掲

げる額のうち貸付対象者の年齢に対応する年

齢区分の額に相当する額以内 

（３）就職準備金 

養成施設に在学する者であって、月額の貸付

を受けていない者に対して最終学年の開始時に

貸付けるもの  

１人当たり  200,000円以内 

２ 保育補助者雇上費貸付 

１か所当たり年額 2,953,000円以内 

（加算分） 

１か所当たり年額 2,215,000円以内 

３ 未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付 

保育士が要した保育料の 1/2 

※ ただし、上限 月額 27,000円 

４ 就職準備金貸付 

      １人当たり  200,000円以内 

（加算分） 

      １人当たり  200,000円以内 

保育士修学資金貸付等事業を実施

するために必要な貸付金、報酬、給

料、職員手当等、共済費、旅費、需用

費（消耗品費、燃料費、会議費、印刷

製本費、光熱水費及び修繕料）、役

務費（通信運搬費、広告料、手数

料）、委託料、使用料及び賃借料並

びに備品購入費 

９／１０ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業

利用料金の一部貸付 

・未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援に

関する事業を利用するために要した経費の１／２ 

※ ただし、年額 123,000円以内 

６ 事務費 

・１事業当たり   4,275,000円以内 

・保育士修学資金貸付において生活費加算を行

う場合 

保育士修学資金貸付のみ 

5,775,000円以内 

※ 都道府県等から委託を受けた都道府県等

社会福祉協議会が保育士修学資金貸付等事

業を実施する場合に限る。 

保育所等改修費等支

援事業 

（２）小規模保育改修費等 

１事業所当たり 27,193,000円 

（３）認可化移行改修費等 

１施設当たり 39,553,000円 

※賃借料のみの場合 

１施設当たり  10,000,000円 

（４）家庭的保育改修費等 

保育所で行う場合 

１か所当たり 27,193,000円 

保育所以外で行う場合 

      １か所当たり   2,966,000円 

（５）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等 

ア 改修費等 

１事業所当たり 4,527,000円 

イ 礼金及び賃借料（開設前月分） 

１事業所当たり 600,000円 

保育所等改修費等支援事業を実施

するために必要な工事請負費、原材

料費、需用費（燃料費、印刷製本費、

光熱水費及び修繕料）、役務費（通

信運搬費、手数料）、委託料、使用料

及び賃借料（敷金を除く。）、備品購

入費 

１／２ 

（注１） 

２／３ 

認可外保育施設改修

費等支援事業 

（１）改修費等支援事業 

① 実施要綱４の＜要件１＞を満たして事業を実施す

る場合 

１施設当たり     39,553,000円 

※賃借料のみの場合 

１施設当たり      10,000,000円 

② 実施要綱４の＜要件２＞を満たして事業を実施す

る場合 

１施設当たり      19,776,000円 

※賃借料のみの場合 

１施設当たり       10,000,000円 

（２）移転費等支援事業 

① 実施要綱４の＜要件１＞を満たして事業を実施す

る場合 

・移転費 

     １施設当たり   1,484,000円 

・仮設設置費 

     １施設当たり   4,697,000円 

② 実施要綱４の＜要件２＞を満たして事業を実施す

る場合 

・移転費 

認可外保育施設改修費等支援事業

を実施するために必要な工事請負

費、原材料費、需用費（燃料費、印刷

製本費、光熱水費及び修繕料）、役

務費（通信運搬費、手数料）、委託

料、使用料及び賃借料（敷金を除

く。）、備品購入費 

１／２ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１施設当たり   1,484,000円 

認可化移行のための

助言指導・移転費等

支援事業 

１．認可化移行可能性調査支援 

   １施設当たり      613,000円 

２．認可化移行助言指導支援 

   １施設当たり      547,000円 

３．指導監督基準遵守助言指導支援 

１施設当たり      821,000円 

４．認可化移行移転費等支援事業 

（１）移転費 

     １施設当たり   1,484,000円 

（２）仮設設置費 

     １施設当たり    4,697,000円 

認可化移行のための助言指導・移転

費等支援事業を実施するために必

要な報酬、給料、職員手当等、報償

費、旅費、工事請負費、需用費（消耗

品費、食糧費、燃料費、印刷製本費、

光熱水費及び修繕料）、役務費（通

信運搬費、手数料、広告料）、委託

料、使用料及び賃借料、備品購入費 

１／２ 

民有地マッチング事

業 

１．民有地マッチング支援 

１自治体当たり年額    6,200,000円 

２．整備候補地等の確保支援   

１自治体当たり年額    4,500,000円 

３．コーディネーター配置支援 

１か所当たり年額     4,400,000円 

民有地マッチング事業を実施するた

めに必要な報酬、給料、職員手当

等、報償費、旅費、需用費（会議費、

印刷製本費）、役務費（通信運搬費、

広告料、手数料）、委託料、使用料及

び賃借料、備品購入費 

１／２ 

広域的保育所等利用

事業 

１．こども送迎センター等事業 

（１）バス購入費又は借上げ費 

①購入費  １台当たり 15,000,000円 

※ただし、２台目以降は 15,000,000 円を加算す

る。 

②借上げ費 １台当たり  7,500,000円 

※ただし、２台目以降は 7,500,000 円を加算す

る。 

※自宅等送迎事業については、1事業当たりとする。 

（２）保育士等雇上費 

１人当たり  5,000,000円 

※ただし、２人目以降は 3,000,000 円を加算す

る。 

（３）運転手雇上費           

１人当たり  5,000,000円 

※ただし、２人目以降は 3,000,000 円を加算す

る。 

（４）事業費（送迎センター実施場所の賃借料、燃料費

等） 

①こども送迎センター事業 

        10,202,000円 

②自宅等送迎事業 

             1,119,000円 

 

２．代替屋外遊戯場送迎事業 

（１）バス購入費又は借上げ費 

 ①購入費 １台当たり 15,000,000円 

※ただし、２台目以降は 15,000,000 円を加算す

る。 

②借上げ費１台当たり  7,500,000円 

※ただし、２台目以降は 7,500,000 円を加算す

る。 

（２）保育士等雇上費 

広域的保育所等利用事業を実施す

るために必要な報酬、給料、職員手

当等、共済費、旅費、需用費（消耗品

費、燃料費、会議費、印刷製本費、光

熱水費及び修繕料）、役務費（通信

運搬費、広告料、手数料）、委託料、

使用料、賃借料、工事請負費、備品

購入費、車両購入費、運行費、改修

費、公課費 

１／２ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１人当たり  5,000,000円 

※ただし、２人目以降は 3,000,000円を 

加算する。 

（３）運転手雇上費         

１人当たり  5,000,000円 

※ただし、２人目以降は 3,000,000円を 

加算する。 

（ ４ ） 事 業 費 （ 駐 車 場 の 賃 借 料 、 燃 料 費 等 ）          

10,202,000円 

 ただし、１と２の両方の事業を実施する場合、（１）のバ

ス購入費又は借上げ費については、どちらかの事業の

みの補助とする。 

 

３．こども送迎センター設置改修事業 

１か所当たり 7,270,000円 

保育利用支援事業 １．代替保育利用支援 

    １人当たり  月額   20,000円 

２．予約制導入に係る体制整備 

１か所当たり  年額 2,406,000円 

保育利用支援事業を実施するため

に必要な報酬、給料、職員手当等、

共済費、報償費、旅費、需用費（消耗

品費、会議費、印刷製本費）、役務費

（通信運搬費、広告料、手数料）、委

託料、使用料及び賃借料、備品購入

費 

１／２ 

３歳児受入れ等連携

支援事業 

１．３歳児受入れ連携支援事業 

１か所当たり 年額 4,549,000円 

２．家庭的保育コンソーシアム形成事業 

（１）コーディネーターを１名配置する場合 

１市町村当たり年額  4,183,000円 

 

（２）コーディネーターを２名以上配置する場合 

１市町村当たり年額  8,183,000円 

３歳児受入れ等連携支援事業を実

施するために必要な報酬、給料、職

員手当等、共済費、報償費、旅費、需

用費（消耗品費、会議費、印刷製本

費）、役務費（通信運搬費、広告料、

手数料）、委託料、使用料及び賃借

料、備品購入費 

１／２ 

医療的ケア児保育支

援事業 

１．基本分単価 

（１）看護師等を配置して医療的ケアを行う場合 

１か所当たり   年額 5,290,000円 

（２）看護師等を配置せず、保育士等が医療的ケアを行

う場合 

１か所当たり   年額 4,950,000円 

※ただし、２名以上の医療的ケア児の受け入れが見込

まれる保育所等において、看護師等を複数配置してい

る場合は 5,290,000 円を、保育士等を複数配置して

いる場合は 4,950,000円を加算する。 

（３）巡回による看護師配置を行った場合（医療的ケア巡

回型） 

１自治体当たり  年額 5,010,000円 

２．加算分単価 

（１）研修受講支援加算 

１か所当たり  年額 300,000円 

※看護師等及び保育士等が喀痰吸引以外の研修を受

講する場合も対象とする。 

（２）保育補助者配置加算 

１か所当たり  年額 2,412,000円 

（３）医療的ケア児保育支援者配置加算 

１自治体当たり  年額 2,412,000円 

医療的ケア児保育支援事業を実施

するために必要な報酬、給料、職員

手当等、共済費、報償費、旅費、需用

費（消耗品費、会議費、印刷製本

費）、役務費（通信運搬費、手数料）、

委託料、使用料及び賃借料、備品購

入費、補助金及び交付金、受講料 

 

 

１／２ 

（注２） 

２／３ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ただし、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を

修了した者が担う場合、１自治体当たり年額

130,000円を加算する。 

（４）ガイドライン策定加算 

１自治体当たり  年額 577,000円 

（５）検討会等設置加算 

１自治体当たり   年額 360,000円 

（６）医療的ケア児の備品補助 

１か所当たり   年額 100,000円 

（７）災害対策備品整備 

１か所当たり    年額 100,000円 

（８）園外活動移動支援加算 

１か所当たり   年額 40,000円 

 ※（１）研修受講支援加算、（４）ガイドライン策定加算、

（５）検討会等設置加算は単独で補助することを可能

とする。 

家庭支援推進保育事

業 

特に配慮が必要な家庭における児童を 40％以上受け

入れている保育所等または、市町村が参集する「要保護

児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加す

る保育所等で特に配慮が必要な家庭にある児童を

30％以上受け入れている保育所等で実施する場合 

１か所当たり 3,859,000円 

※さらに、上記の保育所等で実施する場合であって、

外国人子育て家庭の児童が 20％以上である保育所等

が実施する場合、配置する職員に応じて、以下の額とす

る。 

（１）保育士を配置する場合 

１か所当たり 7,718,000円 

（２）文化・習慣等に精通した保育士以外の職員を配置

する場合 

１か所当たり 5,351,000円 

家庭支援推進保育事業を実施する

ために必要な報酬、給料、職員手当

等、共済費、報償費、旅費、需用費

（消耗品費、食糧費、印刷製本費）、

役務費（通信運搬費、広告料）、委託

料、使用料及び賃借料、備品購入費 

１／２ 

保育所等における要

支援児童等対応推進

事業 

 

１か所当たり年額      4,567,000円 保育所等における要支援児童等対

応推進事業を実施するために必要な

報酬、給料、職員手当等、共済費、報

償費、旅費、需用費、役務費、委託

料、使用料及び賃借料、備品購入費 

１／２ 

認可外保育施設の衛

生・安全対策事業 

１指定都市、中核市当たり年額 354,000円 認可外保育施設の衛生・安全対策事

業を実施するために必要な報償費、

旅費、需用費（消耗品費、印刷製本

費）、役務費（通信運搬費、手数料）、

委託料、使用料及び賃借料、負担金 

１／３ 

保育環境改善等事業

（安全対策事業、放課

後児童クラブ閉所時

間帯等における乳幼

児受入れ支援事業を

除く。） 

（１）基本改善事業 

 保育所等設置促進等事業、病児保育事業

（体調不良児対応型）設置促進事業 

         １施設当たり  7,200,000円 

ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業 

  １施設当たり    100,000円  

（２）環境改善事業 

障害児受入促進事業、分園推進事業、熱中症

対策事業、病児保育事業（体調不良児対応型）

推進事業、感染症対策のための改修整備等事

業、保育環境向上等事業 

１施設当たり  1,029,000円 

保育環境改善等事業を実施するた

めに必要な工事請負費、原材料費、

需用費（燃料費、印刷製本費、光熱

水費及び修繕料）、役務費（通信運

搬費、手数料）、委託料、使用料及び

賃借料（敷金を除く。）、備品購入費 

１／３ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育環境改善等事業

（安全対策事業） 

（２）環境改善事業 

安全対策事業 

IＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機

器の購入を行う事業 

１施設当たり 200,000円以内 

保育環境改善等事業を実施するた

めに必要な機器等の購入費、リース

料、導入費用 

１／２ 

保育環境改善等事業

（放課後児童クラブ閉

所時間帯等における

乳幼児受入れ支援事

業） 

（２）環境改善事業 

放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼

児受入れ支援事業 

１施設当たり 39,553,000円 

保育環境改善等事業を実施するた

めに必要な工事請負費、原材料費、

需用費（燃料費、印刷製本費、光熱

水費及び修繕料）、役務費（通信運

搬費、手数料）、委託料、使用料及び

賃借料（敷金を除く。）、備品購入費 

１／２ 

保育所等の質の確

保・向上のための取

組強化事業 

 

 

 

１．保育所等の質の確保・向上のための研修事業 

 研修開催経費 １回当たり 356,000円 

 

２．保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導

事業 

  巡回支援指導員１人当たり 

年額  4,062,000円 

 

 

保育所等の質の確保・向上のための

取組強化事業を実施するために必

要な報酬、給料、職員手当等、共済

費、謝金、旅費、需用費（消耗品費、

燃料費、会議費、印刷製本費、光熱

水費及び修繕料）、役務費（通信運

搬費、広告料、手数料）、委託料、使

用料、賃借料、備品購入費 

１／２ 

放課後居場所緊急対

策事業 

 

１か所当たり年額       1,116,000円 

・開設準備経費（改修費等）500,000円追加 

※事業実施月数（１月に満たない端数が生じたときは、

これを１月とする。）が 12 月に満たない場合には、１か所

当たり年額に「事業実施月数÷12」を乗じた額（１円未満

切り捨て）とする。 

 

放課後居場所緊急対策事業を実施

するために必要な報酬、給料、職員

手当等、共済費、報償費、旅費、需用

費（消耗品費、印刷製本費、光熱水

費）、役務費（通信運搬費）、委託料、

使用料及び賃借料、工事請負費、原

材料費、備品購入費 

１／３ 

小規模多機能・放課

後児童支援事業 

（１）基本事業 

・「放課後児童対策支援事業の実施について」（令和５年

４月 12 日こ成環第６号こども家庭庁成育局長通知。以

下「実施通知」という。）の別添２の３（１）の事業を実施す

る場合 

１か所当たり年額 1,116,000円 

・実施通知の別添２の３（２）の事業を実施する場合 

１か所当たり年額 2,416,000円 

（２）加算事業 

・放課後児童支援員を配置する場合 

年額 778,000円追加 

・開設準備経費（改修費等） 

2,000,000円追加 

※事業実施月数（１月に満たない端数が生じたときは、

小規模多機能・放課後児童支援事

業を実施するために必要な報酬、給

料、職員手当等、共済費、報償費、旅

費、需用費（消耗品費、印刷製本費、

光熱水費）、役務費（通信運搬費）、

委託料、使用料及び賃借料、工事請

負費、原材料費、備品購入費 

１／３ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを１月とする。）が 12 月に満たない場合には、１か所

当たり年額、放課後児童支援員を配置する場合の年額

に「事業実施月数÷12」を乗じた額（１円未満切り捨て）

とする。 

待機児童対策協議会

推進事業 

１自治体当たり年額     2,948,000円 待機児童対策協議会推進事業を実

施するために必要な報酬、給料、職

員手当等、共済費、報償費、旅費、需

用費（消耗品費、会議費、印刷製本

費）、役務費（通信運搬費、広告料、

手数料）、委託料、使用料及び賃借

料、備品購入費 

１／２ 

新たな待機児童対策

提案型事業 

１自治体当たり年額    10,000,000円 

ただし、複数の自治体で一の事業を行う場合 

１事業当たり年額     10,000,000円 

新たな待機児童対策提案型事業を

実施するために必要な報酬、給料、

職員手当等、共済費、報償費、旅費、

需用費（消耗品費、会議費、印刷製

本費）、役務費（通信運搬費、広告

料、手数料）、委託料、使用料及び賃

借料、備品購入費等 

 

 

１０／１０ 

２歳児の減少を受け

た事業実施に対する

支援事業 

１か所当たり年額 1,000,000円 ２歳児の減少を受けた事業実施に対

する支援事業を実施するために必要

な報酬、給料、職員手当等、賃金、共

済費、報償費、旅費、需用費（消耗品

費、会議費、印刷製本費）、役務費

（通信運搬費、広告料、手数料）、委

託料、使用料及び賃借料、備品購入

費等 

１／２ 

 保育士等の処遇改善

取得促進等事業 

 

１事業あたり 3,000,000円 給料及び諸手当（会計年度任用職員

及び臨時的任用職員（臨時の職に関

する場合に限る。以下同じ。）に関す

るものに限る。）、謝金、旅費、共済費

（会計年度任用職員及び臨時的任用

職員に関するものに限る。）、報酬、

需用費（消耗品費及び印刷製本

費）、役務費（通信運搬費及び手数

料等）、委託料、使用料及び賃借料、

会議費 

1/2 

間接補助

事業 

 

 

 

 

保育士資格等取得支

援事業 

 

１．認可外保育施設保育士資格取得支援 

事業 

（１）養成施設受講料等 

指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2 

ただし、以下の上限あり。 

・指定保育士養成施設卒業により保育士資格を

保育士資格等取得支援事業を実施

するために必要な入学料、受講料、

報酬、給料、職員手当等、賃金、共済

費、報償費、旅費、需用費（消耗品

費、燃料費、会議費、食糧費、印刷製

本費、光熱水費及び修繕料）、役務

１／２ 

 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取得する場合 

300,000円 

・「保育士試験の実施について」（平成 15 年 12 月

1 日雇児発第 1201002 号雇用均等・児童家庭局

長通知。以下「試験実施通知」という。）の別表１の

②及び③により保育士資格を取得する場合 

１人当たり 100,000円 

・試験実施通知の別表１の①により保育士資格を

取得する場合 

１人当たり 200,000円 

（２）代替保育従事者雇上費 

１人１日当たり 8,040円 

費（通信運搬費、広告料、手数料）、

委託料、使用料及び賃借料、備品購

入費 

２．保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業 

（１）養成施設受講料等 

指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2 

ただし、１人当たり上限 100,000円 

（２）代替職員雇上費 

１人１日当たり  8,040円 

３．幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支

援事業 

指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2 

ただし、１人当たり上限 100,000円 

４．保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援

事業 

（１）幼稚園教諭を養成する大学受講料等 

幼稚園教諭を養成する大学の受講に要した経費の

1/2 

ただし、１人当たり上限 100,000円 

（２）代替職員雇上費 

１人１日当たり  8,040円 

５．保育所等保育士資格取得支援事業 

指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2 

ただし、以下の上限あり。 

・指定保育士養成施設卒業により保育士資格を

取得する場合 

１人当たり 300,000円 

・試験実施通知の別表１の②及び③により保育士

資格を取得する場合 

１人当たり 100,000円 

・試験実施通知の別表１の①により保育士資格を

取得する場合 

１人当たり 200,000円 

６．受験対策学習費用補助事業（うち受験対策学習費用

補助事業） 

保育士試験受験のための学習に要した経費の 1/2 

ただし、１人当たり上限 150,000円 

保育士養成施設に対

する就職等促進支援

事業 

 

１施設当たり       1,047,000円 

 

保育士養成施設に対する就職等促

進支援事業を実施するために必要な

報酬、給料、職員手当等、賃金、共済

費、旅費、需用費（消耗品費、燃料

費、会議費、印刷製本費、光熱水費

１／２ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び修繕料）、役務費（通信運搬費、

広告料、手数料）、補助金及び交付

金、使用料及び賃借料並びに備品購

入費 

保育士宿舎借り上げ

支援事業 

１人当たり月額  別紙１のとおり 

※令和元年度から引き続き令和６年度において本事業

の対象者であって、令和７年度も引き続き本事業の対

象となった者が、引き続き同じ宿舎に入居している場合

には、以下の額を適用できる。 

１人当たり月額 82,000円 

※令和６年度において本事業の対象者であって、令和７

年度も引き続き本事業の対象となった者が、同じ宿舎に

入居している場合には、別紙２で定める額を適用でき

る。 

保育士宿舎借り上げ事業を実施す

るために必要な役務費、委託料、使

用料、賃借料 

 

２／３ 

 

保育人材等就職・交

流支援事業 

１．保育人材等就職支援事業 

１市町村当たり    11,809,000円 

※平成 31年３月 29 日子保発 0329 第１号「子

ども・子育て支援法に基づく協議会に参加する自

治体への支援策について」に基づいて事業を実

施する場合、下記の額を加算 

１自治体当たり 4,000,000円 

保育人材等就職・交流支援事業を実

施するために必要な報酬、給料、職

員手当等、賃金、報償費、共済費、旅

費、需用費（消耗品費、燃料費、会議

費、印刷製本費、光熱水費及び修繕

料）、役務費（通信運搬費、広告料、

手数料）、委託料、使用料及び賃借

料並びに備品購入費 

１／２ 

２．保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等

支援事業 

（１）保育士の実地派遣及び人材交流等 

①代替保育士等雇上費 

        １人１日当たり    8,040円 

②調整費  １人当たり    4,000円 

（２）指定保育士養成施設の学生の保育実習受け入れ 

①実習受入費  １人当たり 10,000円 

②調整費    １人当たり   4,000円 

３／４ 

保育体制強化事業 

 

１．保育支援者の配置 

１か所当たり月額  100,000円 

２．児童の園外活動の見守り等 

①保育支援者が児童の園外活動時の見守り等に

も取り組む場合、１に下記の額を加算 

１か所当たり月額   45,000円 

  ②その他の場合 

     １か所当たり月額   45,000円 

  ※①、②は１か所につき一方のみ 

３．スポット支援員の配置 

１か所当たり月額   45,000円 

保育体制強化事業を実施するため

に必要な報酬、給料、職員手当等、

賃金、報償費、旅費、共済費、役務

費、委託料、使用料及び賃借料 

 

３の（６）の

①の場合 

１／２ 

３の（６）の

②の場合 

２／３ 

保育補助者雇上強化

事業 

１．利用定員が 121人未満の施設の場合 

・保育補助者の経験年数が３年未満 

１か所当たり年額 1,953,000円 

・保育補助者の経験年数が３年以上７年未満 

     １か所当たり年額 2,441,000円 

・保育補助者の経験年数が７年以上 

     １か所当たり年額 3,255,000円 

※保育補助者を複数配置している施設においては、補

助対象経費に計上する保育補助者の経験年数の平均

で算定する。 

保育補助者雇上強化事業を実施す

るために必要な報酬、給料、職員手

当等、賃金、共済費、需用費、役務

費、委託料、使用料及び賃借料 

 

３の（７）の

②の場合 

３／４ 

３の（７）の

③の場合 

６／７ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和６年度時点で当該事業を活用する施設のうち、

単価の引き下げとなる施設は、下記の額を適用できる。 

１か所当たり年額 2,441,000円 

２．利用定員が 121人以上の施設の場合 

・保育補助者の経験年数が３年未満 

１か所当たり年額 3,906,000円 

・保育補助者の経験年数が３年以上７年未満 

     １か所当たり年額 4,882,000円 

・保育補助者の経験年数が７年以上 

     １か所当たり年額 6,510,000円 

※保育補助者を複数配置している施設においては、補

助対象経費に計上する保育補助者の経験年数の平均

で算定する。 

※令和６年度時点で当該事業を活用する施設のうち、

単価の引き下げとなる施設は、下記の額を適用できる。 

     １か所当たり年額 4,882,000円 

保育士や保育事業者

等への巡回支援事業 

 

１．保育士への巡回支援 

１自治体当たり  4,064,000円 

※都道府県が実施し、保育士支援アドバイザーを複数

配置して都道府県域で事業を実施する場合、以下の

額を適用できる。 

１自治体当たり  8,128,000円 

２．保育事業者への巡回支援 

１自治体当たり  4,064,000円 

※都道府県が実施し、保育士支援アドバイザーを複数

配置して都道府県域で事業を実施する場合、以下の額

を適用できる。 

１自治体当たり  8,128,000円 

３．放課後児童クラブへの巡回支援 

１自治体当たり   4,064,000円 

４．魅力ある職場づくりに向けた啓発セミナー等の実施 

１自治体当たり  1,634,000円 

５．自己評価に係る地域協議会 

１自治体当たり  1,634,000円 

保育士や保育事業者等への巡回支

援事業を実施するために必要な報

酬、給料、職員手当等、賃金、報償

費、共済費、旅費、需用費（消耗品

費、印刷製本費）、通信運搬費、役務

費、委託料、使用料及び備品購入費 

１／２ 

 

保育士・保育の現場

の魅力発信事業 

１．保育士という職業や保育の現場の魅力発信 

１自治体当たり  8,108,000円 

２．保育士が相談しやすい体制整備 

保育士の相談窓口の設置 

１自治体当たり  4,035,000円 

 

保育士・保育の現場の魅力発信事業

を実施するために必要な報酬、給

料、職員手当等、報償費、共済費、旅

費、需用費（消耗品費、燃料費、会議

費、印刷製本費、光熱水費及び修繕

料）、役務費（通信運搬費、広告料、

手数料）、委託料、使用料及び賃借

料並びに備品購入費 

１／２ 

 

保育士修学資金貸付

等事業 

以下に掲げる額に９／１０を乗じて得た額 

１ 保育士修学資金貸付 

（１）基本額 

１人当たり月額  50,000円以内 

（２）加算額 

・入学準備金（貸付初回時）  

１人当たり  200,000円以内 

・就職準備金（卒業時） 

１人当たり  200,000円以内 

保育士修学資金貸付等事業を実施

するために必要な貸付金、報酬、給

料、職員手当等、賃金、共済費、旅

費、需用費（消耗品費、燃料費、会議

費、印刷製本費、光熱水費及び修繕

料）、役務費（通信運搬費、広告料、

手数料）、委託料、使用料及び賃借

料並びに備品購入費 

１０／１０ 

（注３） 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・貸付申請時に生活保護受給世帯の者であって、

養成施設に入学し、在学する者 

１月当たり貸付申請時における貸付対象者

の居住地の生活扶助基準の居宅（第１類）に掲

げる額のうち貸付対象者の年齢に対応する年

齢区分の額に相当する額以内 

（３）就職準備金 

養成施設に在学する者であって、月額の貸付

を受けていない者に対して最終学年の開始時に

貸付けるもの  

１人当たり  200,000円以内 

２ 保育補助者雇上費貸付 

１か所当たり年額 2,953,000円以内 

（加算分） 

１か所当たり年額 2,215,000円以内 

３ 未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付 

保育士が要した保育料の 1/2 

ただし、上限 月額 27,000円 

４ 就職準備金貸付 

       １人当たり  200,000円以内 

（加算分） 

       １人当たり  200,000円以内 

５ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業

利用料金の一部貸付 

・未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援に

関する事業を利用するために要した経費の１／２ 

※ ただし、年額 123,000円以内 

６ 事務費 

・１事業当たり 4,275,000円以内 

  ・保育士修学資金貸付において生活費加算を行う場

合 

保育士修学資金貸付のみ 

5,775,000円以内 

保育所等改修費等支

援事業 

（１）賃貸物件による保育所等改修費等 

本園の場合 

（ア）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員 19名以下 

１施設当たり 18,540,000円 

利用（増加）定員 20名以上 59名以下 

１施設当たり 33,372,000円 

利用（増加）定員 60名以上 

１施設当たり 67,981,000円 

（イ）老朽化又は利便性・質の向上の 

ための改修の場合 

１施設当たり   33,372,000円 

分園の場合 

（ア）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員 19名以下 

１施設当たり   11,124,000円 

利用（増加）定員 20名以上 

１施設当たり   19,776,000円 

保育所等改修費等支援事業を実施

するために必要な工事請負費、原材

料費、需用費（燃料費、印刷製本費、

光熱水費及び修繕料）、役務費（通

信運搬費、手数料）、委託料、使用料

及び賃借料（敷金を除く。）、備品購

入費、負担金、補助及び交付金 

賃貸物件

による保育

所等改修

費等、小規

模保育改

修費等、認

可化移行

改修費等、

乳児等通

園支援事

業実施事

業所改修

費等、幼稚

園における

長時間預

かり保育改

修費等の

場合 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）老朽化又は利便性・質の向上の 

ための改修の場合 

１施設当たり   19,776,000円 

 

（２）小規模保育改修費等 

１事業所当たり 27,193,000円 

 

（３）認可化移行改修費等 

１施設当たり 39,553,000円 

※賃借料のみの場合 

   １施設当たり  10,000,000円 

 

（４）家庭的保育改修費等 

保育所で行う場合 

    １か所当たり 27,193,000円 

保育所以外で行う場合 

 １か所当たり   2,966,000円 

（５）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等 

ア 改修費等 

１事業所当たり 4,527,000円 

イ 礼金及び賃借料（開設前月分） 

１事業所当たり 600,000円 

（６）幼稚園における長時間預かり保育改修費等 

１施設当たり 27,193,000円 

２／３ 

（注１） 

８／９ 

 

家庭的保

育改修費

等の場合 

１／２ 

（注１） 

２／３ 

認可外保育施設改修

費等支援事業 

（１）改修費等支援事業 

① 実施要綱４の＜要件１＞を満たして事業を実施す

る場合 

１施設当たり      39,553,000円 

※賃借料のみの場合 

１施設当たり       10,000,000円 

② 実施要綱４の＜要件２＞を満たして事業を実施す

る場合 

１施設当たり      19,776,000円 

※賃借料のみの場合 

１施設当たり       10,000,000円 

（２）移転費等支援事業 

① 実施要綱４の＜要件１＞を満たして事業を実施す

る場合 

・移転費 

     １施設当たり    1,484,000円 

・仮設設置費 

     １施設当たり   4,697,000円 

② 実施要綱４の＜要件２＞を満たして事業を実施す

る場合 

・移転費 

１施設当たり    1,484,000円 

認可外保育施設改修費等支援事業

を実施するために必要な工事請負

費、原材料費、需用費（燃料費、印刷

製本費、光熱水費及び修繕料）、役

務費（通信運搬費、手数料）、委託

料、使用料及び賃借料（敷金を除

く。）、備品購入費 

２／３ 

都市部における保育

所等への賃借料等支

援事業 

（１）都市部における保育所等への賃借料支援事業 

１施設当たり年額 22,000,000円 

（２）保育所設置促進事業 

１か所当たり     21,200,000円 

都市部における保育所等への賃借

料等支援事業を実施するために必

要な賃借料（（２）の事業については

敷金を除く。） 

（１） 

１０／１０ 

 

（２） 

２／３ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可化移行のための

助言指導・移転費等

支援事業 

４．認可化移行移転費等支援事業 

（１）移転費 

       １施設当たり 1,484,000円 

（２）仮設設置費 

１施設当たり 4,697,000円 

認可化移行のための助言指導・移転

費等支援事業を実施するために必

要な工事請負費、需用費（燃料費、

印刷製本費、光熱水費及び修繕

料）、役務費（通信運搬費、手数料）、

委託料、使用料及び賃借料、備品購

入費、負担金、補助及び交付金 

１／２ 

民有地マッチング事

業 

３．コーディネーター配置支援 

１か所当たり年額   4,400,000円 

 

民有地マッチング事業を実施するた

めに必要な報酬、給料、職員手当

等、賃金、報償費、旅費、需用費（会

議費、印刷製本費）、役務費（通信運

搬費、広告料、手数料）、委託料、使

用料及び賃借料、備品購入費、負担

金、補助及び交付金 

１／２ 

保育利用支援事業 １．代替保育利用支援 

       １人当たり 月額 20,000円 

２．予約制導入に係る体制整備 

１か所当たり 年額 2,406,000円 

保育利用支援事業を実施するため

に必要な報酬、給料、職員手当等、

賃金、共済費、報償費、旅費、需用費

（消耗品費、会議費、印刷製本費）、

役務費（通信運搬費、広告料、手数

料）、委託料、使用料及び賃借料、備

品購入費 

１／２ 

３歳児受入れ等連携

支援事業 

１．３歳児受入れ連携支援事業 

１か所当たり 年額 4,549,000円 

３歳児受入れ等連携支援事業を実

施するために必要な報酬、給料、職

員手当等、賃金、共済費、報償費、旅

費、需用費（消耗品費、会議費、印刷

製本費）、役務費（通信運搬費、広告

料、手数料）、委託料、使用料及び賃

借料、備品購入費 

１／２ 

医療的ケア児保育支

援事業 

１．基本分単価 

（１）看護師等を配置して医療的ケアを行う場合 

１か所当たり 年額 5,290,000円 

（２）看護師等を配置せず、保育士等が医療的ケアを行

う場合 

１か所当たり 年額 4,950,000円 

※ただし、２名以上の医療的ケア児の受け入れが見込

まれる保育所等において、看護師等を複数配置してい

る場合は 5,290,000 円を、保育士等を複数配置して

いる場合は 4,950,000円を加算する。 

（３）巡回による看護師配置を行った場合（医療的ケア巡

回型） 

１自治体当たり  年額 5,010,000円 

２．加算分単価 

（１）研修受講支援加算 

１か所当たり 年額 300,000円 

※看護師等及び保育士等が喀痰吸引以外の研修を受

講する場合も対象とする。 

（２）保育補助者配置加算 

１か所当たり 年額 2,412,000円 

（３）医療的ケア児保育支援者配置加算 

１自治体当たり 年額 2,412,000円 

医療的ケア児保育支援事業を実施

するために必要な報酬、給料、職員

手当等、賃金、共済費、報償費、旅

費、需用費（消耗品費、会議費、印刷

製本費）、役務費（通信運搬費、手数

料）、委託料、使用料及び賃借料、備

品購入費、補助金及び交付金、受講

料 

２／３ 

（注２） 

４／５ 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ただし、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を

修了した者が担う場合、１自治体当たり年額

130,000円を加算する。 

（４）ガイドライン策定加算 

１自治体当たり 年額  577,000円 

（５）検討会等設置加算 

１自治体当たり 年額   360,000円 

（６）医療的ケア児の備品補助 

１か所当たり   年額 100,000円 

（７）災害対策備品整備 

１か所当たり   年額 100,000円 

（８）園外活動移動支援加算 

１か所当たり    年額 40,000円 

※（１）研修受講支援加算、（４）ガイドライン策定加

算、（５）検討会等設置加算は単独で補助することを

可能とする。 

家庭支援推進保育事

業 

特に配慮が必要な家庭における児童を 40％以上受け

入れている保育所等または、市町村が参集する「要保護

児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加す

る保育所等で特に配慮が必要な家庭にある児童を

30％以上受け入れている保育所等で実施する場合 

１か所当たり 3,859,000円 

※さらに、上記の保育所等で実施する場合であって、

外国人子育て家庭の児童が 20％以上である保育所等

が実施する場合、配置する職員に応じて、以下の額とす

る。 

（１）保育士を配置する場合 

１か所当たり 7,718,000円 

（２）文化・慣習等に精通した保育士以外の職員を配置

する場合 

１か所当たり  5,351,000円 

家庭支援推進保育事業を実施する

ために必要な報酬、給料、職員手当

等、共済費、賃金、報償費、旅費、需

用費（消耗品費、食糧費、印刷製本

費）、役務費（通信運搬費、広告料）、

委託料、使用料及び賃借料、備品購

入費 

１／２ 

保育所等における要

支援児童等対応推進

事業 

１か所当たり年額 4,567,000円 保育所等における要支援児童等対

応推進事業を実施するために必要な

報酬、給料、職員手当等、賃金、共済

費、報償費、旅費、需用費、役務費、

委託料、使用料及び賃借料、備品購

入費、補助金及び交付金 

２／３ 

認可外保育施設の衛

生・安全対策事業 

１市町村当たり年額  354,000円 認可外保育施設の衛生・安全対策事

業を実施するために必要な賃金、報

償費、旅費、需用費（消耗品費、印刷

製本費）、役務費（通信運搬費、手数

料）、委託料、使用料及び賃借料、負

担金、補助及び交付金 

３の（22）の

②の場合 

１／３ 

 

３の（22）の

③の場合 

１／２ 

保育環境改善等事業

（安全対策事業、放課

後児童クラブ閉所時

間帯等における乳幼

児受入れ支援事業を

除く。） 

（１）基本改善事業 

保育所等設置促進等事業、病児保育事業（体調

不良児対応型）設置促進事業 

        １施設当たり  7,200,000円 

ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業 

１施設当たり      100,000円 

（２）環境改善事業 

保育環境改善等事業を実施するた

めに必要な工事請負費、原材料費、

需用費（燃料費、印刷製本費、光熱

水費及び修繕料）、役務費（通信運

搬費、手数料）、委託料、使用料及び

賃借料（敷金を除く。）、備品購入費、

負担金、補助及び交付金 

３の（23）の

①のイの 

場合 

１／３ 

 

３の（23）の

①のウの 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    障害児受入促進事業、分園推進事業、熱中症対策

事業、病児保育事業（体調不良児対応型）推進

事業、感染症対策のための改修整備等事業、保

育環境向上等事業 

１施設当たり  1,029,000円 

場合 

１／２ 

保育環境改善等事業

（安全対策事業） 

（２）環境改善事業 

   安全対策事業 

ア 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購

入を行う事業 

      １施設当たり 500,000円以内 

イ ICT を活用した子どもの見守りに必要な機

器の購入を行う事業 

      １施設当たり 200,000円以内 

保育環境改善等事業を実施するた

めに必要な機器等の購入費、リース

料、導入費用 

 

２／３ 

保育環境改善等事業

（放課後児童クラブ閉

所時間帯等における

乳幼児受入れ支援事

業） 

 

（２）環境改善事業 

放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児

受入れ支援事業 

１施設当たり 39,553,000円 

保育環境改善等事業を実施するた

めに必要な工事請負費、原材料費、

需用費（燃料費、印刷製本費、光熱

水費及び修繕料）、役務費（通信運

搬費、手数料）、委託料、使用料及び

賃借料（敷金を除く。）、備品購入費、

負担金、補助及び交付金 

１／２ 

保育所等の質の確

保・向上のための取

組強化事業 

１．保育所等の質の確保・向上のための研修事業 

 研修開催経費 １回当たり 356,000円 

 

２．保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導

事業 

  巡回支援指導員１人当たり 

年額  4,062,000円 

 

保育所等の質の確保・向上のための

取組強化事業を実施するために必

要な報酬、給料、職員手当等、賃金、

共済費、謝金、旅費、需用費（消耗品

費、燃料費、会議費、印刷製本費、光

熱水費及び修繕料）、役務費（通信

運搬費、広告料、手数料）、委託料、

使用料、賃借料、備品購入費 

２／３ 

新たな待機児童対策

提案型事業 

１自治体当たり年額 10,000,000円 

ただし、複数の自治体で一の事業を行う場合 

１事業当たり年額 10,000,000円 

新たな待機児童対策提案型事業を

実施するために必要な報酬、給料、

職員手当等、賃金、共済費、報償費、

旅費、需用費（消耗品費、会議費、印

刷製本費）、役務費（通信運搬費、広

告料、手数料）、委託料、使用料及び

賃借料、備品購入費等 

１０／１０ 

２歳児の減少を受け

た事業実施に対する

支援事業 

１か所当たり年額 1,000,000円 ２歳児の減少を受けた事業実施に対

する支援事業を実施するために必要

な報酬、給料、職員手当等、賃金、共

済費、報償費、旅費、需用費（消耗品

費、会議費、印刷製本費）、役務費

（通信運搬費、広告料、手数料）、委

託料、使用料及び賃借料、備品購入

費等 

１／２ 



                   

 
（注１）以下の（１）から（３）の要件のいずれかを満たす改修については、補助率を２／３（家庭的

保育改修費等を除く間接補助事業に関しては８／９）とする。ただし、経過措置として、以下の

（４）の要件を満たす改修については、この交付要綱（令和７年〇月○日改正）に基づく補助に限

り、補助率を２／３（家庭的保育改修費等を除く間接補助事業に関しては８／９）として差し支え

ない。 

（１）「保育提供体制の確保のための実施計画」の「待機児童対策」の採択を受けている市町村

（財政力指数が1.0未満の市町村であって、改修を行う年度の４月１日現在の待機児童数が10人

以上見込まれる市町村に限る。）が行う、現在定員から20名以上（保育所等以外にかかる改修

については10名以上）の増員を図るための改修であること。 

（２）「保育提供体制の確保のための実施計画」の「人口減少対策」の採択を受けている市町村が

行う、施設の統廃合や多機能化に伴う改修であること。 

（３）「保育提供体制の確保のための実施計画」の「こども誰でも通園制度の実施に向けた整備の

支援」の採択を受けている市町村が策定する整備計画に基づく乳児等通園支援事業実施事業所

改修費等。 

（４）次のア又はイに該当する市町村（財政力指数が1.0未満の市町村又は財政力指数が1.0以上で

あって、整備年度の４月１日現在の待機児童数が10人以上、かつ当該年度の保育拡大量が90人以

上の市町村に限る。）が行う、保育の受け皿が増加する改修（新設、定員の拡大）であって、原

則として、「保育提供体制の確保のための実施計画」上、改修を行う保育所等が所在する保育提

供区域において、改修する年度の４月１日時点の利用定員数を超える申込児童数が見込まれてい

る年齢区分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」の３区分）の利用定員総数が増加

する改修であること。 

ア 待機児童が１人以上見込まれる市区町村（財政支援を受けないことにより待機児童が１人以

上見込まれる場合を含む。） 

イ 待機児童が見込まれない場合であっても今後潜在的なニーズも含め保育ニーズの増大が見込

まれる市区町村 

（注２）医療的ケア児の受入れ体制拡充のため、新たな保育所等において、医療的ケア児の受入れを開

始する自治体については補助率を２／３（間接補助の場合は４／５）とすることができる。 

（注３）間接補助事業者が行う事業に対し、別に定めるところにより、都道府県又は指定都市が総事業

費の１／１０を補助する場合に限る。 

 



                   

 



                   
 



                   

 



                   
 

  
 



                   

 



                   
 



                   



                   

 
 

 

 

 



                   

 



                   

 



                   

 



                   

 



                   

 



                   

 



別紙様式１

都道府県名

円 円 円 円 円 円 円

（注）

１．「科目」欄は、国の歳出予算科目の区分に対応する部分まで区分して記載すること。

２．

３．「備考」欄は、参考となるべき事項を適宜記載すること。

「予算現額」欄は、歳入にあっては当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあっては当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用増減額等の区分を明らかにして記載すること。

保育対策総合支援事業費補助金調書

国

補助率

地方公共団体

備考
歳入 歳出

歳出予算科目 交付決定の額 科目 うち国庫補助金

相当額

予算現額 収入済額 科目 予算現額 支出済額うち国庫補助金

相当額



別紙様式２

＜ 番 号 ＞

令和 年 月 日

こども家庭庁長官 殿

○　○　都 道 府 県 知 事

○　○　市　町　村　長

１

金 円

２

金 円

３ 　添付書類

記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が

把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。

令和　年度消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書

　令和　年　月　日こ成保第※号により交付決定を受けた令和　年度保育対策総合支援事業費補助

金について令和　年度保育対策総合支援事業費補助金交付要綱６の（８）の規定に基づき、下記の

とおり報告する。

記

　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第15条に基づく

確定額又は事業実績報告による精算額

　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（要

国庫補助金等返還相当額）



別紙様式３

こども家庭庁長官 殿

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。

１ 国庫補助金交付申請額 金 円

（※間接補助がある場合、その金額も合わせて記載すること）

２ 令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助所要額総括表（別表）

３ 保育対策総合支援事業費補助金所要額調書（別表１）

４ 保育対策総合支援事業費補助金内訳書（別表２）

５ 変更申請の場合は、１にかかわらず次の通りとする。

申　　 　請　　 　額 金 円 （A）

前回までの交付決定額 金 円 （B）

差引今回変更増△減額 金 円 （A）ー（B）

（添付資料）

（１）

（２）

　当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備

考欄に明記すること。）

　その他参考となる資料

＜　　番　　号　　＞

令 和 年 月 日

○　○　都 道 府 県 知 事

○　○　市　町　村　長

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金の交付申請について



別紙様式４

＜ 番 号 ＞

令和 年 月 日

こども家庭庁長官 殿

○　○　道　府　県　知　事　

（添付資料）

１ 令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助所要額市町村別内訳表

２ 令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金交付申請書

●●市外　●市町村分

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金の交付申請書（市町村分）の提出について

　標記について、別添のとおり市町村の申請書を受理し、その内容を審査した結果適正と認めら

れるので、取りまとめの上提出する。



道府県名 　

市町村名 国庫補助基本額 国庫補助所要額

合計（         市町村分）

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助所要額市町村別内訳表



別紙様式５

＜ 番 号 ＞

令和 年 月 日

こども家庭庁長官 殿

東　京　都　知　事　

（添付資料）

１ 令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助所要額市町村別内訳表

２ 令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金交付申請書

●●市外　●市町村分

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金の交付申請書（市町村分）の提出について

　標記について、別添のとおり市町村の申請書を受理したので、提出する。



東京都

市町村名 国庫補助基本額 国庫補助所要額

合計（         市町村分）

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助所要額市町村別内訳表



別紙様式６

＜ 番 号 ＞

○　○　市　町　村

令和 年 月 日

○　○　都　道　府　県　知　事　

１

２ 　事業に要する経費及びこの補助金の額は別紙のとおりである。

金 円

金 円

３

４

５

６

７

  事業に要する経費の配分及びこれに対応する補助金の額の区分は、別紙のとおりである。

　この補助金の額の確定は、交付要綱の４に定める交付額の算定方法により行われるものであ

る。

　この補助金は、交付要綱の６に掲げる事項を条件として交付するものである。

　事業に係る事業実績報告は、交付要綱の１１に定めるところにより行わなければならない。

　この補助金の交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における法第９条第１項の規定に

よる申請の取下げをすることができる期限は、令和　年　月　日とする。

補 助 金 の 額

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金交付決定通知書

　令和　年　月　日第※号で申請のあった令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金について

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」と

いう。）第６条第１項の規定により、令和　年　月　日こ成保第※号をもって次のとおり交付する

ことに決定されたので、同法第８条の規定により通知する。

　この補助金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、令和※年※月※日こ成保

第※号こども家庭庁長官通知の別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」（以下「交付

要綱」という。）の３に規定する事業であり、その内容は令和　年　月　日第※号申請書記載

のとおりである。

　ただし、事業の内容が変更された場合において、事業に要する経費又は補助金の額が変更さ

れるときは、別に通知するところによるものとする。

事業に要する経費



別紙

市町村名

（直接補助事業分）

事　　業　　名 事業に要する経費 補助金の額

円 円

保育士資格等取得支援事業

保育士試験追加実施支援事業

保育士宿舎借り上げ支援事業

保育人材等就職・交流支援事業（保育人材等就職支援事業）

保育人材等就職・交流支援事業（保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援

事業）

保育補助者雇上強化事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育所支援センター設置運営事業

保育士・保育の現場の魅力発信事業

保育士修学資金貸付等事業

保育所等改修費等支援事業（国負担割合３分の２）

保育所等改修費等支援事業（国負担割合２分の１）

認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（調査費、助言指導費、指導監督基準遵

民有地マッチング事業

広域的保育所等利用事業

保育利用支援事業

３歳児受入れ等連携支援事業

医療的ケア児保育支援事業

家庭支援推進保育事業

認可外保育施設の衛生・安全対策事業

保育環境改善等事業（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入

れ支援事業以外）

保育環境改善等事業（安全対策事業（ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を

行う事業））

保育環境改善等事業（放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業）

保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

放課後居場所緊急対策事業

小規模多機能・放課後児童支援事業

新たな待機児童対策提案型事業

認可外保育施設改修費等支援事業

２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業

合　　　　計

（間接補助事業分）

事　　業　　名 事業に要する経費 補助金の額

円 円

保育士資格等取得支援事業　※指定都市・中核市のみ

保育士宿舎借り上げ支援事業

保育人材等就職・交流支援事業（保育人材等就職支援事業）

保育人材等就職・交流支援事業（保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援

事業）

保育体制強化事業

保育補助者雇上強化事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育の現場の魅力発信事業

保育士修学資金貸付等事業

保育所等改修費等支援事業（国負担割合３分の２）

保育所等改修費等支援事業（国負担割合２分の１）

都市部における保育所等への賃借料等支援事業（保育所設置促進事業）

認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（認可化移行移転費等）

民有地マッチング事業（コーディネーターの配置支援）

保育利用支援事業

３歳児受入れ等連携支援事業

家庭支援推進保育事業

認可外保育施設の衛生・安全対策事業

保育環境改善等事業（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入

れ支援事業以外）

保育環境改善等事業（安全対策事業（睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う

事業、ＩＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業））

保育環境改善等事業（放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業）

新たな待機児童対策提案型事業

認可外保育施設改修費等支援事業

２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業

合　　　　計

令和　　年度　保育対策総合支援事業費補助金交付決定調書



別紙様式７

＜ 番 号 ＞

○　○　市　町　村

※（　）内は返還がある場合

令和 年 月 日

○　○　都　道　府　県　知　事

１

２ 　事業に要する経費及び補助金の額は別紙のとおりである。

金 円

金 円

金 円

金 円

３

内今回追加交付（一部取消）額

　この補助金の交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における法第９条第１項の規定によ

る申請の取下げをすることができる期限は、令和　年　月　日とする。

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金変更交付決定通知書

　令和　年　月　日第※号で交付決定の通知をした令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金につ

いては、令和　年　月　日第※号申請に基づき、令和　年　月　日こ成保第※号をもって決定の内容

の一部が次のとおり変更することに決定されたので通知する。

（なお、超過交付となった金　　　　円については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」という。）第１８条第１項の規定により令和　年　月

日までに返還することを命ぜられたので併せて通知する。）

　この補助金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、令和※年※月※日こ成保第

※号こども家庭庁長官通知の別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」の３に規定する事

業であり、その内容は令和　年　月　日第※号申請書記載のとおりである。

事業に要する経費

内 今 回 増 加 （ 減 少 ） 額

補 助 金 の 額



別紙

市町村名

（直接補助事業分）

事　　業　　名 事業に要する経費 補助金の額

円 円

保育士資格等取得支援事業

保育士試験追加実施支援事業

保育士宿舎借り上げ支援事業

保育人材等就職・交流支援事業（保育人材等就職支援事業）

保育人材等就職・交流支援事業（保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援

事業）

保育補助者雇上強化事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育所支援センター設置運営事業

保育士・保育の現場の魅力発信事業

保育士修学資金貸付等事業

保育所等改修費等支援事業（国負担割合３分の２）

保育所等改修費等支援事業（国負担割合２分の１）

認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（調査費、助言指導費、指導監督基準遵

守助言指導費、認可化移行移転費等）

民有地マッチング事業

広域的保育所等利用事業

保育利用支援事業

３歳児受入れ等連携支援事業

医療的ケア児保育支援事業

家庭支援推進保育事業

認可外保育施設の衛生・安全対策事業

保育環境改善等事業（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入

れ支援事業以外）

保育環境改善等事業（安全対策事業（ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を

行う事業））

保育環境改善等事業（放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業）

保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

放課後居場所緊急対策事業

小規模多機能・放課後児童支援事業

新たな待機児童対策提案型事業

認可外保育施設改修費等支援事業

２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業

合　　　　計

（間接補助事業分）

事　　業　　名 事業に要する経費 補助金の額

円 円

保育士資格等取得支援事業　※指定都市・中核市のみ

保育士宿舎借り上げ支援事業

保育人材等就職・交流支援事業（保育人材等就職支援事業）

保育人材等就職・交流支援事業（保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援

事業）

保育体制強化事業

保育補助者雇上強化事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育の現場の魅力発信事業

保育士修学資金貸付等事業

保育所等改修費等支援事業（国負担割合３分の２）

保育所等改修費等支援事業（国負担割合２分の１）

都市部における保育所等への賃借料等支援事業（保育所設置促進事業）

認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（認可化移行移転費等）

民有地マッチング事業（コーディネーターの配置支援）

保育利用支援事業

３歳児受入れ等連携支援事業

家庭支援推進保育事業

認可外保育施設の衛生・安全対策事業

保育環境改善等事業（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入

れ支援事業以外）

保育環境改善等事業（安全対策事業（睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う

事業、ＩＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業））

保育環境改善等事業（放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業）

新たな待機児童対策提案型事業

認可外保育施設改修費等支援事業

２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業

合　　　　計

令和　　年度　保育対策総合支援事業費補助金変更交付決定調書



別紙様式８

＜ 番 号 ＞

令和 年 月 日

こども家庭庁長官 殿

○　○　都 道 府 県 知 事

○　○　市　町　村　長

１ 令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金精算額総括表（別表）

２ 保育対策総合支援事業費補助金精算書（別表１）

３ 保育対策総合支援事業費補助金内訳書（別表２）

（添付資料）

（１）

（２）

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金の事業実績報告について

　令和　年　月　日こ成保第※号をもって交付決定された標記の事業を完了したので、その

事業実績を次のとおり関係書類を添えて報告する。

　当該年度の歳入歳出決算書（見込書）抄本

　その他参考となる資料



別紙様式９

＜ 番 号 ＞

令和 年 月 日

こども家庭庁長官 殿

○　○　道　府　県　知　事　

（添付資料）

１ 令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助精算額市町村別内訳表

２ 令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金事業実績報告書

●●市外　●市町村分

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金の事業実績報告書（市町村分）の提出について

　令和　年　月　日こ成保第※号により交付された令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金

について、別添のとおり市町村の事業実績報告書を受理し、その内容を審査した結果適正と認め

られるので、取りまとめの上提出する。



道府県名

市町村名
国庫補助
所要額

国庫補助金
交付決定額

国庫補助金
受入済額

返納額

合計（        市町村分）

※「返納額」欄は、返納金がある場合には当該額を、返納金がない場合は「０」を記入すること。

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助精算額市町村別内訳表



別紙様式１０

＜ 番 号 ＞

令和 年 月 日

こども家庭庁長官 殿

東　京　都　知　事　

（添付資料）

１ 令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助精算額市町村別内訳表

２ 令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金事業実績報告書

●●市外　●市町村分

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金の事業実績報告書（市町村分）の提出について

　令和　年　月　日こ成保第※号により交付された令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金

について、別添のとおり市町村の事業実績報告書を受理したので、提出する。



東京都

市町村名
国庫補助
所要額

国庫補助金
交付決定額

国庫補助金
受入済額

返納額

合計（        市町村分）

※「返納額」欄は、返納金がある場合には当該額を、返納金がない場合は「０」を記入すること。

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助精算額市町村別内訳表



別紙様式１１

＜ 番 号 ＞

○　○　市　町　村

※（　）内は返還がある場合

令和 年 月 日

○　○　都　道　府　県　知　事　

（施行注意）

　（　）内の字句は返還が生じた市町村においてのみ使用するものとする。

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金交付額確定通知書

　令和　年　月　日こ成保第※号をもって交付決定された令和　　年度保育対策総合支援事業費

補助金については、令和　年　月　日第※号事業実績報告に基づき、令和　年　月　日こ成保第

※号をもって交付額を金　　　　　　　円に確定したので通知する。

　（なお、超過交付となった金　　　　　円については補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１８条第２項の規定により、令和　年　月　日までに

返還することを命ずる。）



別表

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助所要額総括表

都道府県名

（千円）

国庫補助基本額

　都道府県事業（直接補助） 0

　都道府県間接補助事業 0

合　計 0

国庫補助所要額

0

0

0



別表

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助所要額総括表

都道府県名

市町村名

（千円）

国庫補助基本額

　市町村事業（直接補助） 0

　市町村間接補助事業 0

合　計 0

国庫補助所要額

0

0

0



別表１

保育対策総合支援事業費補助金所要額調書（都道府県事業・直接補助）

都道府県名

総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

国庫補助金

交付決定額

差引追加交付

（一部取消）

申請額

① ② ③（①ｰ②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑧-⑨）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

保育士資格等取得支援事業

保育士試験追加実施支援事業

※ 保育士養成施設に対する就職等促進支援事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育所支援センター設置運営事業

保育士・保育の現場の魅力発信事業

※ 保育士修学資金貸付等事業

※
認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（調査費、

助言指導費、指導監督基準遵守助言指導費）

※ 民有地マッチング事業

※ 医療的ケア児保育支援事業

※ 保育所等における要支援児童等対応推進事業

※
保育環境改善等事業（安全対策事業（ICTを活用した子ども

の見守りに必要な機器の購入を行う事業））

※ 保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

待機児童対策協議会推進事業

新たな待機児童対策提案型事業

※ 認可外保育施設改修費等支援事業

保育士等の処遇改善取得促進等事業

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．※については①欄から⑧欄の各欄に、別表2の合計を記入すること。

５．⑨欄及び⑩欄については、交付要綱の８による変更申請手続の他は斜線を引くこと。

事業名

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

9/10

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

10/10

1/2

1/2

1/2



別表１

保育対策総合支援事業費補助金所要額調書（市町村事業・直接補助）

都道府県名

市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

国庫補助金

交付決定額

差引追加交付

（一部取消）

申請額

① ② ③（①ｰ②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑧-⑨）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

保育士資格等取得支援事業　※指定都市・中核市のみ

保育士試験追加実施支援事業　※指定都市のみ

※ 保育士宿舎借り上げ支援事業

保育人材等就職・交流支援事業（保育人材等就職支援事業）

保育人材等就職・交流支援事業（保育士等のキャリアアップ構築のため

の人材交流等支援事業）

※ 保育補助者雇上強化事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育所支援センター設置運営事業　※指定都市・中核市のみ

保育士・保育の現場の魅力発信事業

※ 保育士修学資金貸付等事業　※指定都市のみ

※ 保育所等改修費等支援事業（国負担割合３分の２）

※ 保育所等改修費等支援事業（国負担割合２分の１）

※
認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（調査費、助言指導

費、指導監督基準遵守助言指導費、認可化移行移転費等）

※ 民有地マッチング事業

※ 広域的保育所等利用事業

※ 保育利用支援事業

※ ３歳児受入れ等連携支援事業

※ 医療的ケア児保育支援事業　※指定都市・中核市のみ

※ 家庭支援推進保育事業

※ 認可外保育施設の衛生・安全対策事業　※指定都市・中核市のみ

※
保育環境改善等事業（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等に

おける乳幼児受入れ支援事業以外）  ※指定都市・中核市のみ

※
保育環境改善等事業（安全対策事業（ICTを活用した子どもの見守りに必

要な機器の購入を行う事業））

※
保育環境改善等事業（放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受

入れ支援事業）

※ 保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

※ 放課後居場所緊急対策事業

※ 小規模多機能・放課後児童支援事業

新たな待機児童対策提案型事業

※ 認可外保育施設改修費等支援事業

２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．※については①欄から⑧欄の各欄に、別表2の合計を記入すること。

５．⑨欄及び⑩欄については、交付要綱の８による変更申請手続の他は斜線を引くこと。

事業名

1/2

1/2

1/2

1/2

3/4

1/2

2/3

1/2

1/2

1/2

10/10

1/2

1/3

1/3

1/2

1/2

1/3

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/3

9/10

1/2

1/2

1/2

1/2

3/4



別表１

保育対策総合支援事業費補助金所要額調書（都道府県間接補助事業）

都道府県名

１．都道府県（合計）

総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額

都道府県

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

国庫補助金

交付決定額

差引追加交付

（一部取消）

申請額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑨-⑩）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

保育士資格等取得支援事業

保育士養成施設に対する就職等促進支援事業

※ 保育体制強化事業

※ 保育補助者雇上強化事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育の現場の魅力発信事業

保育士修学資金貸付等事業

※

都市部における保育所等への賃借料等支援事業

（都市部における保育所等への賃借料支援事業：財政力指数1.0超の市

町村及び特別区）

※
都市部における保育所等への賃借料等支援事業

（都市部における保育所等への賃借料支援事業：上記以外の市町村）

民有地マッチング事業

※ 医療的ケア児保育支援事業

※ 保育所等における要支援児童等対応推進事業

※ 認可外保育施設の衛生・安全対策事業

保育環境改善等事業（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時

間における乳幼児受入れ支援事業以外）

※ （１）基本改善事業

※ （２）環境改善事業

保育環境改善等事業（安全対策事業（睡眠中の事故防止対

策に必要な機器の購入等を行う事業、ＩＣＴを活用した子

どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業））

※ 保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

新たな待機児童対策提案型事業　②の事業

※ 新たな待機児童対策提案型事業　③の事業

認可外保育施設改修費等支援事業

0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑧欄の※１及び⑨欄の※２については、別表２により算出されたそれぞれの合計額（※１及び※２）を記載すること。

５．※については、上記に関わらず、①から⑨の各欄には各市町村の合計を記載すること。

６．⑩欄及び⑪欄については、交付要綱の８による変更申請手続の他は斜線を引くこと。

事業名

合計

1/2

1/2

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

1/2

※１ ※２

※１ ※２



別表１

保育対策総合支援事業費補助金所要額調書（都道府県間接補助事業）

都道府県名

市町村名

２．都道府県（市町村分）

総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額 （⑥×3/4）

都道府県

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

国庫補助金

交付決定額

差引追加交付

（一部取消）

申請額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑩-⑪）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

※ 保育体制強化事業

※ 保育補助者雇上強化事業

※

都市部における保育所等への賃借料等支援事業

（都市部における保育所等への賃借料支援事業：財

政力指数1.0超の市町村及び特別区）

※

都市部における保育所等への賃借料等支援事業

（都市部における保育所等への賃借料支援事業：上

記以外の市町村）

※ 医療的ケア児保育支援事業

※ 保育所等における要支援児童等対応推進事業

認可外保育施設の衛生・安全対策事業

保育環境改善等事業（安全対策事業、放課後児童ク

ラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業以

外）

（１）基本改善事業

（２）環境改善事業　①～⑥の事業

保育環境改善等事業（安全対策事業（睡眠中の事故

防止対策に必要な機器の購入等を行う事業、ＩＣＴ

を活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行

う事業））

保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

※ 新たな待機児童対策提案型事業　③の事業

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑨欄には、⑦欄の額と⑧欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑩欄には、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．※については、上記に関わらず、①欄から⑩欄の各欄に、別表2の合計を記入すること。

６．⑪欄及び⑫欄については、交付要綱の８による変更申請手続の他は斜線を引くこと。

事業名

２．⑦欄には、別表２の各事業で定める選定額に乗じる割合（３／４等）を⑥に乗じた金額を記載すること。



別表１

保育対策総合支援事業費補助金所要額調書（市町村間接補助事業）

都道府県名

市町村名

事業名 総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額

市町村

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

国庫補助金

交付決定額

差引追加交付

（一部取消）

申請額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑨-⑩）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

保育士資格等取得支援事業　※指定都市・中核市のみ

※ 保育士宿舎借り上げ支援事業

保育人材等就職・交流支援事業（保育人材等就職支援事業）

保育人材等就職・交流支援事業（保育士等のキャリアアップ構築のための人材

交流等支援事業）

※ 保育体制強化事業

※ 保育補助者雇上強化事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育の現場魅力発信事業

保育士修学資金貸付等事業

※
保育所等改修費等支援事業（家庭的保育改修費等を除く）

（国負担割合３分の２）

※
保育所等改修費等支援事業（家庭的保育改修費等を除く）

（国負担割合２分の１）

※ 家庭的保育改修費等（国負担割合３分の２）

※ 家庭的保育改修費等（国負担割合２分の１）

※ 都市部における保育所等への賃借料等支援事業（保育所設置促進事業）

※ 認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（認可化移行移転費等）

※ 民有地マッチング事業（コーディネーターの配置支援）

※ 保育利用支援事業

※ ３歳児受入れ等連携支援事業　①の事業

※ 家庭支援推進保育事業

※ 認可外保育施設の衛生・安全対策事業　※指定都市・中核市のみ

※
保育環境改善等事業(安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳

幼児受入れ支援事業以外)※指定都市・中核市のみ

※

保育環境改善等事業（安全対策事業（睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購

入等を行う事業、ＩＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う

事業））

※
保育環境改善等事業（放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支

援事業）

※ 新たな待機児童対策提案型進事業

※ 認可外保育施設改修費等支援事業

※ ２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業

合計 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑧欄の※１及び⑨欄の※２については、別表２により算出されたそれぞれの合計額（※１及び※２）を記載すること。

５．⑩欄及び⑪欄については、交付要綱の８による変更申請手続の他は斜線を引くこと。

１．市町村

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

1



別表２

１－１　保育士資格等取得支援事業（都道府県、指定都市、中核市事業・直接補助分） 都道府県・指定都市・中核市名

事業の内容
代替職員配置数

（延べ人数）

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額

① ②

Ⅰ保育士資格等取得支援事業 （１）認可外保育施設保育士資格取得支援事業

（２）保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

（３）幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

（４）保育所等保育士資格取得支援事業

（５）保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

Ⅱ保育士試験による資格取得支援事業 （１）受験対策学習費用補助事業

（２）保育士試験受験直前講座実施事業

人 円 円

合　　計 0 0 0



別表２

１－２　保育士資格等取得支援事業（都道府県、指定都市、中核市事業・間接補助事業分） 都道府県・指定都市・中 核 市名

事業の内容
代替職員配置数

（延べ人数）

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額

① ②

Ⅰ保育士資格等取得支援事業 （１）認可外保育施設保育士資格取得支援事業

（２）保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

（３）幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

（４）保育所等保育士資格取得支援事業

（５）保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

Ⅱ保育士試験による資格取得支援事業 （１）受験対策学習費用補助事業

（２）保育士試験受験直前講座実施事業

人 円 円

合　　計 0 0 0



別表２

２　保育士試験追加実施支援事業 都道府県・指定都市名

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額

① ②

円 円

※支出を予定している具体的内容が確認できる書類を添付すること。



別表２

３－１　保育士養成施設に対する就職等促進支援事業（都道府県事業・直接補助分） 都道府県名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。



別表２

３－２　保育士養成施設に対する就職等促進支援事業（都道府県間接補助事業分） 都道府県名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額

都道府県

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　円 ※２　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑨欄には、⑦欄の額と⑧欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

３．⑩欄には、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

都道府県名
４－１　保育士宿舎借り上げ支援事業（特別区以外かつ財政力指数1.0以下の市町村）（市町村事業・直接補助分） 市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額
対象者数

対象月数

（延月数）

② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2） ⑩ ⑪

ア 0 0

イ 0 0

ア 0 0

イ 0 0

ア 0 0

イ 0 0

ア 0 0

イ 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 人 月

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄から⑦欄まで、令和２年度以降に事業の対象となる者については「ア」の行に、令和元年度以前から事業の対象となっている者については「イ」の行に、分けて記載すること。

２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

３．⑪欄は１年間の対象月数の合計数を記入すること。

対象施設名

①

0 0

0 0

0 0

0 0



別表２

４－２　保育士宿舎借り上げ支援事業（特別区及び財政力指数1.0を超える市町村）（市町村事業・直接補助分） 市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額 （⑦×３／４）

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額
対象者数

対象月数

（延月数）

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×１／２） ⑪ ⑫

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ウ 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ウ 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ウ 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ウ 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 月

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

３．⑫欄は１年間の対象月数の合計数を記入すること。

0 0

対象施設名

0 0

１．②欄から⑧欄まで、令和２年度以降に事業の対象となる者については「ア」の行に、平成30年度から令和元年度の間から事業の対象となっている者については「イ」の行に、平成29年度以前から事業の

対象となっている者については「ウ」の行に、分けて記載すること。

0 0

0 0



別表２

４－３　保育士宿舎借り上げ支援事業（特別区以外かつ財政力指数1.0以下の市町村）（市町村間接補助事業分） 市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額 （⑦×３／４）

市町村

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額
対象者数

対象月数

（延月数）

② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×2/3） ⑫ ⑬

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　円 ※２　　　　　円 人 月

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄から⑧欄まで、令和２年度以降に事業の対象となる者については「ア」の行に、令和元年度以前から事業の対象となっている者については「イ」の行に、分けて記載すること。

２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

３．⑩欄には、⑧欄の額と⑨欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

４．⑪欄には、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑬欄は１年間の対象月数の合計数を記入すること。

対象施設名

①

0

0

0

0



別表２

４－４　保育士宿舎借り上げ支援事業（特別区及び財政力指数1.0を超える市町村）（市町村間接補助事業分） 市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額 （⑦×３／４） （⑧×３／４）

市町村

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額
対象者数

対象月数

（延月数）

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪×2/3） ⑬ ⑭

ア 0 0 0 0

イ 0 0 0 0

ウ 0 0 0

ア 0 0 0 0

イ 0 0 0 0

ウ 0 0 0

ア 0 0 0 0

イ 0 0 0 0

ウ 0 0 0

ア 0 0 0 0

イ 0 0 0 0

ウ 0 0 0

ア 0 0 0 0

イ 0 0 0 0

ウ 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　円 ※２　　　　円 人 月

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

３．⑪欄には、⑨欄の額と⑩欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

４．⑫欄には、⑪欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は１年間の対象月数の合計数を記入すること。

対象施設名

0 0

0 0

0 0

0 0

１．②欄から⑨欄まで、令和２年度以降に事業の対象となる者については「ア」の行に、平成30年度から令和元年度の間から事業の対象となっている者については「イ」の行に、平成29年度以前から事業の対象となっている者については「ウ」の行に、分けて記載す

ること。

0 0



別表２

市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥

円 円 円 円 円 円

（１） 保育人材等就職支援事業
0 0

（２） 保育士等のキャリアアップ構築

のための人材交流等支援事業 0 0

円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５－１　保育人材等就職・交流支援事業（市町村事業・直接補助分）



別表２

市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額

国庫補助

基準額
選定額

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥

円 円 円 円 円 円

（１） 保育人材等就職支援事業 0 0

（２） 保育士等のキャリアアップ構築

のための人材交流等支援事業
0 0

円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５－２　保育人材等就職・交流支援事業（市町村間接補助事業分）



別表２

６－１　保育体制強化事業（市町村間接補助事業） 市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

保育支援者

配置数

スポット支援員

配置数

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/2） ⑪ ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑨欄には、⑦欄の額と⑧欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

３．⑩欄には、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

６－２　保育体制強化事業（都道府県間接補助事業） 市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額 選定額 (⑦×３／４) 都道府県補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

保育支援者

配置数

スポット支援員

配置数

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×2/3） ⑫ ⑬

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 　円 　円 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

３．⑪欄には、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

７－１　保育補助者雇上強化事業（市町村事業・直接補助分） 市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

保育補助者

配置数

有資格保育補助者

配置数

有資格保育補助者

の採用年月日

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×3/4） ⑩ ⑪ ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 人 人 年月日

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

７－２　保育補助者雇上強化事業（市町村間接補助事業） 市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

保育補助者

配置数

有資格保育補助者

配置数

有資格保育補助者

の採用年月日

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×3/4） ⑪ ⑫ ⑬

円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人 年月日

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　円 ※２　　　　　円 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑨欄には、⑦欄の額と⑧欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

３．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

７－３　保育補助者雇上強化事業（都道府県間接補助事業） 市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入予定額
差引額

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額 選定額 （⑦×７／８） 都道府県補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

保育補助者

配置数

有資格保育補助者

配置数

有資格保育補助者

の採用年月日

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×6/7） ⑫ ⑬ ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人 年月日

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

３．⑪欄には、⑩欄に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

都道府県

市 町 村 名

対象経費の

支出予定額

①

（１）保育士への巡回支援

（２）保育事業者への巡回支援

（３）放課後児童クラブへの巡回支援

（４）魅力ある職場づくりに向けた啓発セミナー等の実施

（５）自己評価に係る地域協議会

円

合　　計 0 0

８－１　保育士や保育事業者等への巡回支援事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）

国庫補助基準額

②

円



別表２

都道府県名

市 町 村 名

対象経費の

支出予定額

①

（１）保育士への巡回支援

（２）保育事業者への巡回支援

（３）放課後児童クラブへの巡回支援

（４）魅力ある職場づくりに向けた啓発セミナー等の実施

（５）自己評価に係る地域協議会

円

合　　計 0 0

８－２　保育士や保育事業者等への巡回支援事業（都道府県、市町村間接補助事業分）

国庫補助基準額

②

円



別表２

都道府県

指定都市 名

９　保育士・保育所支援センター設置運営事業 中 核 市

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額 就職件数（見込み） 求人・求職件数（見込み）

① ② ③ ④

保育士・保育所支援センター開設運営経費

保育士再就職支援コーディネーター雇上費

保育士キャリアアドバイザー雇上費

再就職支援及び雇用管理改善経費

潜在保育士の把握及びセンター認知度向上のため

の経費

保育士登録簿を活用した就職促進経費

マッチングシステム導入・改修のための経費

放課後児童支援員の人材確保支援のための経費

円 円 人 件

合　　計 0 0 0 0



別表２

都道府県

市 町 村 名

対象経費の

支出予定額

①

１　保育士の職業や保育の現場の魅力発信

２　保育士が相談しやすい体制整備

　　保育士の相談窓口の設置

円

合　　計 0

円

0

１０－１　保育士・保育の現場の魅力発信事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）

国庫補助基準額

②



別表２

都道府県

市 町 村 名

対象経費の

支出予定額

①

１　保育士の職業や保育の現場の魅力発信

２　保育士が相談しやすい体制整備

　　保育士の相談窓口の設置

円

合　　計 0

円

0

１０－２　保育士・保育の現場の魅力発信事業（都道府県、市町村間接補助事業分）

国庫補助基準額

②



別表２

１１－１　保育士修学資金貸付等事業（直接補助事業分） 都道府県

指定都市

総事業費
寄付金その他の収入予

定額
差引額

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

貸付人数又は

貸付事業所数
貸付金額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×９／１０） ⑨ ⑩

0

入学準備金 0

就職準備金 0

生活扶助加算 0

0

0

0

0

0

0

円 円 円 円 円 円 円 円 人 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄、⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄は、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄は、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑨欄は、貸し付ける人数又は事業者の総数を記入すること。

合　　計

保育士修学資金貸付

（１）基本額

（２）加算額

（３）就職準備金のみの貸付

保育補助者雇上費貸付

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

就職準備金貸付

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

貸付事務費

名



別表２

１１－２　保育士修学資金貸付等事業（間接補助事業分）

間接補助事業者名

総事業費
寄付金その他の収入予定

額
差引額

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額 選定額

都道府県等

補助額
国庫補助基本額 国庫補助所要額

貸付人数又は

貸付事業所数
貸付金額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

0

入学準備金 0

就職準備金 0

生活扶助加算 0

0

0

0

0

0

0

円 円 円 円 円 円 円 ※１ 　　 　　　 円 ※２　  　　　　 円 人 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．間接補助事業者ごとに作成すること。

２．⑥欄は、③欄、④欄、⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑧欄は、⑥欄と⑦欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること

４．⑨欄は、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑩欄は、貸し付ける人数又は事業者の総数を記入すること。

保育士修学資金貸付

（１）基本額

（２）加算額

保育補助者雇上費貸付

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

就職準備金貸付

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

貸付事務費

（３）就職準備金のみの貸付

合　　計

都道府県

指定都市　名



別表２

市町村名

１２－１　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合３分の２）（総括表）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）賃貸物件による保育所等改修費等

（２）小規模保育改修費等

（３）認可化移行改修費等

（４）家庭的保育改修費等

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．①欄から⑧欄までの各欄には、別表２の１２－１①から１２－１③の各施設の合計を記入すること。

別表２

１２－２　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）（総括表） 市町村名

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）賃貸物件による保育所等改修費等

（２）小規模保育改修費等

（３）認可化移行改修費等

（４）家庭的保育改修費等

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等

円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

（記載上の注意）

１．⑦欄及び⑧欄には、別表２の１２－２①から１２－２⑤により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

別表２

市町村名

１２－３　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合２分の１）（総括表）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）賃貸物件による保育所等改修費等

（２）小規模保育改修費等

（３）認可化移行改修費等

（４）家庭的保育改修費等

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．①欄から⑧欄までの各欄には、別表２の１２－３①から１２－３③の各施設の合計を記入すること。

別表２

１２－４　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）（総括表） 市町村名

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）賃貸物件による保育所等改修費等

（２）小規模保育改修費等

（３）認可化移行改修費等

（４）家庭的保育改修費等

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等

円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

（記載上の注意）

１．⑦欄及び⑧欄には、別表２の１２－４①から１２－４⑤により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

国庫補助所要額
対象経費の
支出予定額

総事業費 寄付金その他
の収入予定額

差引額 国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額

合　　計
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

総事業費 寄付金その他
の収入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

合　　計

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

合　　計
0 0 0 0 0

対象経費の
支出予定額

0 0 0

総事業費

国庫補助基準額

0 0

選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額総事業費 寄付金その他
の収入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

合　　計

寄付金その他
の収入予定額

差引額

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２



別表２

１２－１①　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（２）小規模保育改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑬×２／３）
事業開始予定年

月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、整備する小規模保育事業所の類型に応じて「Ａ型」「Ｂ型」「Ｃ型」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄と同額を記入すること。

８．⑭欄は、⑬欄の額に２／３を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

９．⑮欄は、小規模保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－１②　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（３）認可化移行改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑪×２／３）
移行予定年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、移行を予定している保育事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等）

３．④欄は、認可化移行後の施設等の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄と同額を記入すること。

６．⑫欄は、⑪欄の額に２／３を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

７．⑬欄は、認可化移行する年月日を記入すること。　

８．⑭欄は、該当する全ての番号に○をすること。

別表２

１２－１③　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（４）家庭的保育改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑪×２／３）
事業開始予定年

月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、家庭的保育事業所又は連携保育所の別を記入すること。

３．④欄は、改修する家庭的保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄と同額を記入すること。

６．⑫欄は、⑪欄の額に２／３を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

７．⑬欄は、家庭的保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－１④　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 改修費等 礼金及び賃借料 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑬×２／３）
事業開始予定年

月日
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、改修等を予定している施設・事業所の類型を記入すること。（保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等）

３．④欄は、乳児等通園支援事業実施事業所の利用定員を記入すること。

４．⑤⑥欄は、経費としてそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

５．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄と同額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に２／３を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

８．⑮欄は、事業を開始する年月日を記入すること。　

合計

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

⑭

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

事業実施内容



別表２

１２－２①　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（１）賃貸物件による保育所等改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 施設区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 開設予定年月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×８／９） ⑰

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、整備を行う施設に応じて「保育所」「保育所分園」「幼保連携型認定こども園」「幼保連携型認定こども園分園」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行や小規模保育事業所からの施設種別の変更の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する保育所又は保育所分園の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

８．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

９．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

10．⑰欄は、保育所、保育所分園、幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園分園を開設する年月日を記入すること。　

別表２

１２－２②　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（２）小規模保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始予定年

月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×８／９） ⑰

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、整備する小規模保育事業所の類型に応じて「Ａ型」「Ｂ型」「Ｃ型」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

８．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

９．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

10．⑰欄は、小規模保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－２③　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（３）認可化移行改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑩×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 移行予定年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×８／９） ⑮

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、移行を予定している保育事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等）

３．④欄は、認可化移行後の施設等の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

６．⑬欄は、⑪欄と⑫欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

８．⑮欄は、認可化移行する年月日を記入すること。　

９．⑯欄は、該当する全ての番号に○をすること。

別表２

１２－２④　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（４）家庭的保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始予定年月

日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×２／３） ⑭

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（市町村、社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、家庭的保育事業所又は連携保育所の別を記入すること。

３．④欄は、改修する家庭的保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑫欄は、⑩欄と⑪欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

７．⑭欄は、家庭的保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－２⑤　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑩×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始予定年月

日
移行予定年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×８／９） ⑮ ⑯

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（学校法人、社会福祉法人等）

２．③欄は、移行を予定している認定こども園の形態（幼保連携型、幼稚園型）又は小規模保育事業所を記入すること。

３．④欄は、移行後の認定こども園（幼保連携型、幼稚園型）における保育認定部分又は小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

６．⑬欄は、⑪欄と⑫欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

８．⑮欄は、幼稚園における長時間預かり保育事業を開始する年月日を記入すること。　

９．⑯欄は、認定子ども園又は小規模保育事業所に移行する年月日を記入すること。

別表２

１２－２⑥　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）
（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 改修費等 礼金及び賃借料 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始予定年

月日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×８／９） ⑰

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、改修等を予定している施設・事業所の類型を記入すること。（保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等）

３．④欄は、乳児等通園支援事業実施事業所の利用定員を記入すること。

４．⑤⑥欄は、経費としてそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

５．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

７．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

８．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

９．⑰欄は、事業を開始する年月日を記入すること。　

合計

合計

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

事業実施内容

⑯

合計



別表２

１２－３①　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（２）小規模保育改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑬×１／２）
事業開始予定年

月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、整備する小規模保育事業所の類型に応じて「Ａ型」「Ｂ型」「Ｃ型」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄と同額を記入すること。

８．⑭欄は、⑬欄の額に１／２を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

９．⑮欄は、小規模保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－３②　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（３）認可化移行改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑪×１／２）
移行予定年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、移行を予定している保育事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等）

３．④欄は、認可化移行後の施設等の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄と同額を記入すること。

６．⑫欄は、⑪欄の額に１／２を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

７．⑬欄は、認可化移行する年月日を記入すること。　

８．⑭欄は、該当する全ての番号に○をすること。

別表２

１２－３③　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（４）家庭的保育改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑪×１／２）
事業開始予定年

月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、家庭的保育事業所又は連携保育所の別を記入すること。

３．④欄は、改修する家庭的保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄と同額を記入すること。

６．⑫欄は、⑪欄の額に１／２を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

７．⑬欄は、家庭的保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－３④　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 改修費等 礼金及び賃借料 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑬×１／２）
事業開始予定年

月日
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、改修等を予定している施設・事業所の類型を記入すること。（保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等）

３．④欄は、乳児等通園支援事業実施事業所の利用定員を記入すること。

４．⑤⑥欄は、経費としてそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

５．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄と同額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に１／２を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

８．⑮欄は、事業を開始する年月日を記入すること。　

合計

合計

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

事業実施内容

⑭

合計



別表２

１２－４①　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（１）賃貸物件による保育所等改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 施設区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 開設予定年月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×２／３） ⑰

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、整備を行う施設に応じて「保育所」「保育所分園」「幼保連携型認定こども園」「幼保連携型認定こども園分園」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行や小規模保育事業所からの施設種別の変更の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する保育所又は保育所分園の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

８．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

９．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

10．⑰欄は、保育所、保育所分園、幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園分園を開設する年月日を記入すること。　

別表２

１２－４②　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（２）小規模保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始予定年

月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×２／３） ⑰

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、整備する小規模保育事業所の類型に応じて「Ａ型」「Ｂ型」「Ｃ型」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

８．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

９．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

10．⑰欄は、小規模保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－４③　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（３）認可化移行改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑩×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 移行予定年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×２／３） ⑮

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、移行を予定している保育事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等）

３．④欄は、認可化移行後の施設等の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

６．⑬欄は、⑪欄と⑫欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

８．⑮欄は、認可化移行する年月日を記入すること。　

９．⑯欄は、該当する全ての番号に○をすること。

別表２

１２－４④　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（４）家庭的保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始予定年月

日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×１／２） ⑭

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（市町村、社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、家庭的保育事業所又は連携保育所の別を記入すること。

３．④欄は、改修する家庭的保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑫欄は、⑩欄と⑪欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

７．⑭欄は、家庭的保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－４⑤　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑩×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始予定年月

日
移行予定年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×２／３） ⑮ ⑯

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（学校法人、社会福祉法人等）

２．③欄は、移行を予定している認定こども園の形態（幼保連携型、幼稚園型）又は小規模保育事業所を記入すること。

３．④欄は、移行後の認定こども園（幼保連携型、幼稚園型）における保育認定部分又は小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

６．⑬欄は、⑪欄と⑫欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

８．⑮欄は、幼稚園における長時間預かり保育事業を開始する年月日を記入すること。　

９．⑯欄は、認定子ども園又は小規模保育事業所に移行する年月日を記入すること。

別表２

１２－４⑥　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）
（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 改修費等 礼金及び賃借料 総事業費 寄付金その他の収
入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始予定年

月日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×２／３） ⑰

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、改修等を予定している施設・事業所の類型を記入すること。（保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等）

３．④欄は、乳児等通園支援事業実施事業所の利用定員を記入すること。

４．⑤⑥欄は、経費としてそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

５．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

７．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

８．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

９．⑰欄は、事業を開始する年月日を記入すること。　

合計

合計

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

事業実施内容

⑯

合計



別表２

１３ー１　都市部における保育所への賃借料等支援事業（（１）都市部における保育所への賃借料支援事業）（都道府県間接補助事業） 市 町 村 名

財政力指数

（１）財政力指数が１．０超の市町村及び特別区

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦－⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0 0 0 0
か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）　（１）以外の市町村

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦－⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0 0 0 0
か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．④欄は、認定こども園の場合子育て支援法第19条第１項第２号又は第３号の支給要件を満たし、同法第20条第１項により市町村の認定を受けた児童に係る利用定員数を認定こども園全体の利用定員数で除した数を施設の建物借料に乗じた額を記載すること。

３．⑤欄は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等（平成27年3月31日号外内閣府告示第49号）第１条第51号に規定する賃借料加算

　の年額を記載すること。

４．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、少ない額を記載すること。

５．交付要綱の４（２）⑥ア（ア）のただし書きを適用する施設については、「（１）財政力指数が１．０超の市町村及び特別区」の⑬欄において「（⑫×27/40×2/3）」とあるのを「（⑫×3/4×2/3）」と置き換えて算出すること。

６．⑮欄は、⑬欄と⑭欄の額を比較し、少ない額を記載すること。

７．⑯欄には、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

交付要綱の４（２）⑥
ア（ア）のただし書き

の適用の有無
（○を記載）

（公）　　か所

（私）　　か所

（④／⑤） 選定額 （⑫×27/40×2/3）
都道府県
補助額

国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

（⑮×１０／１０）
総事業費

寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

施設・事業所名 設置主体 施設・事業所種別
建物借料
(年額）

賃借料加算
（年額）

施設・事業所名 設置主体 施設・事業所種別
建物借料
(年額）

賃借料加算
（年額）

（公）　　か所

（私）　　か所

総事業費 （⑫×3/4×2/3）
寄付金その他
の収入予定額

（④／⑤）
都道府県
補助額

国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

（⑮×１０／１０）
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額



別表２

１３－２　都市部における保育所への賃借料等支援事業（（２）保育所設置促進事業）（市町村間接補助事業） 市町村名

対象施設名 運営主体 定員 区分 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑩×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ 　⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×２／３） ⑮

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

（記載上の注意）
１．②欄は、法人等の種別を記入すること。（株式会社、NPO法人等）
２．③欄は、実施する保育所等の定員を記入すること。
３．④欄は、保育所・幼保連携型認定こども園の別を記入すること。
４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
５．⑬欄には、⑪欄の額と⑫欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。
６．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。
７．⑮欄は、保育所等を開始する年月日を記入すること。

00 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

00 0

0

0

0
合計

0 0 0

0

00

0 0

0 0 0 0



別表２

１４－１　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（総括）（都道府県事業・直接補助分）
都道府県名

調査費 助言指導費
指導監督基準

遵守助言指導費

① ② ③ ④

か所 か所 か所 か所

0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②～④欄は当該施設が各事業を実施する場合は「有」、実施しない場合は「無」と記入すること。

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
円 円 円 円 円 円 円 円

１．調査費

２．助言指導費

３．指導監督基準遵守
　　助言指導費

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑧欄の各欄には各施設の合計を記載すること。

対 象 施 設 名
補助内容（実施の有無）



別表２

１４－１①　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（１．調査費）（都道府県事業・直接補助分）

都道府県名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）
円 円 円 円 円 円 円 円

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

対象施設名 総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
計画策定
年月日

移行予定
年月日

0

0 0

0 0

⑩ ⑪

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 00 0 0 0 0 0

0 0



別表２

１４－１②　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（２．助言指導費）（都道府県事業・直接補助分）

都道府県名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

対象施設名 総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
計画策定
年月日

移行予定
年月日

0

0 0

0 0

⑩ ⑪

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 00 0 0 0 0 0

0 0



別表２

１４－１③　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（３．指導監督基準遵守助言指導費）（都道府県事業・直接補助分）

都道府県名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2） ⑩ ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

基準遵守予定
年月日

対象施設名 総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
計画策定
年月日



別表２

１４－２　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（総括）（市町村事業・直接補助分）
市町村名

調査費 助言指導費 指導監督基準遵守 助言指導費

① ② ③ ④ 移転費　　⑤ 仮設設置費　⑥

か所 か所 か所 か所 か所 か所

0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②～⑥欄は当該施設が各事業を実施する場合は「有」、実施しない場合は「無」と記入すること。

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 都道府県補助額 市町村補助額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．調査費

２．助言指導費

３．指導監督基準遵守
　　助言指導費

４．認可化移行移転費等

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑧欄の各欄には各施設の合計を記載すること。
２．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

対 象 施 設 名
補助内容（実施の有無）

認可化移行移転費等

（参考）自治体補助額



別表２

１４－２①　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（１．調査費）（市町村事業・直接補助分）

市町村名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

⑩ ⑪

対 象 施 設 名 総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
計画策定
年月日

（参考）自治体補助額

都道府県補助額 市町村補助額

円 円

移行予定
年月日

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 00

0 0 0

0 0 0 0

３．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

0 0 0 0 0



別表２

１４－２②　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（２．助言指導費）（市町村事業・直接補助分）

市町村名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

対 象 施 設 名 総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
計画策定
年月日

移行予定
年月日

（参考）自治体補助額

都道府県補助額 市町村補助額

0

⑩ ⑪

円 円

0

00

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0

0 0

３．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

0 0 0 0 0 0

0



別表２

１４－２③　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（３．指導監督基準遵守助言指導費）（市町村事業・直接補助分）

市町村名

都道府県補助額 市町村補助額

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2） ⑩ ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

対象施設名 総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

３．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

計画策定
年月日

基準遵守予定
年月日

（参考）自治体補助額



別表２

１４－２④　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（４．認可化移行移転費等）（市町村事業・直接補助分） 市町村名

移転費 仮設設置費

① ② ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪×1/2） ⑬

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0か所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、法人等の種別を記入すること。（市町村、株式会社、NPO等）

２．⑩欄は、⑤欄、⑥欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄には、⑪欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑬欄は、認可化移行する年月日を記入すること。

（参考）自治体補助額

対象施設名 運営主体 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

５．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

国庫補助基本額 国庫補助所要額 市町村補助額移行予定年月日 都道府県補助額
　対象経費の支出予定額

国庫補助基準額 選定額



別表２

１４－３　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（４．認可化移行移転費等）（市町村事業・間接補助分） 市町村名

移転費 仮設設置費
① ② ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×１／２） ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円 円 円

0か所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、法人等の種別を記入すること。（株式会社、ＮＰＯ等）

２．⑩欄は、⑤欄、⑥欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄には、⑩欄の額と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

４．⑬欄には、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

５．⑭欄は、認可化移行する年月日を記入すること。

都道府県補助額 市町村補助額

（参考）自治体補助額

対象施設名 運営主体 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

　対象経費の支出予定額
国庫補助基準額 選定額

6．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

市町村
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額 移行予定年月日



別表２

１５－１　民有地マッチング事業（都道府県事業・直接補助事業分） 都道府県名：

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×1/2）

１．民有地マッチング支援 0 0 0

２．整備候補地の確保支援 0 0 0

３．コーディネーターの配置支援 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

（１）民有地マッチング支援

応募数 選定数 応募数 選定数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

か所 か所 か所 か所 円 円

都道府県名：

（２）整備候補地等の確保支援

整備候補地
確保数

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額

① ② ③ ④
円 円

（記載上の注意）
１．②欄は、取組内容を具体的かつ簡潔に記載するとともに、取組内容が分かる資料を添付すること。

（３）コーディネーターの配置支援

配置場所 配置主体
コーディネーター

配置人数
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額

① ② ③ ④ 　⑤ ⑥

人 円 円

（記載上の注意）

１．①欄は、コーディネーターを配置している場所（市役所　等）を記載すること。

２．②欄は、コーディネーターを雇用している主体を記載すること。

３．④欄は、コーディネーターの業務内容について、以下から当てはまるものを記載するとともに、具体的な内容を簡潔に記載すること。

　　　ア．地域住民との調整　　イ．その他（　　　　　　）

事業内容

区　　　分

合　　　計

整備候補地等 保育所整備法人等
マッチング数 整備決定数

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額

取組内容



別表２

１５－２　民有地マッチング事業（都道府県事業・間接補助事業分） 都道府県名：

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 都道府県補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×１／２）
円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　円 ※２　　　　　　　円

３．コーディネーターの配置支援 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
２．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

（３）コーディネーターの配置支援

配置場所 配置主体
コーディネーター

配置人数
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額

① ② ③ ④ 　⑤ ⑥
人 円 円

（記載上の注意）
１．①欄は、コーディネーターを配置している場所（保育所　等）を記載すること。

２．②欄は、コーディネーターを雇用している主体を記載すること。

３．④欄は、コーディネーターの業務内容について、以下から当てはまるものを記載するとともに、具体的な内容を簡潔に記載すること。

　　　ア．地域住民との調整　　イ．その他（　　　　　　）

区　　　分

事業内容



別表２

１５－３　民有地マッチング事業（市町村事業・直接補助事業分） 市町村名：

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×1/2）

１．民有地マッチング支援 0 0 0

２．整備候補地の確保支援 0 0 0

３．コーディネーターの配置支援 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

４．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

（１）民有地マッチング支援

応募数 選定数 応募数 選定数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

か所 か所 か所 か所 円 円

市町村名：

（２）整備候補地等の確保支援

整備候補地
確保数

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額

① ② ③ ④
円 円

（記載上の注意）
１．②欄は、取組内容を具体的かつ簡潔に記載するとともに、取組内容が分かる資料を添付すること。

（３）コーディネーターの配置支援

配置場所 配置主体
コーディネーター

配置人数
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額

① ② ③ ④ 　⑤ ⑥

人 円 円

（記載上の注意）

１．①欄は、コーディネーターを配置している場所（市役所　等）を記載すること。

２．②欄は、コーディネーターを雇用している主体を記載すること。

３．④欄は、コーディネーターの業務内容について、以下から当てはまるものを記載するとともに、具体的な内容を簡潔に記載すること。

　　　ア．地域住民との調整　　イ．その他（　　　　　　）

国庫補助
基準額

区　　　分
総事業費

寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
（参考）自治体補助額

都道府県補助額 市町村補助額

合　　　計

整備候補地等 保育所整備法人等
マッチング数 整備決定数 国庫補助基準額

取組内容

事業内容

対象経費の
支出予定額



別表２

１５－４　民有地マッチング事業（市町村事業・間接補助事業分） 市町村名：

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×１／２） 都道府県補助額 市町村補助額
円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　円 ※２　　　　　　　円 円 円

３．コーディネーターの配置支援 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
２．⑦欄には、都道府県事業の場合は都道府県の補助額、市町村事業の場合は都道府県及び市町村の補助額を記載すること。

３．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

４．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

５．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

（３）コーディネーターの配置支援

配置場所 配置主体
コーディネーター

配置人数
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額

① ② ③ ④ 　⑤ ⑥
人 円 円

（記載上の注意）
１．①欄は、コーディネーターを配置している場所（保育所　等）を記載すること。

２．②欄は、コーディネーターを雇用している主体を記載すること。

３．④欄は、コーディネーターの業務内容について、以下から当てはまるものを記載するとともに、具体的な内容を簡潔に記載すること。

　　　ア．地域住民との調整　　イ．その他（　　　　　　）

国庫補助基本額 国庫補助所要額 （参考）自治体補助額

事業内容

区　　　分 総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 自治体補助額



別表２

１６　広域的保育所等利用事業（総括）
市町村名

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

円 円 円 円 円 円 円 円

１．こども送迎センター等事業 0 0 0 0 0 0 0 0

　①こども送迎センター事業

　②自宅等送迎事業

２．代替屋外遊戯場送迎事業

３．こども送迎センター設置改修事業

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①欄から⑧欄の各欄には各箇所の合計を記入すること。



別表２

１６　広域的保育所等利用事業 市町村名

（１）こども送迎センター等事業

　①こども送迎センター事業

利用保育所等数 実施事業内容

保 こ 小 家 事 地 国 企 幼
バス購
入費

バス借
上費

保育
士等
雇上
費

運転
手雇
上費

事業
費

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×1/2） ⑮

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

午前 ： ～ ：

午後 ： ～ ：

合計 時間 か所

午前 ： ～ ：

午後 ： ～ ：

合計 時間 か所

午前 ： ～ ：

午後 ： ～ ：

合計 時間 か所

午前 ： ～ ：

午後 ： ～ ：

合計 時間 か所
か所 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．④欄には、送迎センターを利用している保育所等の数、利用している保育所等の施設・事業の欄に○を付けること。

　　保…保育所　　こ…認定こども園　　小…小規模保育事業　　家…家庭的保育事業　　事…事業所内保育事業

　　地…地方単独保育施設　　国…認可化移行運営費支援事業、幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業

　　企…企業主導型保育事業　　幼…幼稚園

３．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

４．⑬欄には、⑫欄の額を記入すること。

５．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

６．⑮欄は、実施する事業内容の欄に○を付けること。

国庫補助
所要額

②

送迎センター名 セ ン タ ー 開 所 時 間
実施主体

（委託の場合、
委託先）

送迎付き添
い保育士等

数
登録児童数 総事業費

寄付金その他の
収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

0 0 00

0 0 00

0 0 00

１．②欄の「午前」、「午後」の欄は、送迎センターの開所時刻、閉所時刻を記入すること。「合計」の欄は、送迎センターの開所時間（午前、午後の合計）を記入すること。

0 0 0

か所

0

0



別表２

１６　広域的保育所等利用事業 市町村名

（１）こども送迎センター等事業

　②自宅等送迎事業

利用保育所等数 実施事業内容

保 こ 小 家 事 地 国 企 幼
バス購
入費

バス借
上費

保育士
等雇上

費

運転手
雇上費

事業費

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤－⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪×1/2） ⑬

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

か所

か所

か所

か所
人 人 円 円 円 円 円 円 円 円
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄には、送迎サービスを利用している保育所等の数、利用している保育所等の施設・事業の欄に○を付けること。

　　保…保育所　　こ…認定こども園　　小…小規模保育事業　　家…家庭的保育事業　　事…事業所内保育事業

　　地…地方単独保育施設　　国…認可化移行運営費支援事業、幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業

　　企…企業主導型保育事業　　幼…幼稚園

２．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑪欄には、⑩欄の額を記入すること。

４．⑫欄には、⑪欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑬欄は、実施する事業内容の欄に○を付けること。

実施主体
（委託の場合、

委託先）

送迎付き添
い保育士等

数
登録児童数 総事業費

寄付金その他の収
入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

0 0 0 0

0 00 0

0 0 0 0

0 0

か所
0

0 0



別表２

１６　広域的保育所等利用事業

市町村名

（２）代替屋外遊戯場送迎事業

利用保育所等数 実施事業内容

保 こ 小 家 事 地 国 企 幼
バス購
入費

バス借
上費

保育士
等雇上

費

運転手
雇上費

事業費

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑭

人 円 円 円 円 円 円 円 円

距離 km

時間 分

回数（年） 回 か所

距離 km

時間 分

回数（年） 回 か所

距離 km

時間 分

回数（年） 回 か所
か所 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．屋外遊戯場に代わる場所が複数ある場合、主とするものを記入すること。

２．②欄の「距離」の欄は、各保育所等から屋外遊戯場に代わる場所までの往復に要する「平均的な距離」を記入すること。（複数の保育所等を経由する場合、その距離も含む。）

　　「時間」の欄は、各保育所等から屋外遊戯場に代わる場所までの往復に要する「平均的な時間数」を「分単位」で記入すること。（複数の保育所等を経由する場合、その時間も含む。）

　　「回数」の欄は、屋外遊戯場に代わる場所の「年間」の利用回数（各保育所等の利用回数の合計）を記入すること。

３．④欄には、屋外遊戯場に代わる場所を利用している保育所等の数、利用している保育所等の施設・事業の欄に○を付けること。

　　保…保育所　　こ…認定こども園　　小…小規模保育事業　　家…家庭的保育事業　　事…事業所内保育事業　　地…地方単独保育施設　　

　　国…認可化移行運営費支援事業、幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業　　企…企業主導型保育事業　　幼…幼稚園

４．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑫欄には、⑪欄の額を記入すること。

６．⑬欄には、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

７．⑭欄は、実施する事業内容の欄に○を付けること。

屋外遊戯場に代わる
場所（代替屋外遊戯

場）の名称

保育所等から代替屋外遊戯場
までの平均的な距離、時間数
（往復）、年間利用回数

実施主体
（委託の場合、委

託先）

送迎付き添
い保育士等

数
総事業費

寄付金その他の収
入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

②

0 0 0 0

0 0 0 0

か所
0

0 00 0



別表２

１６　広域的保育所等利用事業 市町村名

（３）こども送迎センター設置改修事業 

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2） ⑩

円 円 円 円 円 円 円 円

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑩欄は、こども送迎センター事業を開始する（した）年月日を記入すること。

送迎センター名 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

0

選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日
国庫補助
基準額

0 0 0

0 0 0

0



別表２

１７－１　保育利用支援事業（市町村事業・直接補助分）（総括）
市町村名

総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
円 円 円 円 円 円 円 円

（１）代替保育利用支援

（２）予約制導入に係る体制整備

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①欄から⑧欄の各欄には各箇所の合計を記入すること。



別表２

１７－１　保育利用支援事業（市町村事業・直接補助分） 市町村名

（１）代替保育利用支援

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪×1/2） ⑬

人 月 円 円 円 円 円 円 円

人 月 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

６．⑪欄には、⑩欄の額を記入すること。

７．⑫欄には、⑪欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

総事業費NO. 対象事業
年間利用予定

実人数
年間利用予定

延べ月数
実施方法 国庫補助所要額

(参考)
利用料及び補助額

1 0

寄付金その他の収
入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額 国庫補助基本額

0

2 0

0

小計

0

3 0

0

0 0

１．①欄は、一時預かり事業など利用料補助の対象とする事業すべてを記入すること。

２．②欄は、年間の利用予定実人数を記入すること。

３．③欄は、年間の延べ利用予定月数を記入すること。（※１月に複数回利用しても１月とカウントする。）

４．④欄は、ア（対象者に係る利用料を軽減して徴収又は免除する施設・事業所に対して、市町村が等が軽減又は免除した額に相当する額を補助する方法）、又はイ（対象者が施設・事業所に支払う利用料について、市町村より対象者に対して当該利用料を軽減又は免
除する額を補助する方法）のいずれかを記入すること。

５．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

８．⑬欄は、施設ごとに、利用料及び補助額を記入すること。（例：利用料　○○保育園○時間○円、補助額　１人につき○月当たり○円上限）



別表２

１７－１　保育利用支援事業（市町村事業・直接補助分） 市町村名

（２）予約制導入に係る体制整備

NO.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）
人 円 円 円 円 円 円 円 円

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．②欄は、施設名を記入すること。

７．⑫欄には、⑪欄の額を記入すること。

８．⑬欄には、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

対象予定人数
予約入所実施予

定時期
寄付金その他の

収入予定額
差引額配置職員 総事業費施設類型 施設名

１．①欄は、保育所、認定こども園、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

３．③欄は、年間の対象予定人数を記入すること。

４．④欄は、予約制により設定する入所時期を記入すること。（複数設定する場合は、すべての実施時期を記入すること。随時入所可能とする場合は「随時」と記入すること。）

５．⑤欄は、配置する職員の職種を記入すること。

６．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

国庫補助所要額

小計

選定額 国庫補助基本額



別表２

１７－２　保育利用支援事業（市町村間接補助分）（総括）
市町村名

総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
円 円 円 円 円 円 円 円 円

（１）代替保育利用支援

（２）予約制導入に係る体制整備

※１ ※２

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①欄から⑨欄の各欄には各箇所の合計を記入すること。



別表２

１７－２　保育利用支援事業（市町村間接補助分） 市町村名

（１）代替保育利用支援

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×１／２） ⑭

人 月 円 円 円 円 円 円 円 円 円

人 月 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

６．⑫欄には、⑩欄の額と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

７．⑬欄には、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

国庫補助
基準額

選定額
市町村
補助額

NO. 対象事業
年間利用予定

実人数
年間利用予定

延べ月数
実施方法 総事業費

0

寄付金その他の収
入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

1 0

国庫補助基本額 国庫補助所要額
(参考)

利用料及び補助
額

2 0

0

0 0

0

小計

0 03

１．①欄は、一時預かり事業など利用料補助の対象とする事業すべてを記入すること。

２．②欄は、年間の利用予定実人数を記入すること。

３．③欄は、年間の延べ利用予定月数を記入すること。（※１月に複数回利用しても１月とカウントする。）

４．④欄は、ア（対象者に係る利用料を軽減して徴収又は免除する施設・事業所に対して、市町村が等が軽減又は免除した額に相当する額を補助する方法）、又はイ（対象者が施設・事業所に支払う利用料について、市町村より対象者に対して当
該利用料を軽減又は免除する額を補助する方法）のいずれかを記入すること。

５．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

８．⑭欄は、施設ごとに、利用料及び補助額を記入すること。（例：利用料　○○保育園○時間○円、補助額　１人につき○月当たり○円上限）



別表２

１７－２　保育利用支援事業（市町村間接補助分） 市町村名

（２）予約制導入に係る体制整備

NO.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×1/2）
人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．②欄は、施設名を記入すること。

７．⑬欄には、⑪欄の額と⑫欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

８．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

配置職員 総事業費 国庫補助基本額 国庫補助所要額
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
市町村
補助額

施設類型 施設名 対象予定人数

１．①欄は、保育所、認定こども園、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

３．③欄は、年間の対象予定人数を記入すること。

４．④欄は、予約制により設定する入所時期を記入すること。（複数設定する場合は、すべての実施時期を記入すること。随時入所可能とする場合は「随時」と記入すること。）

５．⑤欄は、配置する職員の職種を記入すること。

６．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

小計

予約入所実施予
定時期



別表２

１８－１　３歳児受入れ等連携支援事業（市町村事業・直接補助分）（総括）
市町村名

総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
円 円 円 円 円 円 円 円

（１）３歳児受入れ連携支援事業

（２）家庭的保育コンソーシアム形成事業

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①欄から⑧欄の各欄には各箇所の合計を記入すること。



別表２

１８－１　３歳児受入れ等連携支援事業（市町村事業・直接補助分） 市町村名

（１）３歳児受入れ連携支援事業

NO.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

（記載上の注意）

２．②欄は、施設名を記入すること。

３．③欄は、配置する連携支援コーディネーターの職種・保育に従事した経験等を記入すること。（例：保育士、保育士経験者、保育所園長経験者）

７．⑫欄には、⑪欄の額を記入すること。

８．⑬欄には、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

国庫補助所要額

1 0

寄付金その他の
収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額 国庫補助基本額施設類型 施設名
連携支援コーディ
ネーターの職種

連携施設設定状況
満３歳以上の

児童の定員拡大
総事業費

0

0

0

2 00 0

0

0 0

4 00 0

3

0 0

6 00 0

5

５．⑤欄は、ア（保育所等の３歳以上児の定員枠の拡大）、イ（保育所等の３歳未満児の定員枠を３歳以上児の定員枠への振替え）又はウ（その他（　　　））のいずれかを記入すること。ウの場合は、（　）内に具体的な内容を記入すること。

６．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0 0 0 0

１．①欄は、連携支援コーディネーターを配置する施設について、保育所、認定こども園又は幼稚園のいずれかを記入すること。

４．④欄は、連携施設として連携協力を行う施設の類型毎のか所数を記入すること。

小計
0 0 0 0



別表２

１８－１　３歳児受入れ等連携支援事業（市町村事業・直接補助分）

市町村名

（２）家庭的保育コンソーシアム形成事業

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 コーディネーター数
家庭的保育
事業者数

実施事業内容

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×1/2） ⑨ ⑩ ⑪
円 円 円 円 円 円 円 円 人 人

家庭的保育コンソーシアム形成事業 0 0 0

１．共同での備品購入等の調整
２．共同での自園調理等の調整
３．連携施設からの給食提供等の調整
４．代替保育等の調整
５．家庭的保育補助者の雇用管理等
６．子どものための教育・保育給付交付金
　　等の請求等の事務処理
７．各家庭的保育事業所への巡回指導
　　又は相談支援等
８．その他（　　　　　　　　）

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑩欄は、コンソーシアムを形成する事業者数を記入すること。

５．⑪欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。



別表２

１８－２　３歳児受入れ等連携支援事業（市町村間接補助事業分） 市町村名

（１）３歳児受入れ連携支援事業

NO.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×１／２）
か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育

（記載上の注意）

２．②欄は、施設名を記入すること。

３．③欄は、配置する連携支援コーディネーターの職種・保育に従事した経験等を記入すること。（例：保育士、保育士経験者、保育所園長経験者）

７．⑬欄には、⑪欄の額と⑫欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

８．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

0 0

国庫補助基本額 国庫補助所要額

1 0

寄付金その他の
収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
市町村
補助額

施設類型 施設名
連携支援コーディ
ネーターの職種

連携施設設定状況
満３歳以上の

児童の定員拡大
総事業費

0

0

3 0

0 02

0

0 0

00

5 0

04

0

小計
0 0 0

0 06

１．①欄は、連携支援コーディネーターを配置する施設について、保育所、認定こども園又は幼稚園のいずれかを記入すること。

４．④欄は、連携施設として連携協力を行う施設の類型毎のか所数を記入すること。

５．⑤欄は、ア（保育所等の３歳以上児の定員枠の拡大）、イ（保育所等の３歳未満児の定員枠を３歳以上児の定員枠への振替え）又はウ（その他（　　　））のいずれかを記入すること。ウの場合は、（　）内に具体的な内容を記入すること。

６．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0 0 0 0 0 0



別表２

１９－１　医療的ケア児保育支援事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）（国負担割合２分の１）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

（１）　医療的ケア児の受入を行う保育所等に関する取組（看護師等の配置、研修の受講支援、補助者の配置、医療的ケア児の備品補助、災害対策備品整備及び園外活動移動支援）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

人 円

1

2

3

4

5

人 円

0 0

（記載上の注意）

１．①欄は、医療的ケア児の受入れを行う保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

２．②欄は、施設名を記入すること。

３．③欄は、医療的ケアに従事する職員として、看護師等を配置している場合は「看護師等」と記入し、看護師等を配置せずに認定特定行為業務従事者である保育士等を配置している場合は「保育士等」と記入すること。

４．④欄は、当該施設において受入れを行う医療的ケア児の人数を記入すること。

５．⑤欄は、保育士等の認定特定行為業務従事者となるための研修受講支援を行う場合は「有」と記入すること。

６．⑥欄は、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う場合は「有」と記入すること。

７．⑦欄は、医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

８．⑧欄は、災害対策による医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

９．⑨欄は、医療的ケア児が様々な行事や園外活動に参加できるよう、福祉車両の確保等の移動支援を行う場合は「有」と記入すること。

（２）医療的ケア児の受入れに関する都道府県等の取組（巡回による看護師等の配置、医療的ケア児保育支援者の配置、ガイドラインの策定及び検討会の設置）

① ② ③ ④

円

1 巡回による看護
師等の配置

2 医療的ケア児保
育支援者の配置

3 ガイドラインの策
定

4 検討会の設置

円

0

（記載上の注意）

１．②欄は、各項目の事業を実施する場合は「有」と記入すること。

２．③欄は、「医療的ケア児保育支援者」を配置する場合で、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を修了した者を配置する場合は「有」と記入すること。

医療的ケア児の
備品補助

災害対策備品
整備

園外活動移動
支援

NO. 項目 実施の有無

看護師等又は
喀痰吸引研修
受講済み保育

士の配置

国庫補助基準
額

小計

国庫補助基準額医療的ケアに
従事する職員

対象
児童数

小計

NO. 施設類型 施設名

看護師等の配置

研修の受講支
援

補助者の配置

都道府県・指定都市・中核市名

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助基本

額
国庫補助所要

額



別表２

１９－２　医療的ケア児保育支援事業（都道府県・間接補助分）（国負担割合２分の１）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×２/３）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑨欄には、⑦欄及び⑧欄を比較し、少ない方の額を記入すること。

３．⑩欄には、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

（１）　医療的ケア児の受入を行う保育所等に関する取組（看護師等の配置、研修の受講支援、補助者の配置、医療的ケア児の備品補助、災害対策備品整備及び園外活動移動支援）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

人 円

1

2

3

4

5

人 円

0 0

（記載上の注意）

１．①欄は、医療的ケア児の受入れを行う保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

２．②欄は、施設名を記入すること。

３．③欄は、医療的ケアに従事する職員として、看護師等を配置している場合は「看護師等」と記入し、看護師等を配置せずに認定特定行為業務従事者である保育士等を配置している場合は「保育士等」と記入すること。

４．④欄は、当該施設において受入れを行う医療的ケア児の人数を記入すること。

５．⑤欄は、保育士等の認定特定行為業務従事者となるための研修受講支援を行う場合は「有」と記入すること。

６．⑥欄は、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う場合は「有」と記入すること。

７．⑦欄は、医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

８．⑧欄は、災害対策による医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

９．⑨欄は、医療的ケア児が様々な行事や園外活動に参加できるよう、福祉車両の確保等の移動支援を行う場合は「有」と記入すること。

（２）医療的ケア児の受入れに関する都道府県等の取組（巡回による看護師等の配置、医療的ケア児保育支援者の配置、ガイドラインの策定及び検討会の設置）

① ② ③ ④

円

1 巡回による看護
師等の配置

2 医療的ケア児保
育支援者の配置

3 ガイドラインの策
定

4 検討会の設置

円

0

（記載上の注意）

１．②欄は、各項目の事業を実施する場合は「有」と記入すること。

２．③欄は、「医療的ケア児保育支援者」を配置する場合で、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を修了した者を配置する場合は「有」と記入すること。

災害対策備品
整備

園外活動移動
支援

国庫補助基準額

NO. 項目 実施の有無

看護師等又は
喀痰吸引研修
受講済み保育

士の配置

国庫補助基準
額

小計

研修の受講支
援

補助者の配置
医療的ケア児の

備品補助医療的ケアに
従事する職員

対象
児童数

小計

NO. 施設類型 施設名

看護師等の配置

国庫補助基本
額

国庫補助所要額

市町村名

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額 （⑥×３／４）
都道府県補助

額



別表２

１９－３　医療的ケア児保育支援事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）（国負担割合３分の２）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×2/3）

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

（１）　医療的ケア児の受入を行う保育所等に関する取組（看護師等の配置、研修の受講支援、補助者の配置、医療的ケア児の備品補助、災害対策備品整備及び園外活動移動支援）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

人 円

1

2

3

4

5

人 円

0 0

（記載上の注意）

１．①欄は、医療的ケア児の受入れを行う保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

２．②欄は、施設名を記入すること。

３．③欄は、医療的ケアに従事する職員として、看護師等を配置している場合は「看護師等」と記入し、看護師等を配置せずに認定特定行為業務従事者である保育士等を配置している場合は「保育士等」と記入すること。

４．④欄は、当該施設において受入れを行う医療的ケア児の人数を記入すること。

５．⑤欄は、保育士等の認定特定行為業務従事者となるための研修受講支援を行う場合は「有」と記入すること。

６．⑥欄は、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う場合は「有」と記入すること。

７．⑦欄は、医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

８．⑧欄は、災害対策による医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

９．⑨欄は、医療的ケア児が様々な行事や園外活動に参加できるよう、福祉車両の確保等の移動支援を行う場合は「有」と記入すること。

（２）医療的ケア児の受入れに関する都道府県等の取組（巡回による看護師等の配置、医療的ケア児保育支援者の配置、ガイドラインの策定及び検討会の設置）

① ② ③ ④

円

1 巡回による看護
師等の配置

2 医療的ケア児保
育支援者の配置

3 ガイドラインの策
定

4 検討会の設置

円

0

（記載上の注意）

１．②欄は、各項目の事業を実施する場合は「有」と記入すること。

２．③欄は、「医療的ケア児保育支援者」を配置する場合で、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を修了した者を配置する場合は「有」と記入すること。

園外活動移動
支援

国庫補助基準額
医療的ケア児の

備品補助
災害対策備品

整備

NO. 項目 実施の有無

看護師等又は
喀痰吸引研修
受講済み保育

士の配置

国庫補助基準
額

小計

NO. 施設類型 施設名

看護師等の配置

研修の受講支
援

補助者の配置医療的ケアに
従事する職員

対象
児童数

小計

都道府県・指定都市・中核市名

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助基本

額
国庫補助所要

額



別表２

１９－４　医療的ケア児保育支援事業（都道府県・間接補助分）（国負担割合３分の２）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×４/５）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑨欄には、⑦欄及び⑧欄を比較し、少ない方の額を記入すること。

３．⑩欄には、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

（１）　医療的ケア児の受入を行う保育所等に関する取組（看護師等の配置、研修の受講支援、補助者の配置、医療的ケア児の備品補助、災害対策備品整備及び園外活動移動支援）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

人 円

1

2

3

4

5

人 円

0 0

（記載上の注意）

１．①欄は、医療的ケア児の受入れを行う保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

２．②欄は、施設名を記入すること。

３．③欄は、医療的ケアに従事する職員として、看護師等を配置している場合は「看護師等」と記入し、看護師等を配置せずに認定特定行為業務従事者である保育士等を配置している場合は「保育士等」と記入すること。

４．④欄は、当該施設において受入れを行う医療的ケア児の人数を記入すること。

５．⑤欄は、保育士等の認定特定行為業務従事者となるための研修受講支援を行う場合は「有」と記入すること。

６．⑥欄は、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う場合は「有」と記入すること。

７．⑦欄は、医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

８．⑧欄は、災害対策による医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

９．⑨欄は、医療的ケア児が様々な行事や園外活動に参加できるよう、福祉車両の確保等の移動支援を行う場合は「有」と記入すること。

（２）医療的ケア児の受入れに関する都道府県等の取組（巡回による看護師等の配置、医療的ケア児保育支援者の配置、ガイドラインの策定及び検討会の設置）

① ② ③ ④

円

1 巡回による看護
師等の配置

2 医療的ケア児保
育支援者の配置

3 ガイドラインの策
定

4 検討会の設置

円

0

（記載上の注意）

１．②欄は、各項目の事業を実施する場合は「有」と記入すること。

２．③欄は、「医療的ケア児保育支援者」を配置する場合で、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を修了した者を配置する場合は「有」と記入すること。

災害対策備品
整備

園外活動移動
支援

国庫補助基準額

NO. 項目 実施の有無

看護師等又は
喀痰吸引研修
受講済み保育

士の配置

国庫補助基準
額

小計

対象
児童数

小計

医療的ケア児の
備品補助医療的ケアに

従事する職員

施設名

看護師等の配置

NO. 施設類型
研修の受講支

援
補助者の配置

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額 （⑥×５／６）
都道府県補助

額
国庫補助基本

額
国庫補助所要額

市町村名



別表２

２０－１　家庭支援推進保育事業（市町村事業・直接補助分） 市町村名

NO.

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑨-⑩） ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×1/2）
月 ％ ％ 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

か所 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円
公 0
私 0

（記載上の注意）

２．②欄は、いずれかを選択すること。

９．⑮欄には、⑭欄の額を記入すること。

10．⑯欄には、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

７．⑧欄は、市町村が参集する「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は「有」と記入すること。

８．⑭欄は、⑪欄、⑫欄及び⑬欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0 0

１．保育所等ごとに記入すること。

３．④欄は、事業を実施した月ごとに対象児童入所率（対象児童数を入所児童数で除した数）を算出し、それを合計したものを事業実施月数で除して得た、年間平均の対象児童入所率を記入すること。
　　（「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は３０％以上、それ以外の場合は４０％以上、小数点第１位まで記入）
　　ただし、年間平均の対象児童入所率が上記割合を下回る場合は、超えた月のみを対象とし、その平均の対象児童入所率を記入すること。
　　（この場合の「年間事業月数」は、対象児童入所率が「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は３０％以上、それ以外の場合は４０％以上を超えた月数を記入すること。）

４．⑤欄は、事業を実施した月ごとに対象外国人世帯児童の入所率（対象外国人世帯児童数を入所児童数で除した数）を算出し、それを合計したものを事業実施月数で除して得た、年間平均の対象外国人世帯児童入所率を記入すること。
　　（必ず２０％以上、小数点第１位まで記入）

５．⑥欄は、本事業の要件である設置配置基準及びその他の補助金の配置基準に規定する保育士の他に加配した保育士数を記入すること。（必ず１人以上）

0 0 0 0 0 0
小計

６．⑦欄は、本事業に規定する外国人子育て家庭の児童に対する支援を適切に実施できる職員を加配した人数を記入すること。（必ず１人以上）

か所

国庫補助所要額

②

差引額
対象経費の
支出予定額

0 0 0

平均対象児童
入所率

平均対象外国人
世帯児童

国庫補助
基準額

選定額 国庫補助基本額
文化・習慣等に精
通した保育士以外

要保護児童対策
地域協議会への

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
加配保育士数保育所等名

設置主体
（公又は私）

年間事業
月数



別表２

２０－２　家庭支援推進保育事業（市町村間接補助事業分） 市町村名

NO.

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑨-⑩） ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰（⑯×1/2）
月 ％ ％ 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0

6 0 0 0

か所 人 人 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円
公 0
私 0

（記載上の注意）

２．②欄は、いずれかを選択すること。

９．⑯欄には、⑭欄の額と⑮欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。
10．⑰欄には、⑯欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

８．⑭欄は、⑪欄、⑫欄及び⑬欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0 0

５．⑥欄は、本事業の要件である設置配置基準及びその他の補助金の配置基準に規定する保育士の他に加配した保育士数を記入すること。（必ず１人以上）
６．⑦欄は、本事業に規定する外国人子育て家庭の児童に対する支援を適切に実施できる職員を加配した人数を記入すること。（必ず１人以上）
７．⑧欄は、市町村が参集する「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は「有」と記入すること。

0

１．保育所等ごとに記入すること。

３．④欄は、事業を実施した月ごとに対象児童入所率（対象児童数を入所児童数で除した数）を算出し、それを合計したものを事業実施月数で除して得た、年間平均の対象児童入所率を記入すること。
　　（「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は３０％以上、それ以外の場合は４０％以上、小数点第１位まで記入）
　　ただし、年間平均の対象児童入所率が上記割合を下回る場合は、超えた月のみを対象とし、その平均の対象児童入所率を記入すること。
　　（この場合の「年間事業月数」は、対象児童入所率が「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は３０％以上、それ以外の場合は４０％以上を超えた月数を記入すること。）

４．⑤欄は、事業を実施した月ごとに対象外国人世帯児童の入所率（対象外国人世帯児童数を入所児童数で除した数）を算出し、それを合計したものを事業実施月数で除して得た、年間平均の対象外国人世帯児童入所率を記入すること。
　　（必ず２０％以上、小数点第１位まで記入）

0 0 0 0 0 0
小計

か所

0 0 0

国庫補助
基準額

選定額
市町村
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

②

文化・習慣等に精
通した保育士以外

要保護児童対策
地域協議会への

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

加配保育士数保育所名
設置主体

（公又は私）
年間事業

月数
平均対象児童

入所率
平均対象外国人

世帯児童



別表２

２１－１　保育所等における要支援児童等対応推進事業（都道府県事業・直接補助分）

都道府県　名

対象施設名 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
地域連携推進員

配置数
地域連携推進員の
巡回支援施設数

① ② ③ ④（②－③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2） ⑩ ⑪
円 円 円 円 円 円 円 円 人 か所

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

　

３．⑪欄は、保育所等における要支援児童等対応推進事業実施要綱３（２）⑤に定める地域連携推進員が、巡回支援を行う施設数（実数）を記入すること。



別表２

２１－２　保育所等における要支援児童等対応推進事業（都道府県間接補助事業分）

市 町 村 名

対象施設名 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑦×３／４） 都道府県補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
地域連携推進員

配置数
地域連携推進員の
巡回支援施設数

① ② ③ ④（②－③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×2/3） ⑫ ⑬
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 か所

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

　

２．⑬欄は、保育所等における要支援児童等対応推進事業実施要綱３（２）⑤に定める地域連携推進員が、巡回支援を行う施設数（実数）を記入すること。



別表２

２２－１　認可外保育施設の衛生・安全対策事業（市町村事業・直接補助分）

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0

0

0

0
か所 か所 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 公

私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

３．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

４．⑫欄は、⑪欄と同額を記入すること。

５．⑬欄は、⑫欄の額に１／３を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

指 定 都 市
中 核 市

　名

市町村名 認可外保育施設名
運営
主体

区分 参加予定人数
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

③

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
国庫補助
基準額

選定額差引額
対象経費の
支出予定額

0 0 00 0 0 0 0



別表２

２２－２　認可外保育施設の衛生・安全対策事業（市町村事業・間接補助分）

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×1/3）

人 円 円 円 円 円 円 円 　 円

0

0

0

0

0

0
か所 か所 人 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

0 公

私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

３．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

４．⑬欄には、⑪欄の額と⑫欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

５．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

指 定 都 市
中 核 市

　名

市町村名 認可外保育施設名
運営
主体

区分 参加予定人数 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
国庫補助基本額差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額 国庫補助所要額

00 0 0 00 0

市町村補助額

③



別表２

２２－３　認可外保育施設の衛生・安全対策事業（都道府県間接補助事業）

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮（⑭×1/2）
人 円 円 円 円 円 円 円 　 円 円

0

0

0

0

0

0

か所 か所 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 公

私

（記載上の注意）
１．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

２．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑭欄は、⑫欄の額と⑬欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑮欄は、⑭欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５. ⑩～⑮欄は、各市町村ごとに小計を算出・記入すること。

0 000 0 0 0 0

国庫補助
所要額

都道府県
補助額

国庫補助
基本額

③

選定額 （⑪×２／３）
寄付金その他の

収入予定額 差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

市 町 村 名

市町村名 認可外保育施設名
運営
主体

区分 参加予定人数 総事業費



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（総括）（市町村事業・直接補助分）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）基本改善事業

　①保育所等設置促進事業

　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

(1)　計（A) 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）環境改善事業

　①障害児受入促進事業

　②分園推進事業

　③熱中症対策事業

　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

　⑤感染症対策のための改修整備等事業

　⑥保育環境向上等事業

（２）（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼
児受入れ支援事業以外)　計（B)

0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①から⑧の各欄には各施設の合計を記入すること。

国庫補助所要額

合　　計（A＋B）

指定都市
中核市

名

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（１）基本改善事業

　　①保育所等設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 実施事業内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0
公

（記載上の注意）
１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、保育所、保育所分園の別を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公

公

公

公

公

公

指 定 都 市

中 核 市

名

運営
主体

提供する保育サービス内
容

② ⑪

公



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（１）基本改善事業

　　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3） ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0
公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

② ⑫

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（１）基本改善事業

　　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0
公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、実施した事業の内容について記入すること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公

公

公

公

公

公

② ⑪

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（２）環境改善事業

　　①障害児受入促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0

公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

② ⑪

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

（２）環境改善事業

　　②分園推進事業

施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0

公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

② ⑪

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分） 名

　（２）環境改善事業

　　③熱中症対策事業

対象施設名
設置
室数

総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

か所 室 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 新規 0

更新 0

新規及び更新 0

（記載上の注意）

１．②欄は、冷房設備を新規設置又は更新するための改修等を行う室数を記入すること。

２．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑪欄は、冷房設備の新規設置のみの場合「新規」、更新のみの場合「更新」、新規設置及び更新の場合「新規及び更新」と記入すること。

指 定 都 市
中 核 市

か所

設置内容

⑪



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（２）環境改善事業

　　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3） ⑪
円 円 円 円 円 円 円 円

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0

公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

② ⑫

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

指 定 都 市
中 核 市

名

　（２）環境改善事業

　　⑤感染症対策のための改修整備等事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出予定の内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3） ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0

公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、「トイレ・調理場の乾式化」や「非接触型蛇口の設置」等、支出した内容を具体的に記入すること。

運営
主体

②

公

公

0 0 0

公

0 0

公

公

公

0 0 0



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

指 定 都 市
中 核 市

名

　（２）環境改善事業

　　⑥保育環境向上等事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出予定の内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3） ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0

公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、「机・椅子の購入」や「フローリング貼の更新」等、支出した内容を具体的に記入すること。

運営
主体

②

公

公

0 0 0

公

0 0

公

公

公

0 0 0



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（総括）（市町村事業・間接補助分）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

（１）基本改善事業

　①保育所等設置促進事業

　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

(1)　計（A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）環境改善事業

　①障害児受入促進事業

　②分園推進事業

　③熱中症対策事業

　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

　⑤感染症対策のための改修整備等事業

　⑥保育環境向上等事業

（２）（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼
児受入れ支援事業以外)　計（B)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　円 ※２　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①から⑨の各欄には各施設の合計を記入すること。

国庫補助基本額 国庫補助所要額

合　　計（A＋B）

指定都市
中核市

名

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（１）基本改善事業

　　①保育所等設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 実施事業内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3） ⑬

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
私

（記載上の注意）
１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、保育所、保育所分園の別を記入すること。

５．⑬欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私

私

私

私

私

私

② ⑫

私

指 定 都 市

中 核 市

名

運営
主体

提供する保育サービス内
容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（１）基本改善事業

　　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

５．⑬欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

② ⑬

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（１）基本改善事業

　　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額
国庫補助所要

額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、実施した事業の内容について記入すること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私

私

私

私

私

私

② ⑫

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（２）環境改善事業

　　①障害児受入促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

② ⑫

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

（２）環境改善事業

　　②分園推進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

② ⑫

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分） 名

（２）環境改善事業

　　③熱中症対策事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 新規 0

更新 0

新規及び更新 0

（記載上の注意）

１．②欄は、冷房設備を新規設置又は更新するための改修等を行う室数を記入すること。

２．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

４．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑫欄は、冷房設備の新規設置のみの場合「新規」、更新のみの場合「更新」、新規設置及び更新の場合「新規及び更新」と記入すること。

設置内容

⑫

か所

0 0 0 00 0 0 0 0 0

室

指 定 都 市
中 核 市

設置
室数

②



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（２）環境改善事業

　　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

５．⑬欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

② ⑬

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

指 定 都 市
中 核 市

名

　（２）環境改善事業

　　⑤感染症対策のための改修整備等事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出予定の内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0

私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄と⑧欄の少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、「トイレ・調理場の乾式化」や「非接触型蛇口の設置」等、支出した内容を具体的に記入すること。

私

私

私

私

運営
主体

②

私

私

0 0 000 00 0 0



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

指 定 都 市
中 核 市

名

　（２）環境改善事業

　　⑥保育環境向上等事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出予定の内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0

私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄と⑧欄の少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、「机・椅子の購入」や「フローリング貼の更新」等、支出した内容を具体的に記入すること。

私

私

私

私

運営
主体

②

私

私

0 0 000 00 0 0



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（総括）（都道府県間接補助事業）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

（１）基本改善事業

　①保育所等設置促進事業

　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

(1)　計（A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）環境改善事業

　①障害児受入促進事業

　②分園推進事業

　③熱中症対策事業

　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

　⑤感染症対策のための改修整備等事業

　⑥保育環境向上等事業

（２）（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼
児受入れ支援事業以外)　計（B)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①から⑩の各欄には各施設の合計を記入すること。

国庫補助所要額

合　　計（A＋B）

都道府県　名

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑥×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）
　（１）基本改善事業
　　①保育所等設置促進事業

市町村名 施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額 実施事業内容

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑮
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0
0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

公

私

（記載上の注意）
１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。
２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。
４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。
５．⑭欄は、保育所、保育所分園の別を記入すること。

６．⑮欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

00 0 0 0 0 00 0 0 0 0

③ ⑭

都道府県　名

運営
主体

提供する保育
サービス内容



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）

　（１）基本改善事業

　　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

６．⑮欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

③ ⑮

都 道 府 県 名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）

　（１）基本改善事業

　　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、実施した事業の内容について記入すること。

00 0 0 0 0 0 0 0 0

③ ⑭

名

運営
主体

実施事業内容

都 道 府 県



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）

　（２）環境改善事業

　　①障害児受入促進事業

市町村名 施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0
公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

③ ⑭

都 道 府 県 名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）

（２）環境改善事業

　　②分園推進事業

市町村名 施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0
0 0

0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0
公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

③ ⑭

都 道 府 県 名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）
名

（２）環境改善事業

　　③熱中症対策事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

合計 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0
新規 0

市町村 更新 0

新規及び更新 0

（記載上の注意）

１．③欄は、冷房設備を新規設置又は更新するための改修等を行う室数を記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、冷房設備の新規設置のみの場合「新規」、更新のみの場合「更新」、新規設置及び更新の場合「新規及び更新」と記入すること。

設置内容

⑭

0 00

か所室

0 0 00 0 0 0 0

都 道 府 県

設置
室数

③



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）

　（２）環境改善事業

　　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑭
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

６．⑮欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0 0 0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0

0 0

0

0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0

0 0

0

都 道 府 県 名

運営
主体

実施事業内容

③ ⑮

0 0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）
都 道 府 県 名

　（２）環境改善事業

　　⑤感染症対策のための改修整備等事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出予定の内容

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0
公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、「トイレ・調理場の乾式化」や「非接触型蛇口の設置」等、支出した内容を具体的に記入すること。

運営
主体

③

0 0 0 000 0 00 0



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）
都 道 府 県 名

　（２）環境改善事業

　　⑥保育環境向上等事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出予定の内容

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0
公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、「机・椅子の購入」や「フローリング貼の更新」等、支出した内容を具体的に記入すること。

運営
主体

③

0 0 0 000 0 00 0



別表２

２３－４　保育環境改善等事業（総括）（市町村事業・直接補助分）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（２）環境改善事業

　⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における
　　乳幼児受入れ支援事業

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．①から⑧の各欄には各施設の合計を記入すること。

国庫補助所要額

0 0 0

市町村　名

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

合　　計
0 0 0 0 0

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額



別表２

２３－４　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（２）環境改善事業 市町村名

　　⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収入

予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/2） ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

公

（記載上の注意）

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児の受入れを開始する年月日を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0

公 １．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公 １．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0 0

公 １．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0 0 0 0

公 １．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公 １．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公 １．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

運営
主体

実施事業内容

② ⑫



別表２

２３－５　保育環境改善等事業（総括）（市町村事業・間接補助分）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

（２）環境改善事業

　⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における
　　乳幼児受入れ支援事業

円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

（記載上の注意）

１．①から⑨の各欄には各施設の合計を記入すること。

0 00 0 0 0 0

選定額 市町村補助額 国庫補助基本額

0

市町村　名

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 国庫補助所要額

合　　計
0



別表２

２３－５　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（２）環境改善事業 市町村名

　　⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収入

予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/2） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 　　　　　　円 　　　　円

私

（記載上の注意）

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、低い額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児の受入れを開始する年月日を記入すること。

５．⑬欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

運営
主体

実施事業内容

② ⑬

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0 0 0 0 0 0 0 0



別表２

２３－６　保育環境改善等事業（総括）（直接補助事業分）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（２）環境改善事業

　⑧安全対策事業

（２）ＩＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

（記載上の注意）

１．①から⑧の各欄には各施設の合計を記入すること。

都道府県
市町村　　　名

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額

0

国庫補助基本額 国庫補助所要額

合　　計
0 0 0 0 0 0 0



別表２

　（２）環境改善事業 都道府県

　⑧安全対策事業 市町村

（２）ＩＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

① ② ③ ④ ⑤ ⑥（④－⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×１／２） ⑫

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄には公立（自治体による設置）又は私立（社会福祉法人、株式会社、学校法人等による設置）を記載すること。

２．③欄には保育所や小規模保育事業等の施設種別を記載すること。

３．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

４．⑩欄は、⑨欄の額を記載すること。

５．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

６．⑫欄には、製品名等を記入すること。

７．記載欄が不足する場合は適宜行を追加して記載すること。

購入等の機器

２３－６　保育環境改善等事業（直接補助事業分）

対象施設名 設置主体
（公立、私立の

別）

施設種別 総事業費

寄付金その他の
収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助 基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

名名



別表２

都道府県

２３－7　保育環境改善等事業（総括）（間接補助事業分） 市町村　名

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

（２）環境改善事業

　⑧安全対策事業

（１）睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入を行う事業

（２）IＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

（記載上の注意）

１．①から⑨の各欄には各施設の合計を記入すること。

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 自治体補助額 国庫補助基本額

0

国庫補助所要額

合　　計
0 0 0 0 0 0 0 0



別表２

２３－７　保育環境改善等事業（間接補助事業分） 都道府県

　（２）環境改善事業 市町村

　⑧安全対策事業

（１）睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入を行う事業

対象施設の類型 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助 基準額 選定額 （⑧×３／４） 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 購入等する機器

② ③ ④ ⑤（③－④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪×２／３） ⑬

対象児童数 人

対象児童数 人

対象児童数 人

円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　円 ※２　　　　　円

（記載上の注意）

１．①欄は、上段は「施設名」を記入し、下段は補助対象機器の使用対象となる児童数を記入すること（対象児童数以上の機器の購入及び同一児童に対する複数機器の購入は補助対象外であることに留意すること。）。

２．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

６．⑬欄は、該当するもの全てに○をすること。なお、（３）に該当する場合、製品名等を記載すること。

（２）IＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

① ② ③ ④ ⑤ ⑥（④－⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×２／３） ⑭

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 　　　円   　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄には公立（自治体による設置）又は私立（社会福祉法人、株式会社、学校法人等による設置）を記載すること。

２．③欄には保育所や小規模保育事業等の施設種別を記載すること。

３．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

４．⑩欄は、⑨欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

５．⑫欄は、⑩欄と⑪欄を比較して、いずれか少ない方の額を記載すること。

６．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

７．⑭欄には、製品名等を記入すること。

８．記載欄が不足する場合は適宜行を追加して記載すること。

0

対象施設名

①

0

（１）午睡チェック
（２）無呼吸アラーム
（３）その他類似製品
（　　　　　　　　　　　　　）

0 0 0

0 0

0 0

0

（１）午睡チェック
（２）無呼吸アラーム
（３）その他類似製品
（　　　　　　　　　　　　　）

（１）午睡チェック
（２）無呼吸アラーム
（３）その他類似製品
（　　　　　　　　　　　　　）

か所

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

３．⑨欄は、⑧欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

４．⑪欄は、⑨欄と⑩欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

５．⑫欄は、⑪欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

対象施設名 設置主体
（公立、私立

の別）

施設種別 総事業費
寄付金その他の
収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

購入等する機器国庫補助基準額 選定額 （⑨×３／４） 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

名



別表２

２４－１　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（総括）（都道府県、市町村事業・直接補助分）
都道府県

市 町 村 名

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×１／２）

円 円 円 円 円 円 円 円

１．質の確保・向上のための研修事業

２．質の確保・向上のための巡回支援
　　指導事業

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑤欄の各欄には各箇所の合計を記載すること。
２．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記載すること。



別表２

２４－１　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）

（１）質の確保・向上のための研修事業

都道府県

市 町 村 名

研修実施事業者（所）名 研修開催場所
開催
回数

研修
受講者数

研修の内容 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪

回 人 円 円 円 円 円 円

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

か所 回 人 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

２．③欄は、実施延べ回数を記載すること。

３．④欄は、研修受講者の実人員数を記載すること。

４．⑤欄は、実施する研修内容に○をすること。

５．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

合計



別表２

２４－１　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）

（２）質の確保・向上のための巡回支援指導事業

都道府県

市 町 村 名

巡回支援指導
実施事業者（所）名

巡回支援
指導員数

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額

① ② ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧

人 円 円 円 円 円 円

人 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．②欄は、巡回支援指導員の実人数を記載すること。

２．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0

0 0

0

0

合計
0 0 0 0 0 0 0

0



別表２

２４－２　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（総括）（都道府県間接補助事業分）

市 町 村 名

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 （⑥×３／４）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×２／３）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．質の確保・向上のための研修事業

２．質の確保・向上のための巡回支援指導事業

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑤欄の各欄には各箇所の合計を記載すること。
２．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
３．⑦欄は、⑥欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。
４．⑨欄は、⑦欄と⑧欄を比較し、いずれか少ない方の額を記入すること。



別表２

２４－２　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（都道府県間接補助事業分）

（１）質の確保・向上のための研修事業

市 町 村 名

研修実施事業者（所）名 研修開催場所
開催
回数

研修
受講者数

研修の内容 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪

回 人 円 円 円 円 円 円

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

か所 回 人 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

２．③欄は、実施延べ回数を記載すること。

３．④欄は、研修受講者の実人員数を記載すること。

４．⑤欄は、実施する研修内容に○をすること。

５．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

合計



別表２

２４－２　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（都道府県間接補助事業分）

（２）質の確保・向上のための巡回支援指導事業

市 町 村 名

巡回支援指導
実施事業者（所）名

巡回支援
指導員数

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額

① ② ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧

人 円 円 円 円 円 円

人 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．②欄は、巡回支援指導員の実人数を記載すること。

２．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0

0 0

0

0

合計
0 0 0 0 0 0 0

0



別表２

２５　放課後居場所緊急対策事業
市町村名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/3） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

円 円 円 円 円 円 円 円 日 時間 人 月

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0

（記入上の注意）

１．⑥欄の計算方法は下記のとおりとする。
　　 ⑮欄の事業実施月数÷12×1,116,000円　（＋　⑯欄に「◯」を記入した場合、500,000円）
２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
３．⑧欄には、⑦欄と同額を記入すること。
４．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

６．⑪欄は、NPO法人、社会福祉法人、任意団体、学校法人、株式会社、生活協同組合、直営、その他から該当するものを選択すること。
７．⑬欄は、例のように平均開所時間数を記入することとし、小数第３位を切り捨てること。（例：３時間10分⇒3.16）

８．⑭欄は、４月１日における市町村内の放課後児童クラブの待機児童数を記入すること。なお、４月１日時点で事業を開始していない場合、事業開始月の１日時点の待機児童数を記入すること。

９．⑮欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。

10．⑯欄は、開設準備経費の単価を適用する場合には「◯」を記入すること。

国庫補助
所要額

実施場所 運営主体

開所状況

事業所名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の支出予
定額

国庫補助
基準額

５．⑩欄は、児童館（児童センター含む）、公民館、小学校、塾、スポーツクラブ、民家・アパート、保育所、認定こども園、幼稚園、団地集会室、空き店舗、公共施設（※）、その他から該当するものを選択すること。
　※「公共施設」とは、上記に記入した公共施設以外の公共施設をいう。

事業実施月数 開設準備経費
週の開所日数 開所時間 待機児童数

合計（　　　か所）

選定額
国庫補助
基本額



別表２

２６　小規模多機能・放課後児童支援事業 市町村名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/3） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

円 円 円 円 円 円 円 円 日 時間 人 月 月

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記入上の注意）

１．⑥欄の計算方法は下記のとおりとする。

　　・⑫欄を「事業内容（１）」としたとき･･･　⑯欄の事業実施月数÷12×1,116,000円　＋　⑱欄の配置月数÷12×778,000円　（＋　⑲欄に「◯」を記入した場合、2,000,000円）

　　・⑫欄を「事業内容（２）」としたとき･･･　⑯欄の事業実施月数÷12×2,416,000円　＋　⑱欄の配置月数÷12×778,000円　（＋　⑲欄に「◯」を記入した場合、2,000,000円）

２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄と同額を記入すること。

４．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

６．⑪欄は、NPO法人、社会福祉法人、任意団体、学校法人、株式会社、生活協同組合、直営、その他から該当するものを選択すること。

７．⑫欄は、「放課後児童対策支援事業の実施について」の別添２の３のうち、（１）又は（２）のいずれかを選択すること。

８．⑭欄は、例のように平均開所時間数を記入することとし、小数第３位を切り捨てること。（例：３時間10分⇒3.16）

９．⑮欄は、年間平均利用児童数を記入するこことし、小数点以下は切り捨てること。

10．⑯欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。

11．⑰欄は、放課後児童支援員を配置した場合には「◯」を記入すること。

12．⑱欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。なお、⑰欄に「◯」を記入しない場合、空欄とすること。

13．⑲欄は、開設準備経費の単価を適用する場合には「◯」を記入すること。

事業内容等事業所名 総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

実施場所 運営主体

開所状況

事業実施月数

放課後児童支援員の配置

開設準備経費
週の開所日数 開所時間数 利用児童数 配置の有無 配置月数

５．⑩欄は、児童福祉施設（保育所以外）、保育所、団地集会室、空き店舗、公共施設（※）、その他から該当するものを選択すること。
　※「公共施設」とは、上記に記入した公共施設以外の公共施設をいう。

合計（　　　か所）



別表２

２７　待機児童対策協議会推進事業

都道府県名

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額

① ②
円 円

待機児童対策協議会推進事業

計 0 0

（記載上の注意）

１．③欄は、配置する職員の職種（事務、保育士、保健師等）を記入すること。

配置職員の職種

③

0



別表２

２８－１　新たな待機児童対策提案型事業（都道府県、市町村直接補助事業分）

都道府県名

市町村名

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額

① ②
円 円

新たな待機児童対策提案型事業

計 0 0

（記載上の注意）

１．③欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

実施事業内容

③

１．保育の受け皿拡大を図る事業
２．保育人材の確保を図る事業
３．多様な保育の促進を図る事業
４．その他、特に待機児童解消に資すると
　　考えられる事業



別表２

２８－２　新たな待機児童対策提案型事業（都道府県・市町村間接補助事業分）

都道府県名

市町村名

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額
都道府県又は市

町村補助額
国庫補助基本額 国庫補助所要額 実施事業内容

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×10/10） ⑩
円 円 円 円 円 円 円 円 円

新たな待機児童対策提案型事業 0 0 0

１．保育の受け皿拡大を図る事業
２．保育人材の確保を図る事業
３．多様な保育の促進を図る事業
４．その他、特に待機児童解消に資すると
　　考えられる事業

※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑩欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。



別表２

２８－３　新たな待機児童対策提案型事業（都道府県間接補助事業分）
都道府県名
市町村名

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 都道府県補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 実施事業内容

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×10/10） ⑩
円 円 円 円 円 円 円 円 円

新たな待機児童対策提案型事業 0 0 0

１．保育の受け皿拡大を図る事業
２．保育人材の確保を図る事業
３．多様な保育の促進を図る事業
４．その他、特に待機児童解消に資すると
　　考えられる事業

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑩欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。



別表２

２９－１　認可外保育施設改修費等支援事業（直接補助分）（総括） 都道府県

市 町 村　名

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）改修費等支援 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）移転費等支援 0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．①から⑧の各欄には各施設の合計を記入すること。

0 0 0

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

0
合　　計

0 0 0 0

対象経費の
支出予定額

総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額



別表２

２９－１　認可外保育施設改修費等支援事業（直接補助分）
（１）改修費等支援 都道府県

市 町 村　名

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月
総事業費

（(ア)⑦＋(イ)⑦）

寄付金その他の
収入予定額

（(ア)⑧＋(イ)⑧）

差引額
（(ア)⑨＋(イ)⑨）

対象経費の
支出予定額

（(ア)⑩＋(イ)⑩）

国庫補助基準額
（(ア)⑪＋(イ)⑪）

選定額
（(ア)⑫＋(イ)⑫）

国庫補助基本額
（(ア)⑬＋(イ)⑬）

国庫補助所要額
（(ア)⑭＋(イ)⑭）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（内訳）
　（ア）要件１を満たす施設

対象施設名 実施主体 定員 区分
（現状）

区分
（移行後）

移行予定
年月

総事業費 寄付金その他の
収入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×1/2）

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（イ）要件２を満たす施設

対象施設名 実施主体 定員 区分
（現状）

区分
（移行後）

移行予定
年月

総事業費 寄付金その他の
収入予定額

差引額 対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×1/2）

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、実施主体の種別を記入すること。

２．③欄は、現在の定員を記入すること。

３．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

４．⑤欄は、将来的に移行を予定している認可保育施設・事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所）

５．⑥欄は、将来的に認可保育施設・事業へ移行する予定年月を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄には、⑫欄の額を記入すること。

８．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

各施設の合計

小　　計

小　　計



別表２

２９－１　認可外保育施設改修費等支援事業（直接補助分）
（２）移転費等支援 都道府県

市 町 村  名

移転費
（(ア)⑪＋(イ)⑪）

仮設設置費
（(ア)⑫）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（内訳）

　（ア）要件１を満たす施設

移転費 仮設設置費

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×1/2）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（イ）要件２を満たす施設

移転費 仮設設置費

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×1/2）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、実施主体の種別を記入すること。

２．③欄は、現在の定員を記入すること。

３．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

４．⑤欄は、将来的に移行を予定している認可保育施設・事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所）

５．⑥欄は、将来的に認可保育施設・事業へ移行する予定年月を記入すること。

６．⑭欄は、⑨欄、⑩欄及び⑬欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑮欄には、⑭欄の額を記入すること。

８．⑯欄には、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

合　　計

総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

　対象経費の支出予定額
国庫補助基準額

移行予定
年月

区分
（現状）

定員実施主体対象施設名

合　　計

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）

選定額
（(ア)⑭＋(イ)⑭）

国庫補助基本額
（(ア)⑮＋(イ)⑮）

国庫補助所要額
（(ア)⑯＋(イ)⑯）

総事業費
（(ア)⑦＋(イ)⑦）

寄付金その他の
収入予定額

（(ア)⑧＋(イ)⑧）

差引額
（(ア)⑨＋(イ)⑨）

　対象経費の支出予定額（(ア)⑩＋(イ)⑩）
国庫補助基準額
（(ア)⑬＋(イ)⑬）

合　　計

区分
（移行後）

移行予定
年月

国庫補助所要額国庫補助基本額選定額国庫補助基準額
　対象経費の支出予定額

差引額寄付金その他の
収入予定額

総事業費移行予定
年月

区分
（移行後）

対象施設名 実施主体 定員 区分
（現状）



別表２

２９－２　認可外保育施設改修費等支援事業（間接補助事業分）（総括） 都道府県

市 町 村　名

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

（１）改修費等支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）移転費等支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　円 ※２　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①から⑩の各欄には各施設の合計を記入すること。

合　　計

国庫補助基準額 選定額 （⑥×３／４） 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額



別表２

２９－２　認可外保育施設改修費等支援事業（間接補助分）

（１）改修費等支援 都道府県

市 町 村　名

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月

総事業費
（(ア)⑦＋(イ)

⑦）

寄付金その他
の

収入予定額
（(ア)⑧＋(イ)⑧）

差引額
（(ア)⑨＋(イ)

⑨）

対象経費の
支出予定額
（(ア)⑩＋(イ)

⑩）

国庫補助基準
額

（(ア)⑪＋(イ)
⑪）

選定額
（(ア)⑫＋(イ)

⑫）

（(ア)⑬＋(イ)
⑬）

自治体
補助額

（(ア)⑭＋(イ)
⑭）

国庫補助基
本額

（(ア)⑬＋(イ)
⑬）

国庫補助所
要額

（(ア)⑭＋(イ)
⑭）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（内訳）

　（ア）要件１を満たす施設

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月
総事業費

寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の支

出予定額
国庫補助
基準額

選定額 （⑫×3/4）
自治体
補助額

国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×2/3）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（イ）要件２を満たす施設

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月
総事業費

寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の支

出予定額
国庫補助
基準額

選定額 （⑫×3/4）
自治体
補助額

国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×2/3）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、実施主体の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、現在の定員を記入すること。

３．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

４．⑤欄は、将来的に移行を予定している認可保育施設・事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所）

５．⑥欄は、将来的に認可保育施設・事業へ移行する予定年月を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較し、いずれか少ない方の額を記入すること。

８．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

合　　計

合　　計

合　　計



別表２

２９－２　認可外保育施設改修費等支援事業（間接補助分）
（２）移転費等支援 都道府県

市 町 村　名

移転費
（(ア)⑪＋(イ)

⑪）

仮設設置費
（(ア)⑫）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（内訳）

　（ア）要件１を満たす施設

移転費 仮設設置費

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱（⑰×2/3）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（イ）要件２を満たす施設

移転費 仮設設置費

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱（⑰×2/3）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、実施主体の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、現在の定員を記入すること。

３．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

４．⑤欄は、将来的に移行を予定している認可保育施設・事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所）

５．⑥欄は、将来的に認可保育施設・事業へ移行する予定年月を記入すること。

６．⑭欄は、⑨欄、⑩欄及び⑬欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑰欄は、⑮欄と⑯欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

８．⑱欄には、⑰欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

国庫補助
所要額

合　　計

国庫補助
基準額

選定額 （⑭×3/4）
自治体
補助額

国庫補助
基本額

移行予定
年月

総事業費
寄付金その他
の収入予定

額
差引額

　対象経費の支出予定額
対象施設名 実施主体 定員 区分

（現状）
区分

（移行後）

国庫補助基
本額

（(ア)⑰＋(イ)
⑰）

国庫補助所
要額

（(ア)⑱＋(イ)
⑱）

対象施設名 実施主体 定員 区分
（現状）

区分
（移行後）

移行予定
年月

総事業費
（(ア)⑦＋(イ)

⑦）

寄付金その他
の

収入予定額
（(ア)⑧＋(イ)

⑧）

差引額
（(ア)⑨＋(イ)

⑨）

　対象経費の支出予定額（(ア)⑩＋(イ)⑩）

国庫補助
所要額

合　　計

　対象経費の支出予定額 国庫補助
基準額

選定額 （⑭×3/4）
自治体
補助額

国庫補助
基本額

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月
総事業費

寄付金その他
の収入予定

額
差引額

国庫補助基
準額

（(ア)⑬＋(イ)
⑬）

選定額
（(ア)⑭＋(イ)

⑭）

（(ア)⑮＋(イ)
⑮）

自治体
補助額

（(ア)⑯＋(イ)
⑯）

合　　計



別表２

３０ー１　２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業（市町村事業・直接補助分）
市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④（②－③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）
円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

　



別表２

３０ー２　２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業（市町村間接補助事業分）
市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④（②－③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）
円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

　



別表２

３１　保育士等の処遇改善取得促進等事業

都道府県名

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額

① ②
円 円

保育士等の処遇改善取得促進等事業

計 0 0



別表

都道府県名

（千円）

国庫補助所要額 国庫補助金交付決定額 国庫補助金受入済額 返納額

　都道府県事業（直接補助）

　都道府県間接補助事業

合　計

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金精算額総括表



別表

市町村名

（千円）

国庫補助所要額 国庫補助金交付決定額 国庫補助金受入済額 返納額

　市町村事業（直接補助）

　市町村間接補助事業

合　計

令和　　年度保育対策総合支援事業費補助金精算額総括表



別表１

都道府県名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

国庫補助金

交付決定額

国庫補助金

受入済額

差引

過不足額

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩ｰ⑧）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

保育士資格等取得支援事業

保育士試験追加実施支援事業

※ 保育士養成施設に対する就職等促進支援事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育所支援センター設置運営事業

保育士・保育の現場の魅力発信事業

※ 保育士修学資金貸付等事業

※
認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（調査費、助

言指導費、指導監督基準遵守助言指導費）

※ 民有地マッチング事業

※ 医療的ケア児保育支援事業

※ 保育所等における要支援児童等対応推進事業

※
保育環境改善等事業（安全対策事業（ICTを活用した子どもの

見守りに必要な機器の購入を行う事業））

※ 保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

待機児童対策協議会推進事業

新たな待機児童対策提案型事業

※ 認可外保育施設改修費等支援事業

保育士等の処遇改善取得促進等事業

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較して、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．※については①欄から⑧欄の各欄に、別表2の合計を記入すること。

保育対策総合支援事業費補助金精算書（都道府県事業・直接補助）

合　　　　　計

事　　業　　名

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/2

1/2

10/10

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

9/10

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2



別表１

市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

国庫補助金

交付決定額

国庫補助金

受入済額

差引

過不足額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩ｰ⑧）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

保育士資格等取得支援事業　※指定都市・中核市のみ

保育士試験追加実施支援事業　※指定都市のみ

※ 保育士宿舎借り上げ支援事業

保育人材等就職・交流支援事業（保育人材等就職支援事業）

保育人材等就職・交流支援事業（保育士等のキャリアアップ構築のための

人材交流等支援事業）

※ 保育補助者雇上強化事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育所支援センター設置運営事業　※指定都市・中核市のみ

保育士・保育の現場の魅力発信事業

※ 保育士修学資金貸付等事業　※指定都市のみ

※ 保育所等改修費等支援事業（国負担割合３分の２）

※ 保育所等改修費等支援事業（国負担割合２分の１）

※
認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（調査費、助言指導費、

指導監督基準遵守助言指導費、認可化移行移転費等）

※ 民有地マッチング事業

※ 広域的保育所等利用事業

※ 保育利用支援事業

※ ３歳児受入れ等連携支援事業

※ 医療的ケア児保育支援事業　※指定都市・中核市のみ

※ 家庭支援推進保育事業

※ 認可外保育施設の衛生・安全対策事業　※指定都市・中核市のみ

※
保育環境改善等事業（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等にお

ける乳幼児受入れ支援事業以外）※指定都市・中核市のみ

※
保育環境改善等事業（安全対策事業（ICTを活用した子どもの見守りに必

要な機器の購入を行う事業））

※
保育環境改善等事業（放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入

れ支援事業）

※ 保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

※ 放課後居場所緊急対策事業

※ 小規模多機能・放課後児童支援事業

新たな待機児童対策提案型事業

※ 認可外保育施設改修費等支援事業

２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較して、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．※については①欄から⑧欄の各欄に、別表2の合計を記入すること。

保育対策総合支援事業費補助金精算書（市町村事業・直接補助）

合　　　　　計

事　　業　　名

2222112111

1/2

1/2

1/2

1/2

3/4

1/2

1/2

1/2

9/10

2/3

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/3

1/3

1/2

1/2

1/3

1/3

10/10

1/2

1/2

1/2

3/4



別表１

都道府県

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額

都道府県

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

国庫補助金

交付決定額

国庫補助金

受入済額

差引

過不足額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪－⑨）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

保育士資格等取得支援事業

保育士養成施設に対する就職等促進支援事業

※ 保育体制強化事業

※ 保育補助者雇上強化事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育の現場の魅力発信事業

保育士修学資金貸付等事業

※

都市部における保育所等への賃借料等支援事業

（都市部における保育所等への賃借料支援事業：財政力指数1.0超の市町村及

び特別区）

※
都市部における保育所等への賃借料等支援事業

（都市部における保育所等への賃借料支援事業：上記以外の市町村）

民有地マッチング事業

※ 医療的ケア児保育支援事業

※ 保育所等における要支援児童等対応推進事業

※ 認可外保育施設の衛生・安全対策事業

保育環境改善等事業（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間に

おける乳幼児受入れ支援事業以外）

※ （１）基本改善事業

※ （２）環境改善事業

保育環境改善等事業（安全対策事業（睡眠中の事故防止対策に

必要な機器の購入等を行う事業、ＩＣＴを活用した子どもの見

守りに必要な機器の購入を行う事業））

※ 保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

新たな待機児童対策提案型事業　②の事業

※ 新たな待機児童対策提案型事業　③の事業

認可外保育施設改修費等支援事業

0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑧欄の※１及び⑨欄の※２については、別表２により算出されたそれぞれの合計額（※１及び※２）を記載すること。

５．※については、上記に関わらず、①から⑨の各欄には各市町村の合計を記載すること。

合計

保育対策総合支援事業費補助金精算書（都道府県間接補助事業）

１．都道府県（合計）

事業名

※２※１

※２※１

※２※１

※２※１

※２※１

※２※１



別表１

市町村名

２．都道府県（市町村分）

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額 （⑥×３／４）

都道府県

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

※ 保育体制強化事業

※ 保育補助者雇上強化事業

※

都市部における保育所等への賃借料等支援事業

（都市部における保育所等への賃借料支援事業：財政力指数

1.0超の市町村及び特別区）

※

都市部における保育所等への賃借料等支援事業

（都市部における保育所等への賃借料支援事業：上記以外の市

町村）

※ 医療的ケア児保育支援事業

※ 保育所等における要支援児童等対応推進事業

認可外保育施設の衛生・安全対策事業

保育環境改善等事業（安全対策事業、放課後児童ク

ラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業以

外）

（１）基本改善事業

（２）環境改善事業　①～⑥の事業

保育環境改善等事業（安全対策事業（睡眠中の事故

防止対策に必要な機器の購入等を行う事業、ＩＣＴ

を活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行

う事業））

保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

※ 新たな待機児童対策提案型事業　③の事業

合計

（記載上の注意）

１．⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、別表２の各事業で定める選定額に乗じる割合（３／４等）を⑥に乗じた金額を記載すること。

３．⑨欄には、⑦欄の額と⑧欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑩欄には、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．※については、上記に関わらず、①欄から⑩欄の各欄に、別表２の合計を記入すること。

事業名

保育対策総合支援事業費補助金精算書（都道府県間接補助事業）



別表１

市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額
国庫補助基準額 選定額

市町村

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

国庫補助金

交付決定額

国庫補助金

受入済額

差引

過不足額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪－⑨）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

保育士資格等取得支援事業　※指定都市・中核市のみ

※ 保育士宿舎借り上げ支援事業

保育人材等就職・交流支援事業（保育人材等就職支援事業）

保育人材等就職・交流支援事業（保育士等のキャリアアップ構築のための人材

交流等支援事業）

※ 保育体制強化事業

※ 保育補助者雇上強化事業

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

保育士・保育の現場魅力発信事業

保育士修学資金貸付等事業

※
保育所等改修費等支援事業（家庭的保育改修費等を除く）

（国負担割合３分の２）

※
保育所等改修費等支援事業（家庭的保育改修費等を除く）

（国負担割合２分の１）

※ 家庭的保育改修費等（国負担割合３分の２）

※ 家庭的保育改修費等（国負担割合２分の１）

※ 都市部における保育所等への賃借料等支援事業（保育所設置促進事業）

※ 認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（認可化移行移転費等）

※ 民有地マッチング事業（コーディネーターの配置支援）

※ 保育利用支援事業

※ ３歳児受入れ等連携支援事業　①の事業

※ 家庭支援推進保育事業

※ 認可外保育施設の衛生・安全対策事業　※指定都市・中核市のみ

※
保育環境改善等事業(安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳

幼児受入れ支援事業以外)※指定都市・中核市のみ

※

保育環境改善等事業（安全対策事業（睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購

入等を行う事業、ＩＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う

事業））

※
保育環境改善等事業（放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支

援事業）

※ 新たな待機児童対策提案型事業

※ 認可外保育施設改修費等支援事業

※ ２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業

0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑧欄の※１及び⑨欄の※２については、別表２により算出されたそれぞれの合計額（※１及び※２）を記載すること。

合計

保育対策総合支援事業費補助金精算書（市町村間接補助事業）

１．市町村

事業名

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※１ ※２

※１

※１

※２

※２

※１ ※２

※１ ※２



別表２

都道府県
指定都市 名

中 核 市

事業の内容
代替職員配置数

（延べ人数）

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額

① ②

Ⅰ保育士資格等取得支援事業 （１）認可外保育施設保育士資格取得支援事業

（２）保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

（３）幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

（４）保育所等保育士資格取得支援事業

（５）保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

Ⅱ保育士試験による資格取得支援事業 （１）受験対策学習費用補助事業

（２）保育士試験受験直前講座実施事業

人 円 円

合　　計 0 0 0

１－１　保育士資格等取得支援事業（都道府県、指定都市、中核市事業・直接補助分）



別表２

都道府県
指定都市 名

中 核 市

事業の内容
代替職員配置数

（延べ人数）

対象経費の

支出予定額
国庫補助基準額

① ②

Ⅰ保育士資格等取得支援事業 （１）認可外保育施設保育士資格取得支援事業

（２）保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

（３）幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

（４）保育所等保育士資格取得支援事業

（５）保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

Ⅱ保育士試験による資格取得支援事業 （１）受験対策学習費用補助事業

（２）保育士試験受験直前講座実施事業

人 円 円

合　　計 0 0 0

１－２　保育士資格等取得支援事業（都道府県、指定都市、中核市事業・間接補助事業分）



別表２

都道府県

２　保育士試験追加実施支援事業 指定都市 名

対象経費の

実支出額
国庫補助基準額

① ②

円 円

※支出を予定している具体的内容が確認できる書類を添付すること。



別表２

３－１　保育士養成施設に対する就職等促進支援事業（都道府県事業・直接補助分） 都道府県名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。



別表２

３－２　保育士養成施設に対する就職等促進支援事業（都道府県間接補助事業分） 都道府県名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額

都道府県

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　円 ※２　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑨欄には、⑦欄の額と⑧欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

３．⑩欄には、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

４－１　保育士宿舎借り上げ支援事業（特別区以外かつ財政力指数1.0以下の市町村）（市町村事業・直接補助分） 市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額
対象者数

対象月数

（延月数）

② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2） ⑩ ⑪

ア 0 0

イ 0 0

ア 0 0

イ 0 0

ア 0 0

イ 0 0

ア 0 0

イ 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 人 月

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

３．⑪欄は１年間の対象月数の合計数を記入すること。

１．②欄から⑦欄まで、令和２年度以降に事業の対象となる者については「ア」の行に、令和元年度以前から事業の対象となっている者については「イ」の行に、分けて記載すること。

0 0

0 0

0 0

対象施設名

①

0 0



別表２

４－２　保育士宿舎借り上げ支援事業（特別区及び財政力指数1.0を超える市町村）（市町村事業・直接補助分） 市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額 （⑦×３／４）

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額
対象者数

対象月数

（延月数）

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×１／２） ⑪ ⑫

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ウ 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ウ 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ウ 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ウ 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 月

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

３．⑫欄は１年間の対象月数の合計数を記入すること。

１．②欄から⑧欄まで、令和２年度以降に事業の対象となる者については「ア」の行に、平成30年度から令和元年度の間から事業の対象となっている者については「イ」の行に、平成29年度以前から事業の

対象となっている者については「ウ」の行に、分けて記載すること。

0 0

0 0

0 0

対象施設名

0 0



別表２

４－３　保育士宿舎借り上げ支援事業（特別区以外かつ財政力指数1.0以下の市町村）（市町村間接補助事業分） 市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額 （⑦×３／４）

市町村

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額
対象者数

対象月数

（延月数）

② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×2/3） ⑫ ⑬

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

ア 0 0 0

イ 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　円 ※２　　　　　円 人 月

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄から⑧欄まで、令和２年度以降に事業の対象となる者については「ア」の行に、令和元年度以前から事業の対象となっている者については「イ」の行に、分けて記載すること。

２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

３．⑩欄には、⑧欄の額と⑨欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

４．⑪欄には、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑬欄は１年間の対象月数の合計数を記入すること。

対象施設名

0

0

①

0

0



別表２

４－４　保育士宿舎借り上げ支援事業（特別区及び財政力指数1.0を超える市町村）（市町村間接補助事業分） 市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額 （⑦×３／４） （⑧×３／４）

市町村

補助額

国庫補助

基本額

国庫補助

所要額
対象者数

対象月数

（延月数）

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪×2/3） ⑬ ⑭

ア 0 0 0 0

イ 0 0 0 0

ウ 0 0 0

ア 0 0 0 0

イ 0 0 0 0

ウ 0 0 0

ア 0 0 0 0

イ 0 0 0 0

ウ 0 0 0

ア 0 0 0 0

イ 0 0 0 0

ウ 0 0 0

ア 0 0 0 0

イ 0 0 0 0

ウ 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　円 ※２　　　　円 人 月

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

３．⑪欄には、⑨欄の額と⑩欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

４．⑫欄には、⑪欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は１年間の対象月数の合計数を記入すること。

１．②欄から⑨欄まで、令和２年度以降に事業の対象となる者については「ア」の行に、平成30年度から令和元年度の間から事業の対象となっている者については「イ」の行に、平成29年度以前から事業の対象となっている者については「ウ」の行に、分けて記載

すること。

0 0

0

0 0

0

0 0

対象施設名

0 0



別表２

市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥

円 円 円 円 円 円

（１） 保育人材等就職支援事業
0 0

（２） 保育士等のキャリアアップ構築の

ための人材交流等支援事業 0 0

円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５－１　保育人材等就職・交流支援事業（市町村事業・直接補助分）



別表２

市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額

国庫補助

基準額
選定額

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥

円 円 円 円 円 円

（１） 保育人材等就職支援事業 0 0

（２） 保育士等のキャリアアップ構築の

ための人材交流等支援事業
0 0

円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５－２　保育人材等就職・交流支援事業（市町村間接補助事業分）



別表２

６－１　保育体制強化事業（市町村間接補助事業） 市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額
国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

保育支援者

配置数

スポット支援員

配置数

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/2） ⑪ ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑨欄には、⑦欄の額と⑧欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

３．⑩欄には、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

６－２　保育体制強化事業（都道府県間接補助事業） 市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額
国庫補助基準額 選定額 (⑦×３／４) 都道府県補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

保育支援者

配置数

スポット支援員

配置数

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×2/3） ⑫ ⑬

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 　円 　円 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

３．⑪欄には、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

７－１　保育補助者雇上強化事業（市町村事業・直接補助分） 市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額
国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

保育補助者

配置数

有資格保育補助者

配置数

有資格保育補助者

の採用年月日

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×3/4） ⑩ ⑪ ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 人 人 年月日

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

７－２　保育補助者雇上強化事業（市町村間接補助事業） 市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額
国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

保育補助者

配置数

有資格保育補助者

配置数

有資格保育補助者

の採用年月日

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×3/4） ⑪ ⑫ ⑬

円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人 年月日

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　円 ※２　　　　　円 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑨欄には、⑦欄の額と⑧欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

３．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

７－３　保育補助者雇上強化事業（都道府県間接補助事業） 市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額
国庫補助基準額 選定額 （⑦×７／８） 都道府県補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

保育補助者

配置数

有資格保育補助者

配置数

有資格保育補助者

の採用年月日

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×6/7） ⑫ ⑬ ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人 年月日

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

３．⑪欄には、⑩欄に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。



別表２

都道府県

市 町 村 名

対象経費の

実支出額

①

（１）保育士への巡回支援

（２）保育事業者への巡回支援

（３）放課後児童クラブへの巡回支援

（４）魅力ある職場づくりに向けた啓発セミナー等の実施

（５）自己評価に係る地域協議会

円

合　　計 0

円

0

８－１　保育士や保育事業者等への巡回支援事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）

国庫補助基準額

②



別表２

都道府県

市 町 村 名

対象経費の

実支出額

①

（１）保育士への巡回支援

（２）保育事業者への巡回支援

（３）放課後児童クラブへの巡回支援

（４）魅力ある職場づくりに向けた啓発セミナー等の実施

（５）自己評価に係る地域協議会

円

合　　計 0 0

円

８－２　保育士や保育事業者等への巡回支援事業（都道府県、市町村間接補助事業分）

国庫補助基準額

②



別表２

都道府県

指定都市 名

９　保育士・保育所支援センター設置運営事業 中 核 市

対象経費の

実支出額
国庫補助基準額 就職件数 対象者数

① ② ③  ④

(1)
保育士・保育所支援センター開

設運営経費

(2)
保育士再就職支援コーディネー

ター雇上費

(3)
保育士キャリアアドバイザー雇

上費

(4)
再就職支援及び雇用管理改善経

費

(5)
潜在保育士の把握及びセンター

認知度向上のための経費

(6)
保育士登録簿を活用した就職促

進経費

今年度

（前年度同時期）

(8)
放課後児童支援員の人材確保支

援のための経費

円 円 人 人

合　計 （今年度）

（記載上の注意）

１．③欄、④欄は、（１）については、同センターの事業対象者として登録されている保育士の数（（６）による登録者数を含む。）、（２）については、同センターの事業に基づく紹介による

就職件数、（３）については、キャリアアドバイザーによる支援を受けた保育士の延べ人数、（６）については、保育士登録の仕組みを活用して登録された保育士数をそれぞれ記載すること。

件

(7)
マッチングシステム導入・改修

のための経費

求人・求職件数

⑤



別表２

都道府県

市 町 村 名

対象経費の

実支出額

①

１　保育士の職業や保育の現場の魅力発信

２　保育士が相談しやすい体制整備

　　保育士の相談窓口の設置

円

合　　計 0

円

0

１０－１　保育士・保育の現場の魅力発信事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）

国庫補助基準額

②



別表２

都道府県

市 町 村 名

対象経費の

実支出額

①

１　保育士の職業や保育の現場の魅力発信

２　保育士が相談しやすい体制整備

　　保育士の相談窓口の設置

円

合　　計 0

円

0

１０－２　保育士・保育の現場の魅力発信事業（都道府県、市町村間接補助事業分）

国庫補助基準額

②



別表２

１１－１　保育士修学資金貸付等事業（直接補助事業分） 都道府県

指定都市

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額
国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

貸付人数又は

貸付事業所数
貸付金額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×９／１０） ⑨ ⑩

0

入学準備金 0

就職準備金 0

生活扶助加算 0

0

0

0

0

0

0

円 円 円 円 円 円 円 円 人 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄、⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄は、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄は、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑨欄は、貸し付ける人数又は事業者の総数を記入すること。

合　　計

貸付事務費

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

就職準備金貸付

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

保育士修学資金貸付

（１）基本額

（２）加算額

（３）就職準備金のみの貸付

保育補助者雇上費貸付

名



別表２

１１－２　保育士修学資金貸付等事業（間接補助事業分）

間接補助事業者名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の

実支出額
国庫補助基準額 選定額

都道府県等

補助額
国庫補助基本額 国庫補助所要額

貸付人数又は

貸付事業所数
貸付金額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

0

入学準備金 0

就職準備金 0

生活扶助加算 0

0

0

0

0

0

0

円 円 円 円 円 円 円 ※１ 　　 　　　 円 ※２　  　　　　 円 人 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．間接補助事業者ごとに作成すること。

２．⑥欄は、③欄、④欄、⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑧欄は、⑥欄と⑦欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること

４．⑨欄は、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑩欄は、貸し付ける人数又は事業者の総数を記入すること。

（２）加算額

（３）就職準備金のみの貸付

合　　計

貸付事務費

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

就職準備金貸付

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

保育補助者雇上費貸付

保育士修学資金貸付

（１）基本額

都道府県

指定都市　名



別表２

市町村名

１２－１　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合３分の２）（総括表）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）賃貸物件による保育所等改修費等

（２）小規模保育改修費等

（３）認可化移行改修費等

（４）家庭的保育改修費等

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．①欄から⑧欄までの各欄には、別表２の１２－１①から１２－１③の各施設の合計を記入すること。

１２－２　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）（総括表）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）賃貸物件による保育所等改修費等

（２）小規模保育改修費等

（３）認可化移行改修費等

（４）家庭的保育改修費等

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等

円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

（記載上の注意）

１．⑦欄及び⑧欄には、別表２の１２－２①から１２－２⑤により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

別表２

市町村名

１２－３　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合２分の１）（総括表）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）賃貸物件による保育所等改修費等

（２）小規模保育改修費等

（３）認可化移行改修費等

（４）家庭的保育改修費等

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．①欄から⑧欄までの各欄には、別表２の１２－３①から１２－３③の各施設の合計を記入すること。

１２－４　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）（総括表）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）賃貸物件による保育所等改修費等

（２）小規模保育改修費等

（３）認可化移行改修費等

（４）家庭的保育改修費等

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等

円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

（記載上の注意）

１．⑦欄及び⑧欄には、別表２の１２－４①から１２－４⑤により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

合　　計

総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

0 0

選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

合　　計
0 0 0 0 0 0 0 0

差引額 対象経費の
実支出額

総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

合　　計
0 0

総事業費 寄付金その他
の収入額

国庫補助所要額

合　　計
0 0 0 0 0

対象経費の
実支出額

0 0 0

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２

※１ ※２



別表２

１２－１①　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（２）小規模保育改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑬×２／３）
事業開始年月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、整備する小規模保育事業所の類型に応じて「Ａ型」「Ｂ型」「Ｃ型」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄と同額を記入すること。

８．⑭欄は、⑬欄の額に２／３を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

９．⑮欄は、小規模保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－１②　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（３）認可化移行改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑪×２／３）
移行年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、移行を予定している保育事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等）

３．④欄は、認可化移行後の施設等の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄と同額を記入すること。

６．⑫欄は、⑪欄の額に２／３を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

７．⑬欄は、認可化移行する年月日を記入すること。　

８．⑭欄は、該当する全ての番号に○をすること。

別表２

１２－１③　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（４）家庭的保育改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑪×２／３）
事業開始年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、家庭的保育事業所又は連携保育所の別を記入すること。

３．④欄は、改修する家庭的保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄と同額を記入すること。

６．⑫欄は、⑪欄の額に２／３を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

７．⑬欄は、家庭的保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－１④　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 改修費等 礼金及び賃借料 総事業費 寄付金その他の収
入額

差引額 対象経費の
支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑬×２／３）
事業開始年月日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、改修等を行う施設・事業所の類型を記入すること。（保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等）

３．④欄は、乳児等通園支援事業実施事業所の利用定員を記入すること。

４．⑤⑥欄は、経費としてそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

５．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄と同額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に２／３を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

８．⑮欄は、事業を開始する年月日を記入すること。　

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

事業実施内容

⑭

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

合計



別表２

１２－２①　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（１）賃貸物件による保育所等改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 施設区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 開設年月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×８／９） ⑰

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、整備を行う施設に応じて「保育所」「保育所分園」「幼保連携型認定こども園」「幼保連携型認定こども園分園」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行や小規模保育事業所からの施設種別の変更の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する保育所又は保育所分園の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

８．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

９．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

10．⑰欄は、保育所、保育所分園、幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園分園を開設する年月日を記入すること。　

別表２

１２－２②　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（２）小規模保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×８／９） ⑰

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、整備する小規模保育事業所の類型に応じて「Ａ型」「Ｂ型」「Ｃ型」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

８．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

９．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

10．⑰欄は、小規模保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－２③　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（３）認可化移行改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑩×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 移行年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×８／９） ⑮

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、移行を予定している保育事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等）

３．④欄は、認可化移行後の施設等の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

６．⑬欄は、⑪欄と⑫欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

８．⑮欄は、認可化移行する年月日を記入すること。　

９．⑯欄は、該当する全ての番号に○をすること。

別表２

１２－２④　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（４）家庭的保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×２／３） ⑭

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（市町村、社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、家庭的保育事業所又は連携保育所の別を記入すること。

３．④欄は、改修する家庭的保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑫欄は、⑩欄と⑪欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

７．⑭欄は、家庭的保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－２⑤　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑩×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日 移行年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×８／９） ⑮ ⑯

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（学校法人、社会福祉法人等）

２．③欄は、移行を予定している認定こども園の形態（幼保連携型、幼稚園型）又は小規模保育事業所を記入すること。

３．④欄は、移行後の認定こども園（幼保連携型、幼稚園型）における保育認定部分又は小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

６．⑬欄は、⑪欄と⑫欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

８．⑮欄は、幼稚園における長時間預かり保育事業を開始する年月日を記入すること。　

９．⑯欄は、認定子ども園又は小規模保育事業所に移行する年月日を記入すること。

別表２

１２－２⑥　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合３分の２）
（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 改修費等 礼金及び賃借料 総事業費 寄付金その他の
収入額

差引額 対象経費の
支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×８／９） ⑰

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、改修等を行う施設・事業所の類型を記入すること。（保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等）

３．④欄は、乳児等通園支援事業実施事業所の利用定員を記入すること。

４．⑤⑥欄は、経費としてそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

５．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

７．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

８．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

９．⑰欄は、事業を開始する年月日を記入すること。　

合計

合計

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

事業実施内容

⑯

合計



別表２

１２－３①　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（２）小規模保育改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑬×１／２）
事業開始年月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、整備する小規模保育事業所の類型に応じて「Ａ型」「Ｂ型」「Ｃ型」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄と同額を記入すること。

８．⑭欄は、⑬欄の額に１／２を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

９．⑮欄は、小規模保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－３②　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（３）認可化移行改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費
寄付金その

他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑪×１／２）
移行年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、移行を予定している保育事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等）

３．④欄は、認可化移行後の施設等の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄と同額を記入すること。

６．⑫欄は、⑪欄の額に１／２を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

７．⑬欄は、認可化移行する年月日を記入すること。　

８．⑭欄は、該当する全ての番号に○をすること。

別表２

１２－３③　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（４）家庭的保育改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費
寄付金その

他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑪×１／２）
事業開始年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、家庭的保育事業所又は連携保育所の別を記入すること。

３．④欄は、改修する家庭的保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄と同額を記入すること。

６．⑫欄は、⑪欄の額に１／２を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

７．⑬欄は、家庭的保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－３④　保育所等改修費等支援事業（直接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 改修費等 礼金及び賃
借料

総事業費 寄付金その他の収
入額

差引額 対象経費の
支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額
国庫補助所要額

（⑬×１／２）
事業開始年月日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、改修等を行う施設・事業所の類型を記入すること。（保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等）

３．④欄は、乳児等通園支援事業実施事業所の利用定員を記入すること。

４．⑤⑥欄は、経費としてそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

５．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄と同額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に１／２を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

８．⑮欄は、事業を開始する年月日を記入すること。　

合計

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

事業実施内容

⑭



別表２

１２－４①　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（１）賃貸物件による保育所等改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 施設区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 開設年月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×２／３） ⑰

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、整備を行う施設に応じて「保育所」「保育所分園」「幼保連携型認定こども園」「幼保連携型認定こども園分園」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行や小規模保育事業所からの施設種別の変更の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する保育所又は保育所分園の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

８．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

９．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

10．⑰欄は、保育所、保育所分園、幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園分園を開設する年月日を記入すること。　

別表２

１２－４②　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（２）小規模保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 整備区分 定員 うち定員増 総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日

① ② ③ ④ 　　　⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×２／３） ⑰

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、整備する小規模保育事業所の類型に応じて「Ａ型」「Ｂ型」「Ｃ型」のいずれかを記入すること。

３．④欄は、整備内容に応じて、「新設」「定員拡大」「老朽化」「利便性・質の向上」のいずれかを記入すること。なお、認可外保育施設からの認可化移行の際に活用する場合は、「新設（種別変更）」と記入すること。

４．⑤欄は、改修する小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

５．⑥欄は、⑤欄に記入した定員のうち、今回の改修により増加する保育の受け皿（新設の場合は「定員」欄と同数、定員の増加しない改修の場合は「0」とする。）を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

８．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

９．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

10．⑰欄は、小規模保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－４③　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（３）認可化移行改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費
寄付金その

他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑩×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 移行年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×２／３） ⑮

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、移行を予定している保育事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等）

３．④欄は、認可化移行後の施設等の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

６．⑬欄は、⑪欄と⑫欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

８．⑮欄は、認可化移行する年月日を記入すること。　

９．⑯欄は、該当する全ての番号に○をすること。

別表２

１２－４④　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（４）家庭的保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費
寄付金その

他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×１／２） ⑭

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（市町村、社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、家庭的保育事業所又は連携保育所の別を記入すること。

３．④欄は、改修する家庭的保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑫欄は、⑩欄と⑪欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

７．⑭欄は、家庭的保育事業を開始する年月日を記入すること。　

別表２

１２－４⑤　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）

（５）幼稚園における長時間預かり保育改修費等
市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 総事業費
寄付金その

他
の収入額

差引額 対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑩×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日 移行年月日

① ② ③ 　　　④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×２／３） ⑮ ⑯

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、設置主体の法人等の種別を記入すること。（学校法人、社会福祉法人等）

２．③欄は、移行を予定している認定こども園の形態（幼保連携型、幼稚園型）又は小規模保育事業所を記入すること。

３．④欄は、移行後の認定こども園（幼保連携型、幼稚園型）における保育認定部分又は小規模保育事業所の利用定員を記入すること。

４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑪欄は、⑩欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

６．⑬欄は、⑪欄と⑫欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

７．⑭欄は、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

８．⑮欄は、幼稚園における長時間預かり保育事業を開始する年月日を記入すること。　

９．⑯欄は、認定子ども園又は小規模保育事業所に移行する年月日を記入すること。

別表２

１２－４⑥　保育所等改修費等支援事業（間接補助事業分）（国負担割合２分の１）
（６）乳児等通園支援事業実施事業所改修費等 市町村名

対象施設名 設置主体 事業区分 定員 改修費等 礼金及び賃
借料

総事業費 寄付金その他の
収入額

差引額 対象経費の
支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑫×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×２／３） ⑰

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．②欄は、設置主体の種別を記入すること。（市町村等）

２．③欄は、改修等を行う施設・事業所の類型を記入すること。（保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等）

３．④欄は、乳児等通園支援事業実施事業所の利用定員を記入すること。

４．⑤⑥欄は、経費としてそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

５．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

６．⑬欄は、⑫欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

７．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

８．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

９．⑰欄は、事業を開始する年月日を記入すること。　

合計

合計

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

１．既存施設の改修費、設備の設置費
２．備品の購入費
３．賃借料

合計

事業実施内容

⑯

合計



別表２

１３ー１　都市部における保育所への賃借料等支援事業（（１）都市部における保育所への賃借料支援事業）（都道府県間接補助事業） 市 町 村 名

財政力指数

（１）財政力指数が１．０超の市町村及び特別区

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦－⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0 0 0 0
か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）　（１）以外の市町村

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦－⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0 0 0 0
か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．④欄は、認定こども園の場合子育て支援法第19条第１項第２号又は第３号の支給要件を満たし、同法第20条第１項により市町村の認定を受けた児童に係る利用定員数を認定こども園全体の利用定員数で除した数を施設の建物借料に乗じた額を記載すること。

３．⑤欄は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等（平成27年3月31日号外内閣府告示第49号）第１条第51号に規定する賃借料加算

　の年額を記載すること。

４．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、少ない額を記載すること。

５．交付要綱の４（２）⑦ア（ア）のただし書きを適用する施設については、「（１）財政力指数が１．０超の市町村及び特別区」の⑬欄において「（⑫×27/40×2/3）」とあるのを「（⑫×3/4×2/3）」と置き換えて算出すること。

６．⑮欄は、⑬欄と⑭欄の額を比較し、少ない額を記載すること。

７．⑯欄には、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

（⑮×１０／１０）

（公）　　か所

（私）　　か所

総事業費
寄付金その他

の収入額

交付要綱の４（２）⑥
ア（ア）のただし書き

の適用の有無
（○を記載）

（公）　　か所

（私）　　か所

施設・事業所名 設置主体 施設・事業所種別
建物借料
(年額）

賃借料加算
（年額）

（④／⑤） 差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額 （⑫×3/4×2/3）
都道府県
補助額

選定額 （⑫×27/40×2/3）
都道府県
補助額

国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

（⑮×１０／１０）
総事業費

寄付金その他
の収入額

差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

（④／⑤）施設・事業所名 設置主体 施設・事業所種別
建物借料
(年額）

賃借料加算
（年額）



別表２

１３－２　都市部における保育所への賃借料等支援事業（（２）保育所設置促進事業）（市町村間接補助事業） 市町村名

対象施設名 運営主体 定員 区分 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑩×３／４） 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ 　⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×２／３） ⑮

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

人 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

（記載上の注意）
１．②欄は、法人等の種別を記入すること。（株式会社、NPO法人等）
２．③欄は、実施する保育所等の定員を記入すること。
３．④欄は、保育所・幼保連携型認定こども園の別を記入すること。
４．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
５．⑬欄には、⑪欄の額と⑫欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。
６．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。
７．⑮欄は、保育所等を開始した年月日を記入すること。

0 0 0 0 0 0
合計

0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

00 0 0

0 00 0



別表２

１４－１　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（総括）（都道府県事業・直接補助分）
都道府県名

調査費 助言指導費
指導監督基準

遵守助言指導費

① ② ③ ④

か所 か所 か所 か所

0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②～④欄は当該施設が各事業を実施する場合は「有」、実施しない場合は「無」と記入すること。

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
円 円 円 円 円 円 円 円

１．調査費

２．助言指導費

３．指導監督基準遵守
　　助言指導費

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑧欄の各欄には各施設の合計を記載すること。

対 象 施 設 名
補助内容（実施の有無）



別表２

１４－１①　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（１．調査費）（都道府県事業・直接補助分）

都道府県名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）
円 円 円 円 円 円 円 円

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

⑩ ⑪

0

0 0

0

0

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
計画策定
年月日

移行予定
年月日



別表２

１４－１②　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（２．助言指導費）（都道府県事業・直接補助分）

都道府県名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

⑩ ⑪

0

0 0

0

0

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
計画策定
年月日

移行予定
年月日



別表２

１４－１③　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（３．指導監督基準遵守助言指導費）（都道府県事業・直接補助分）

都道府県名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2） ⑩ ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

計画策定
年月日

基準遵守予定
年月日

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額



別表２

１４－２　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（総括）（市町村事業・直接補助分）
市町村名

調査費 助言指導費
指導監督基準遵守

助言指導費

① ② ③ ④ 移転費　　⑤ 仮設設置費　⑥

か所 か所 か所 か所 か所 か所

0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②～⑥欄は当該施設が各事業を実施する場合は「有」、実施しない場合は「無」と記入すること。

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 都道府県補助額 市町村補助額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．調査費

２．助言指導費

３．指導監督基準遵守
　　助言指導費

４．認可化移行移転費等

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑧欄の各欄には各施設の合計を記載すること。
２．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

対 象 施 設 名

補助内容（実施の有無）

認可化移行移転費等

（参考）自治体補助額



別表２

１４－２①　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（１．調査費）（市町村事業・直接補助分）

市町村名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

0 0 0 0

３．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

0 0 0 0 0

0 00

0 0 0

0 0 0

0 0

00

0

0

（参考）自治体補助額

都道府県補助額 市町村補助額

円 円

⑩ ⑪

対 象 施 設 名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
計画策定
年月日

移行予定
年月日



別表２

１４－２②　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（２．助言指導費）（市町村事業・直接補助分）

市町村名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2） ⑩

円 円 円 円 円 円 円 円

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 00

00

0

0

00

⑪

円 円

対 象 施 設 名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
計画策定
年月日

移行予定
年月日

（参考）自治体補助額

都道府県補助額 市町村補助額



別表２

１４－２③　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（３．指導監督基準遵守助言指導費）（市町村事業・直接補助分）

市町村名

都道府県補助額 市町村補助額

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2） ⑩ ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

計画策定
年月日

基準遵守予定
年月日

（参考）自治体補助額

対象施設名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額



別表２

１４－２④　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（４．認可化移行移転費等）（市町村事業・直接補助分） 市町村名

移転費 仮設設置費

① ② ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪×1/2） ⑬

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0か所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、法人等の種別を記入すること。（市町村、株式会社、NPO等）

２．⑩欄は、⑤欄、⑥欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄には、⑪欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑬欄は、認可化移行する年月日を記入すること。

５．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

（参考）自治体補助額

対象施設名 運営主体 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

　対象経費の実支出額
国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 移行予定年月日 都道府県補助額 市町村補助額



別表２

１４－３　認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（４．認可化移行移転費等）（市町村事業・間接補助分） 市町村名

移転費 仮設設置費
① ② ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×１／２） ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円 円 円

0か所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、法人等の種別を記入すること。（株式会社、ＮＰＯ等）

２．⑩欄は、⑤欄、⑥欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄には、⑩欄の額と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

４．⑬欄には、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

５．⑭欄は、認可化移行する年月日を記入すること。

６．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

市町村
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額 移行予定年月日 都道府県補助額 市町村補助額

（参考）自治体補助額

対象施設名 運営主体 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

　対象経費の実支出額
国庫補助基準額 選定額



別表２

１５－１　民有地マッチング事業（都道府県事業・直接補助事業分） 都道府県名：

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×1/2）

１．民有地マッチング支援 0 0 0

２．整備候補地の確保支援 0 0 0

３．コーディネーターの配置支援 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

（１）民有地マッチング支援

応募数 選定数 応募数 選定数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

か所 か所 か所 か所 円 円

都道府県名：

（２）整備候補地等の確保支援

整備候補地
確保数

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

① ② ③ ④
円 円

（記載上の注意）
１．②欄は、取組内容を具体的かつ簡潔に記載するとともに、取組内容が分かる資料を添付すること。

（３）コーディネーターの配置支援

配置場所 配置主体
コーディネーター

配置人数
対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

① ② ③ ④ 　⑤ ⑥

人 円 円

（記載上の注意）

１．①欄は、コーディネーターを配置している場所（市役所　等）を記載すること。

２．②欄は、コーディネーターを雇用している主体を記載すること。

３．④欄は、コーディネーターの業務内容について、以下から当てはまるものを記載するとともに、具体的な内容を簡潔に記載すること。

　　　ア．地域住民との調整　　イ．その他（　　　　　　）

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

取組内容

事業内容

区　　　分

合　　　計

整備候補地等 保育所整備法人等
マッチング数 整備決定数



別表２

１５－２　民有地マッチング事業（都道府県事業・間接補助事業分） 都道府県名：

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 都道府県補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×１／２）
円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　円 ※２　　　　　　　円

３．コーディネーターの配置支援 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
２．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

（３）コーディネーターの配置支援

配置場所 配置主体
コーディネーター

配置人数
対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

① ② ③ ④ 　⑤ ⑥
人 円 円

（記載上の注意）
１．①欄は、コーディネーターを配置している場所（保育所　等）を記載すること。

２．②欄は、コーディネーターを雇用している主体を記載すること。

３．④欄は、コーディネーターの業務内容について、以下から当てはまるものを記載するとともに、具体的な内容を簡潔に記載すること。

　　　ア．地域住民との調整　　イ．その他（　　　　　　）

区　　　分

事業内容



別表２

１５－３　民有地マッチング事業（市町村事業・直接補助事業分） 市町村名：

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×1/2）

１．民有地マッチング支援 0 0 0

２．整備候補地の確保支援 0 0 0

３．コーディネーターの配置支援 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

４．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

（１）民有地マッチング支援

応募数 選定数 応募数 選定数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

か所 か所 か所 か所 円 円

市町村名：

（２）整備候補地等の確保支援

整備候補地
確保数

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

① ② ③ ④
円 円

（記載上の注意）
１．②欄は、取組内容を具体的かつ簡潔に記載するとともに、取組内容が分かる資料を添付すること。

（３）コーディネーターの配置支援

配置場所 配置主体
コーディネーター

配置人数
対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

① ② ③ ④ 　⑤ ⑥

人 円 円

（記載上の注意）

１．①欄は、コーディネーターを配置している場所（市役所　等）を記載すること。

２．②欄は、コーディネーターを雇用している主体を記載すること。

３．④欄は、コーディネーターの業務内容について、以下から当てはまるものを記載するとともに、具体的な内容を簡潔に記載すること。

　　　ア．地域住民との調整　　イ．その他（　　　　　　）

国庫補助基準額

取組内容

事業内容

対象経費の
実支出額

合　　　計

整備候補地等 保育所整備法人等
マッチング数 整備決定数

選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
（参考）自治体補助額

都道府県補助額 市町村補助額

国庫補助
基準額

区　　　分
総事業費

寄付金その他
の収入額

差引額
対象経費の
実支出額



別表２

１５－４　民有地マッチング事業（市町村事業・間接補助事業分） 市町村名：

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×１／２） 都道府県補助額 市町村補助額

円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　円 ※２　　　　　　　円 円 円

３．コーディネーターの配置支援 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
２．⑦欄には、都道府県事業の場合は都道府県の補助額、市町村事業の場合は都道府県及び市町村の補助額を記載すること。

３．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

４．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

５．（参考）自治体補助額には、都道府県から市町村への補助額及び市町村が支出する額を記入すること。

（３）コーディネーターの配置支援

配置場所 配置主体
コーディネーター

配置人数
対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

① ② ③ ④ 　⑤ ⑥

人 円 円

（記載上の注意）
１．①欄は、コーディネーターを配置している場所（保育所　等）を記載すること。

２．②欄は、コーディネーターを雇用している主体を記載すること。

３．④欄は、コーディネーターの業務内容について、以下から当てはまるものを記載するとともに、具体的な内容を簡潔に記載すること。

　　　ア．地域住民との調整　　イ．その他（　　　　　　）

選定額 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 （参考）自治体補助額

事業内容

区　　　分 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額



別表２

１６　広域的保育所等利用事業（総括）

市町村名

総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
円 円 円 円 円 円 円 円

１．こども送迎センター等事業 0 0 0 0 0 0 0 0

　①こども送迎センター事業

　②自宅等送迎事業

２．代替屋外遊戯場送迎事業

３．こども送迎センター設置改修事業

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑧欄の各欄には各箇所の合計を記入すること。



別表２

１６　広域的保育所等利用事業 市町村名

（１）こども送迎センター等事業

　①こども送迎センター事業

利用保育所等数 実施事業内容

保 こ 小 家 事 地 国 企 幼
バス購
入費

バス借
上費

保育
士等
雇上
費

運転
手雇
上費

事業
費

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×1/2） ⑮

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

午前 ： ～ ：

午後 ： ～ ：

合計 時間 か所

午前 ： ～ ：

午後 ： ～ ：

合計 時間 か所

午前 ： ～ ：

午後 ： ～ ：

合計 時間 か所

午前 ： ～ ：

午後 ： ～ ：

合計 時間 か所
か所 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．④欄には、送迎センターを利用している保育所等の数、利用している保育所等の施設・事業の欄に○を付けること。

　　保…保育所　　こ…認定こども園　　小…小規模保育事業　　家…家庭的保育事業　　事…事業所内保育事業

　　地…地方単独保育施設　　国…認可化移行運営費支援事業、幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業

　　企…企業主導型保育事業　　幼…幼稚園

３．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

４．⑬欄には、⑫欄の額を記入すること。

５．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

６．⑮欄は、実施する事業内容の欄に○を付けること。

１．②欄の「午前」、「午後」の欄は、送迎センターの開所時刻、閉所時刻を記入すること。「合計」の欄は、送迎センターの開所時間（午前、午後の合計）を記入すること。

0 0 0

か所

0

0

0 0 00

0 0 00

0 0 00

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

②

送迎センター名 セ ン タ ー 開 所 時 間
実施主体

（委託の場合、
委託先）

送迎付き添
い保育士等

数
登録児童数 総事業費

寄付金その他の
収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額



別表２

１６　広域的保育所等利用事業 市町村名

（１）こども送迎センター等事業

　②自宅等送迎事業

利用保育所等数 実施事業内容

保 こ 小 家 事 地 国 企 幼
バス購
入費

バス借
上費

保育士
等雇上

費

運転手
雇上費

事業費

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤－⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪×1/2） ⑬

人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

か所

か所

か所

か所
人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄には、送迎サービスを利用している保育所等の数、利用している保育所等の施設・事業の欄に○を付けること。

　　保…保育所　　こ…認定こども園　　小…小規模保育事業　　家…家庭的保育事業　　事…事業所内保育事業

　　地…地方単独保育施設　　国…認可化移行運営費支援事業、幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業

　　企…企業主導型保育事業　　幼…幼稚園

２．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑪欄には、⑩欄の額を記入すること。

４．⑫欄には、⑪欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。
５．⑬欄は、実施する事業内容の欄に○を付けること。

か所

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 00 0

0 0 0 0

実施主体
（委託の場合、

委託先）

送迎付き添
い保育士等

数
登録児童数 総事業費

寄付金その他の
収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額



別表２

１６　広域的保育所等利用事業

市町村名

（２）代替屋外遊戯場送迎事業

利用保育所等数 実施事業内容

保 こ 小 家 事 地 国 企 幼
バス購
入費

バス借
上費

保育士
等雇上

費

運転手
雇上費

事業費

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑭

人 円 円 円 円 円 円 円 円

距離 km

時間 分

回数（年） 回 か所

距離 km

時間 分

回数（年） 回 か所

距離 km

時間 分

回数（年） 回 か所
か所 人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．屋外遊戯場に代わる場所が複数ある場合、主とするものを記入すること。

２．②欄の「距離」の欄は、各保育所等から屋外遊戯場に代わる場所までの往復に要する「平均的な距離」を記入すること。（複数の保育所等を経由する場合、その距離も含む。）

　　「時間」の欄は、各保育所等から屋外遊戯場に代わる場所までの往復に要する「平均的な時間数」を「分単位」で記入すること。（複数の保育所等を経由する場合、その時間も含む。）

　　「回数」の欄は、屋外遊戯場に代わる場所の「年間」の利用回数（各保育所等の利用回数の合計）を記入すること。

３．④欄には、屋外遊戯場に代わる場所を利用している保育所等の数、利用している保育所等の施設・事業の欄に○を付けること。

　　保…保育所　　こ…認定こども園　　小…小規模保育事業　　家…家庭的保育事業　　事…事業所内保育事業　　地…地方単独保育施設　　
　　国…認可化移行運営費支援事業、幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業　　企…企業主導型保育事業　　幼…幼稚園

４．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

５．⑫欄には、⑪欄の額を記入すること。

６．⑬欄には、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

７．⑭欄は、実施する事業内容の欄に○を付けること。

か所

0

0 00 0

0 0 0 0

0 0 0

②

0

屋外遊戯場に代わる
場所（代替屋外遊戯

場）の名称

保育所等から代替屋外遊戯場
までの平均的な距離、時間数
（往復）、年間利用回数

実施主体
（委託の場合、委

託先）

送迎付き添
い保育士等

数
総事業費

寄付金その他の収
入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額



別表２

１６　広域的保育所等利用事業 市町村名

（３）こども送迎センター設置改修事業 

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2） ⑩

円 円 円 円 円 円 円 円

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑩欄は、こども送迎センター事業を開始する（した）年月日を記入すること。

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 00

選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 事業開始年月日

0

送迎センター名 総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額



別表２

１７－１　保育利用支援事業（市町村事業・直接補助分）（総括）
市町村名

総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
円 円 円 円 円 円 円 円

（１）代替保育利用支援

（２）予約制導入に係る体制整備

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑧欄の各欄には各箇所の合計を記入すること。



別表２

１７－１　保育利用支援事業（市町村事業・直接補助分） 市町村名

（１）代替保育利用支援

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪×1/2） ⑬
人 月 円 円 円 円 円 円 円

人 月 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

６．⑪欄には、⑩欄の額を記入すること。
７．⑫欄には、⑪欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

１．①欄は、一時預かり事業など利用料補助の対象とする事業すべてを記入すること。
２．②欄は、年間の利用実人数を記入すること。
３．③欄は、年間の延べ利用月数を記入すること。（※１月に複数回利用しても１月とカウントする。）
４．④欄は、ア（対象者に係る利用料を軽減して徴収又は免除する施設・事業所に対して、市町村が等が軽減又は免除した額に相当する額を補助する方法）、又はイ（対象者が施設・事業所に支払う利用料について、市町村より対象者に対して当該利用料を軽減又は免
除する額を補助する方法）のいずれかを記入すること。

５．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

８．⑬欄は、施設ごとに、利用料及び補助額を記入すること。（例：利用料　○○保育園○時間○円、補助額　１人につき○月当たり○円上限）

0 0

小計

0

3 0

0

0

2 0

0

国庫補助所要額
(参考)

利用料及び補助額

1 0

寄付金その他の収
入額

差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額 国庫補助基本額総事業費NO. 対象事業
年間利用
実人数

年間利用
延べ月数

実施方法



別表２

１７－１　保育利用支援事業（市町村事業・直接補助分） 市町村名

（２）予約制導入に係る体制整備
NO.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）

人 円 円 円 円 円 円 円 円

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．②欄は、施設名を記入すること。

７．⑫欄には、⑪欄の額を記入すること。
８．⑬欄には、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

施設類型 施設名

１．①欄は、保育所、認定こども園、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

３．③欄は、年間の対象人数を記入すること。
４．④欄は、予約制により設定する入所時期を記入すること。（複数設定する場合は、すべての実施時期を記入すること。随時入所可能とする場合は「随時」と記入すること。）
５．⑤欄は、配置する職員の職種を記入すること。
６．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

国庫補助所要額

小計

選定額 国庫補助基本額
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

対象人数
予約入所実施時

期
寄付金その他の

収入額
差引額配置職員 総事業費



別表２

１７－２　保育利用支援事業（市町村間接補助分）（総括）
市町村名

総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
円 円 円 円 円 円 円 円 円

（１）代替保育利用支援

（２）予約制導入に係る体制整備

※１ ※２

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑨欄の各欄には各箇所の合計を記入すること。



別表２

１７－２　保育利用支援事業（市町村間接補助分） 市町村名

（１）代替保育利用支援

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤-⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×１／２） ⑭
人 月 円 円 円 円 円 円 円 円 円

人 月 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

６．⑫欄には、⑩欄の額と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。
７．⑬欄には、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

１．①欄は、一時預かり事業など利用料補助の対象とする事業すべてを記入すること。
２．②欄は、年間の利用実人数を記入すること。
３．③欄は、年間の延べ利用月数を記入すること。（※１月に複数回利用しても１月とカウントする。）
４．④欄は、ア（対象者に係る利用料を軽減して徴収又は免除する施設・事業所に対して、市町村が等が軽減又は免除した額に相当する額を補助する方法）、又はイ（対象者が施設・事業所に支払う利用料について、市町村より対象者に対して当
５．⑩欄は、⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

８．⑭欄は、施設ごとに、利用料及び補助額を記入すること。（例：利用料　○○保育園○時間○円、補助額　１人につき○月当たり○円上限）

0

小計

0 03

0 02 0

0 0

国庫補助基本額 国庫補助所要額
(参考)

利用料及び補助
額

1 0

寄付金その他の収
入額

差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額
市町村
補助額

NO. 対象事業
年間利用
実人数

年間利用
延べ月数

実施方法 総事業費



別表２

１７－２　保育利用支援事業（市町村間接補助分） 市町村名

（２）予約制導入に係る体制整備
NO.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×1/2）
人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

２．②欄は、施設名を記入すること。

７．⑬欄には、⑪欄の額と⑫欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。
８．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

施設類型 施設名 対象人数

１．①欄は、保育所、認定こども園、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

３．③欄は、年間の対象人数を記入すること。
４．④欄は、予約制により設定する入所時期を記入すること。（複数設定する場合は、すべての実施時期を記入すること。随時入所可能とする場合は「随時」と記入すること。）
５．⑤欄は、配置する職員の職種を記入すること。
６．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

小計

予約入所実施時
期

配置職員 総事業費 国庫補助基本額 国庫補助所要額
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額
市町村
補助額



別表２

１８－１　３歳児受入れ等連携支援事業（市町村事業・直接補助分）（総括）
市町村名

総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
円 円 円 円 円 円 円 円

（１）３歳児受入れ連携支援事業

（２）家庭的保育コンソーシアム形成事業

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑧欄の各欄には各箇所の合計を記入すること。



別表２

１８－１　３歳児受入れ等連携支援事業（市町村事業・直接補助分） 市町村名

（１）３歳児受入れ連携支援事業
NO.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）
か所 円 円 円 円 円 円 円 円

家庭的保育
小規模保育

事業所内保育
家庭的保育
小規模保育

事業所内保育
家庭的保育
小規模保育

事業所内保育
家庭的保育
小規模保育

事業所内保育
家庭的保育
小規模保育

事業所内保育
家庭的保育
小規模保育

事業所内保育

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

家庭的保育
小規模保育

事業所内保育

（記載上の注意）

２．②欄は、施設名を記入すること。
３．③欄は、配置する連携支援コーディネーターの職種・保育に従事した経験等を記入すること。（例：保育士、保育士経験者、保育所園長経験者）

７．⑫欄には、⑪欄の額を記入すること。
８．⑬欄には、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑤欄は、ア（保育所等の３歳以上児の定員枠の拡大）、イ（保育所等の３歳未満児の定員枠を３歳以上児の定員枠への振替え）又はウ（その他（　　　））のいずれかを記入すること。ウの場合は、（　）内に具体的な内容を記入すること。
６．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0 0 0 0

１．①欄は、連携支援コーディネーターを配置する施設について、保育所、認定こども園又は幼稚園のいずれかを記入すること。

４．④欄は、連携施設として連携協力を行う施設の類型毎のか所数を記入すること。

小計
0 0 0 0

0 0

6 00 0

5 0

0 0

4 00 0

3 0

0

2 00 0

国庫補助所要額

1 0

寄付金その他の
収入額

差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額 国庫補助基本額施設類型 施設名
連携支援コーディ
ネーターの職種

連携施設設定状況
満３歳以上の

児童の定員拡大
総事業費

0



別表２

１８－１　３歳児受入れ等連携支援事業（市町村事業・直接補助分）

市町村名

（２）家庭的保育コンソーシアム形成事業

総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 コーディネーター数
家庭的保育
事業者数

実施事業内容

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×1/2） ⑨ ⑩ ⑪
円 円 円 円 円 円 円 円 人 人

家庭的保育コンソーシアム形成事業 0 0 0

１．共同での備品購入等の調整
２．共同での自園調理等の調整
３．連携施設からの給食提供等の調整
４．代替保育等の調整
５．家庭的保育補助者の雇用管理等
６．子どものための教育・保育給付交付金
　　等の請求等の事務処理
７．各家庭的保育事業所への巡回指導
　　又は相談支援等
８．その他（　　　　　　　　）

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（記載上の注意）
１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑩欄は、コンソーシアムを形成する事業者数を記入すること。

５．⑪欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。



別表２

１８－２　３歳児受入れ等連携支援事業（市町村間接補助事業分） 市町村名

（１）３歳児受入れ連携支援事業
NO.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×１／２）
か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

家庭的保育
小規模保育

事業所内保育
家庭的保育
小規模保育

事業所内保育
家庭的保育
小規模保育

事業所内保育
家庭的保育
小規模保育

事業所内保育
家庭的保育
小規模保育

事業所内保育
家庭的保育
小規模保育

事業所内保育

か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

家庭的保育
小規模保育

事業所内保育

（記載上の注意）

２．②欄は、施設名を記入すること。
３．③欄は、配置する連携支援コーディネーターの職種・保育に従事した経験等を記入すること。（例：保育士、保育士経験者、保育所園長経験者）

７．⑬欄には、⑪欄の額と⑫欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。
８．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

１．①欄は、連携支援コーディネーターを配置する施設について、保育所、認定こども園又は幼稚園のいずれかを記入すること。

４．④欄は、連携施設として連携協力を行う施設の類型毎のか所数を記入すること。
５．⑤欄は、ア（保育所等の３歳以上児の定員枠の拡大）、イ（保育所等の３歳未満児の定員枠を３歳以上児の定員枠への振替え）又はウ（その他（　　　））のいずれかを記入すること。ウの場合は、（　）内に具体的な内容を記入すること。
６．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0 0 0 0 0 0

0

小計
0 0 0

0 06

5 0

04

0

0 0

00

連携施設設定状況
満３歳以上の

児童の定員拡大
総事業費

0

0

3 0

0 02

0 0

国庫補助基本額 国庫補助所要額

1 0

寄付金その他の
収入額

差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額
市町村
補助額

施設類型 施設名
連携支援コーディ
ネーターの職種



別表２

１９－１　医療的ケア児保育支援事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）（国負担割合２分の１）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

（１）　医療的ケア児の受入を行う保育所等に関する取組（看護師等の配置、研修の受講支援、補助者の配置、医療的ケア児の備品補助、災害対策備品整備及び園外活動移動支援）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

人 円

1

2

3

4

5

人 円

0 0

（記載上の注意）

１．①欄は、医療的ケア児の受入れを行う保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

２．②欄は、施設名を記入すること。

３．③欄は、医療的ケアに従事する職員として、看護師等を配置している場合は「看護師等」と記入し、看護師等を配置せずに認定特定行為業務従事者である保育士等を配置している場合は「保育士等」と記入すること。

４．④欄は、当該施設において受入れを行う医療的ケア児の人数を記入すること。

５．⑤欄は、保育士等の認定特定行為業務従事者となるための研修受講支援を行う場合は「有」と記入すること。

６．⑥欄は、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う場合は「有」と記入すること。

７．⑦欄は、医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

８．⑧欄は、災害対策による医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

９．⑨欄は、医療的ケア児が様々な行事や園外活動に参加できるよう、福祉車両の確保等の移動支援を行う場合は「有」と記入すること。

（２）医療的ケア児の受入れに関する都道府県等の取組（巡回による看護師等の配置、医療的ケア児保育支援者の配置、ガイドラインの策定及び検討会の設置）

① ② ③ ④

円

1
巡回による看護
師等の配置

2
医療的ケア児保
育支援者の配置

3
ガイドラインの
策定

4 検討会の設置

円

0

（記載上の注意）

１．②欄は、各項目の事業を実施する場合は「有」と記入すること。

２．③欄は、「医療的ケア児保育支援者」を配置する場合で、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を修了した者を配置する場合は「有」と記入すること。

都道府県・指定都市・中核市名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助基本

額
国庫補助所要

額

NO. 施設類型 施設名

看護師等の配置

研修の受講支
援

補助者の配置医療的ケアに
従事する職員

対象
児童数

小計

NO. 項目 実施の有無

看護師等又は
喀痰吸引研修
受講済み保育

士の配置

国庫補助基準
額

小計

園外活動移動
支援

国庫補助基準額
医療的ケア児の

備品補助
災害対策備品

整備



別表２

１９－２　医療的ケア児保育支援事業（都道府県間接補助分）（国負担割合２分の１）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×２/３）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑨欄には、⑦欄及び⑧欄を比較し、少ない方の額を記入すること。

３．⑩欄には、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

（１）　医療的ケア児の受入を行う保育所等に関する取組（看護師等の配置、研修の受講支援、補助者の配置、医療的ケア児の備品補助、災害対策備品整備及び園外活動移動支援）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

人 円

1

2

3

4

5

人 円

0 0

（記載上の注意）

１．①欄は、医療的ケア児の受入れを行う保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

２．②欄は、施設名を記入すること。

３．③欄は、医療的ケアに従事する職員として、看護師等を配置している場合は「看護師等」と記入し、看護師等を配置せずに認定特定行為業務従事者である保育士等を配置している場合は「保育士等」と記入すること。

４．④欄は、当該施設において受入れを行う医療的ケア児の人数を記入すること。

５．⑤欄は、保育士等の認定特定行為業務従事者となるための研修受講支援を行う場合は「有」と記入すること。

６．⑥欄は、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う場合は「有」と記入すること。

７．⑦欄は、医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

８．⑧欄は、災害対策による医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

９．⑨欄は、医療的ケア児が様々な行事や園外活動に参加できるよう、福祉車両の確保等の移動支援を行う場合は「有」と記入すること。

（２）医療的ケア児の受入れに関する都道府県等の取組（巡回による看護師等の配置、医療的ケア児保育支援者の配置、ガイドラインの策定及び検討会の設置）

① ② ③ ④

円

1
巡回による看護
師等の配置

2
医療的ケア児保
育支援者の配置

3
ガイドラインの
策定

4 検討会の設置

円

0

（記載上の注意）

１．②欄は、各項目の事業を実施する場合は「有」と記入すること。

２．③欄は、「医療的ケア児保育支援者」を配置する場合で、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を修了した者を配置する場合は「有」と記入すること。

小計

災害対策備品
整備医療的ケアに

従事する職員
対象

児童数

NO. 施設類型 施設名

看護師等の配置

研修の受講支
援

補助者の配置
医療的ケア児の

備品補助

NO. 項目 実施の有無

看護師等又は
喀痰吸引研修
受講済み保育

士の配置

国庫補助基準
額

小計

市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額 （⑥×３／４）
都道府県補助

額
国庫補助基本

額
国庫補助所要額

園外活動移動
支援

国庫補助基準額



別表２

１９－３　医療的ケア児保育支援事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）（国負担割合３分の２）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×2/3）

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

（１）　医療的ケア児の受入を行う保育所等に関する取組（看護師等の配置、研修の受講支援、補助者の配置、医療的ケア児の備品補助、災害対策備品整備及び園外活動移動支援）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

人 円

1

2

3

4

5

人 円

0 0

（記載上の注意）

１．①欄は、医療的ケア児の受入れを行う保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

２．②欄は、施設名を記入すること。

３．③欄は、医療的ケアに従事する職員として、看護師等を配置している場合は「看護師等」と記入し、看護師等を配置せずに認定特定行為業務従事者である保育士等を配置している場合は「保育士等」と記入すること。

４．④欄は、当該施設において受入れを行う医療的ケア児の人数を記入すること。

５．⑤欄は、保育士等の認定特定行為業務従事者となるための研修受講支援を行う場合は「有」と記入すること。

６．⑥欄は、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う場合は「有」と記入すること。

７．⑦欄は、医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

８．⑧欄は、災害対策による医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

９．⑨欄は、医療的ケア児が様々な行事や園外活動に参加できるよう、福祉車両の確保等の移動支援を行う場合は「有」と記入すること。

（２）医療的ケア児の受入れに関する都道府県等の取組（巡回による看護師等の配置、医療的ケア児保育支援者の配置、ガイドラインの策定及び検討会の設置）

① ② ③ ④

円

1
巡回による看護
師等の配置

2
医療的ケア児保
育支援者の配置

3
ガイドラインの
策定

4 検討会の設置

円

0

（記載上の注意）

１．②欄は、各項目の事業を実施する場合は「有」と記入すること。

２．③欄は、「医療的ケア児保育支援者」を配置する場合で、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を修了した者を配置する場合は「有」と記入すること。

都道府県・指定都市・中核市名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助基本

額
国庫補助所要

額

NO. 施設類型 施設名

看護師等の配置

研修の受講支
援

補助者の配置医療的ケアに
従事する職員

対象
児童数

小計

NO. 項目 実施の有無

看護師等又は
喀痰吸引研修
受講済み保育

士の配置

国庫補助基準
額

小計

園外活動移動
支援

国庫補助基準額
医療的ケア児の

備品補助
災害対策備品

整備



別表２

１９－４　医療的ケア児保育支援事業（都道府県・間接補助分）（国負担割合３分の２）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×４/５）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑨欄には、⑦欄及び⑧欄を比較し、少ない方の額を記入すること。

３．⑩欄には、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

（１）　医療的ケア児の受入を行う保育所等に関する取組（看護師等の配置、研修の受講支援、補助者の配置、医療的ケア児の備品補助、災害対策備品整備及び園外活動移動支援）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

人 円

1

2

3

4

5

人 円

0 0

（記載上の注意）

１．①欄は、医療的ケア児の受入れを行う保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所のいずれかを記入すること。

２．②欄は、施設名を記入すること。

３．③欄は、医療的ケアに従事する職員として、看護師等を配置している場合は「看護師等」と記入し、看護師等を配置せずに認定特定行為業務従事者である保育士等を配置している場合は「保育士等」と記入すること。

４．④欄は、当該施設において受入れを行う医療的ケア児の人数を記入すること。

５．⑤欄は、保育士等の認定特定行為業務従事者となるための研修受講支援を行う場合は「有」と記入すること。

６．⑥欄は、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う場合は「有」と記入すること。

７．⑦欄は、医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

８．⑧欄は、災害対策による医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備する場合は「有」と記入すること。

９．⑨欄は、医療的ケア児が様々な行事や園外活動に参加できるよう、福祉車両の確保等の移動支援を行う場合は「有」と記入すること。

（２）医療的ケア児の受入れに関する都道府県等の取組（巡回による看護師等の配置、医療的ケア児保育支援者の配置、ガイドラインの策定及び検討会の設置）

① ② ③ ④

円

1
巡回による看護
師等の配置

2
医療的ケア児保
育支援者の配置

3
ガイドラインの
策定

4 検討会の設置

円

0

（記載上の注意）

１．②欄は、各項目の事業を実施する場合は「有」と記入すること。

２．③欄は、「医療的ケア児保育支援者」を配置する場合で、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を修了した者を配置する場合は「有」と記入すること。

市町村名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額 （⑥×５／６）
都道府県補助

額
国庫補助基本

額
国庫補助所要額

NO. 項目 実施の有無

看護師等又は
喀痰吸引研修
受講済み保育

士の配置

国庫補助基準
額

小計

小計

災害対策備品
整備医療的ケアに

従事する職員
対象

児童数

NO. 施設類型 施設名

看護師等の配置

研修の受講支
援

補助者の配置
医療的ケア児の

備品補助
園外活動移動

支援
国庫補助基準額



別表２

２０－１　家庭支援推進保育事業（市町村事業・直接補助分） 市町村名

NO.

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑨-⑩） ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×1/2）
月 ％ ％ 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

か所 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円

公 0
私 0

（記載上の注意）

２．②欄は、いずれかを選択すること。

９．⑮欄には、⑭欄の額を記入すること。

10．⑯欄には、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

７．⑧欄は、市町村が参集する「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は「有」と記入すること。

８．⑭欄は、⑪欄、⑫欄及び⑬欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0 0

１．保育所等ごとに記入すること。

３．④欄は、事業を実施した月ごとに対象児童入所率（対象児童数を入所児童数で除した数）を算出し、それを合計したものを事業実施月数で除して得た、年間平均の対象児童入所率を記入すること。
　　（「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は３０％以上、それ以外の場合は４０％以上、小数点第１位まで記入）
　　ただし、年間平均の対象児童入所率が上記割合を下回る場合は、超えた月のみを対象とし、その平均の対象児童入所率を記入すること。
　　（この場合の「年間事業月数」は、対象児童入所率が「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は３０％以上、それ以外の場合は４０％以上を超えた月数を記入すること。）

４．⑤欄は、事業を実施した月ごとに対象外国人世帯児童の入所率（対象外国人世帯児童数を入所児童数で除した数）を算出し、それを合計したものを事業実施月数で除して得た、年間平均の対象外国人世帯児童入所率を記入すること。
　　（必ず２０％以上、小数点第１位まで記入）

５．⑥欄は、本事業の要件である設置配置基準及びその他の補助金の配置基準に規定する保育士の他に加配した保育士数を記入すること。（必ず１人以上）

0 0 0 0 0 0
小計

６．⑦欄は、本事業に規定する外国人子育て家庭の児童に対する支援を適切に実施できる職員を加配した人数を記入すること。（必ず１人以上）

か所

国庫補助所要額

②

差引額
対象経費の
実支出額

0 0 0

平均対象児童
入所率

平均対象外国人
世帯児童
入所率

国庫補助
基準額

選定額 国庫補助基本額
文化・習慣等に精
通した保育士以外

の加配数

要保護児童対策
地域協議会への

参加
総事業費

寄付金その他の
収入額

加配保育士数保育所等名
設置主体

（公又は私）
年間事業

月数



別表２

２０－２　家庭支援推進保育事業（市町村間接補助事業分） 市町村名

NO.

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑨-⑩） ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰（⑯×1/2）
月 ％ ％ 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

か所 人 人 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

公 0
私 0

（記載上の注意）

２．②欄は、いずれかを選択すること。

９．⑯欄には、⑭欄の額と⑮欄の額を比較して少ない方の額を記載すること。

10．⑰欄には、⑯欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

８．⑭欄は、⑪欄、⑫欄及び⑬欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0 0

５．⑥欄は、本事業の要件である設置配置基準及びその他の補助金の配置基準に規定する保育士の他に加配した保育士数を記入すること。（必ず１人以上）

６．⑦欄は、本事業に規定する外国人子育て家庭の児童に対する支援を適切に実施できる職員を加配した人数を記入すること。（必ず１人以上）

７．⑧欄は、市町村が参集する「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は「有」と記入すること。

0

１．保育所等ごとに記入すること。

３．④欄は、事業を実施した月ごとに対象児童入所率（対象児童数を入所児童数で除した数）を算出し、それを合計したものを事業実施月数で除して得た、年間平均の対象児童入所率を記入すること。
　　（「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は３０％以上、それ以外の場合は４０％以上、小数点第１位まで記入）
　　ただし、年間平均の対象児童入所率が上記割合を下回る場合は、超えた月のみを対象とし、その平均の対象児童入所率を記入すること。
　　（この場合の「年間事業月数」は、対象児童入所率が「要保護児童対策地域協議会」に保育士が構成員として参加する場合は３０％以上、それ以外の場合は４０％以上を超えた月数を記入すること。）

４．⑤欄は、事業を実施した月ごとに対象外国人世帯児童の入所率（対象外国人世帯児童数を入所児童数で除した数）を算出し、それを合計したものを事業実施月数で除して得た、年間平均の対象外国人世帯児童入所率を記入すること。
　　（必ず２０％以上、小数点第１位まで記入）

0 0 0 0 0 0
小計

か所

0 0 0

国庫補助
基準額

選定額
市町村
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

②

文化・習慣等に精
通した保育士以外

の加配数

要保護児童対策
地域協議会への

参加
総事業費

寄付金その他の
収入額

差引額
対象経費の
実支出額

加配保育士数保育所名
設置主体

（公又は私）
年間事業

月数
平均対象児童

入所率

平均対象外国人
世帯児童
入所率



別表２

２１－１　保育所等における要支援児童等対応推進事業（都道府県事業・直接補助分）

都道府県　名

対象施設名 総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
地域連携推進員

配置数
地域連携推進員の
巡回支援施設数

① ② ③ ④（②－③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×１/２） ⑩ ⑪
円 円 円 円 円 円 円 円 人 か所

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

３．⑪欄は、保育所等における要支援児童等対応推進事業実施要綱３（２）⑤に定める地域連携推進員が、巡回支援を行う施設数（実数）を記入すること。



別表２

２１－２　保育所等における要支援児童等対応推進事業（都道府県間接補助事業分）

市 町 村 名

対象施設名 総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑦×３／４） 都道府県補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
地域連携推進員

配置数
地域連携推進員の
巡回支援施設数

① ② ③ ④（②－③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×2/3） ⑫ ⑬
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 人 か所

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

　

２．⑬欄は、保育所等における要支援児童等対応推進事業実施要綱３（２）⑤に定める地域連携推進員が、巡回支援を行う施設数（実数）を記入すること。



別表２

２２－１　認可外保育施設の衛生・安全対策事業（市町村事業・直接補助分）

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0

0

0

0
か所 か所 人 円 円 円 円 円 円 円 円

公

私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

３．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

４．⑫欄は、⑪欄と同額を記入すること。

５．⑬欄は、⑫欄の額に１／３を乗じた額を記入すること。（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

00 0 0 0 0 00 0

③

指 定 都 市
中 核 市

　名

市町村名 認可外保育施設名
運営
主体

国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

寄付金その他の
収入額

差引額
対象経費の
実支出額

総事業費区分 参加人数
国庫補助
基準額

選定額



別表２

２２－２　認可外保育施設の衛生・安全対策事業（市町村事業・間接補助分）

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×1/3）

人 円 円 円 円 円 円 円 　 円

0

0

0

0

0

0
か所 か所 人 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

0 公

私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

３．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

４．⑬欄には、⑪欄の額と⑫欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

５．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

国庫補助基本額

③

指 定 都 市
中 核 市

　名

市町村名 認可外保育施設名
運営
主体

区分 参加人数 総事業費
寄付金その他の

収入額 差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額 国庫補助所要額市町村補助額

00 0 0 00 0



別表２

２２－３　認可外保育施設の衛生・安全対策事業（都道府県間接補助事業）

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮（⑭×1/2）
人 円 円 円 円 円 円 円 　 円 円

0

0

0

0

0

0

か所 か所 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

公

私

（記載上の注意）
１．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

２．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑭欄は、⑫欄の額と⑬欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑮欄は、⑭欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

市 町 村 名

市町村名 認可外保育施設名
運営
主体

区分 参加人数 総事業費
都道府県
補助額

国庫補助
基本額

寄付金その他の
収入額

差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

国庫補助
所要額

③

選定額 （⑪×２／３）

00 0 0 0 00 0 0



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（総括）（市町村事業・直接補助分）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）基本改善事業

　①保育所等設置促進事業

　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

(1)　計（A) 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）環境改善事業

　①障害児受入促進事業

　②分園推進事業

　③熱中症対策事業

　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

　⑤感染症対策のための改修整備等事業

　⑥保育環境向上等事業

（２）（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼
児受入れ支援事業以外)　計（B)

0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①から⑧の各欄には各施設の合計を記入すること。

国庫補助所要額

合　　計（A＋B）

指定都市
中核市

名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（１）基本改善事業

　　①保育所等設置促進事業

施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 実施事業内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0
公

（記載上の注意）
１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、保育所、保育所分園の別を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公

公

公

公

公

公

② ⑪

公

指 定 都 市

中 核 市

名

運営
主体

提供する保育サービス内
容



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（１）基本改善事業

　　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3） ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0
公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

② ⑫

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（１）基本改善事業

　　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0
公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、実施した事業の内容について記入すること。

② ⑪

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容

公

公

公

公

公

公

0 0 0 0 0 0 0 0



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（２）環境改善事業

　　①障害児受入促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0

公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

公
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

② ⑪

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

（２）環境改善事業

　　②分園推進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0

公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

② ⑪

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）
名

　（２）環境改善事業

　　③熱中症対策事業

対象施設名
設置
室数

総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

か所 室 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 新規 0

更新 0

新規及び更新 0

（記載上の注意）

１．②欄は、冷房設備を新規設置又は更新するための改修等を行う室数を記入すること。

２．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑪欄は、冷房設備の新規設置のみの場合「新規」、更新のみの場合「更新」、新規設置及び更新の場合「新規及び更新」と記入すること。

指 定 都 市
中 核 市

⑪

設置内容

か所



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（２）環境改善事業

　　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3） ⑪
円 円 円 円 円 円 円 円

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0

公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

② ⑫

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

指 定 都 市
中 核 市

名

　（２）環境改善事業

　　⑤感染症対策のための改修整備等事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出の内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3） ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0

公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、「トイレ・調理場の乾式化」や「非接触型蛇口の設置」等、支出した内容を具体的に記入すること。

0

公

0 0

運営
主体

②

公

0

公

公

公

公

0 0 0 0



別表２

２３－１　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

指 定 都 市
中 核 市

名

　（２）環境改善事業

　　⑥保育環境向上等事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出の内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/3） ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0

公

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、「机・椅子の購入」や「フローリング貼の更新」等、支出した内容を具体的に記入すること。

0

公

0 0

運営
主体

②

公

0

公

公

公

公

0 0 0 0



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（総括）（市町村事業・間接補助分）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

（１）基本改善事業

　①保育所等設置促進事業

　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

(1)　計（A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）環境改善事業

　①障害児受入促進事業

　②分園推進事業

　③熱中症対策事業

　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

　⑤感染症対策のための改修整備等事業

　⑥保育環境向上等事業

（２）（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼
児受入れ支援事業以外)　計（B)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　円 ※２　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①から⑨の各欄には各施設の合計を記入すること。

国庫補助基本額 国庫補助所要額

合　　計（A＋B）

指定都市
中核市

名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（１）基本改善事業

　　①保育所等設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 実施事業内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3） ⑬

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
私

（記載上の注意）
１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、保育所、保育所分園の別を記入すること。

５．⑬欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私

私

私

私

私

私

② ⑫

私

指 定 都 市

中 核 市

名

運営
主体

提供する保育サービス内
容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（１）基本改善事業

　　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

５．⑬欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

② ⑬

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（１）基本改善事業

　　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額
国庫補助所要

額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、実施した事業の内容について記入すること。

② ⑫

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容

私

私

私

私

私

私

0 0 0 0 0 0 0 0 0



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（２）環境改善事業

　　①障害児受入促進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

私
１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

② ⑫

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

（２）環境改善事業

　　②分園推進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

② ⑫

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）
名

（２）環境改善事業

　　③熱中症対策事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3）

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 新規 0

更新 0

新規及び更新 0

（記載上の注意）

１．②欄は、冷房設備を新規設置又は更新するための改修等を行う室数を記入すること。

２．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

４．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑫欄は、冷房設備の新規設置のみの場合「新規」、更新のみの場合「更新」、新規設置及び更新の場合「新規及び更新」と記入すること。

0 0 0 00 0 0 0 0 0

か所室

指 定 都 市
中 核 市

設置
室数

② ⑫

設置内容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（２）環境改善事業

　　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

５．⑬欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

② ⑬

指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

指 定 都 市
中 核 市

名

　（２）環境改善事業

　　⑤感染症対策のための改修整備等事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出の内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0

私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄と⑧欄の少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、「トイレ・調理場の乾式化」や「非接触型蛇口の設置」等、支出した内容を具体的に記入すること。

運営
主体

②

私

私

私

私

私

私

0 0 0 00 00 0 0



別表２

２３－２　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

指 定 都 市
中 核 市

名

　（２）環境改善事業

　　⑥保育環境向上等事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入予定額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出の内容

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/3） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0

私

（記載上の注意）

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑩欄は、⑨欄と⑧欄の少ない額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、「机・椅子の購入」や「フローリング貼の更新」等、支出した内容を具体的に記入すること。

運営
主体

②

私

私

私

私

私

私

0 0 0 00 00 0 0



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（総括）（都道府県間接補助事業）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

（１）基本改善事業

　①保育所等設置促進事業

　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

(1)　計（A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）環境改善事業

　①障害児受入促進事業

　②分園推進事業

　③熱中症対策事業

　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

　⑤感染症対策のための改修整備等事業

　⑥保育環境向上等事業

（２）（安全対策事業、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼
児受入れ支援事業以外)　計（B)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①から⑩の各欄には各施設の合計を記入すること。

国庫補助所要額

合　　計（A＋B）

都道府県　名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑥×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）
　（１）基本改善事業
　　①保育所等設置促進事業

市町村名 施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額 実施事業内容

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑮
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0

0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

0 0 0
0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
公
私

（記載上の注意）
１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。
２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。
４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。
５．⑭欄は、保育所、保育所分園の別を記入すること。
６．⑮欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

00 0 0 0 0 00 0 0 0 0

③ ⑭

都道府県　名

運営
主体

提供する保育
サービス内容



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）

　（１）基本改善事業

　　②病児保育事業（体調不良児対応型)設置促進事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

６．⑮欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

00 0 0 0 0 0 0 0 0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

③ ⑮

都 道 府 県 名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）

　（１）基本改善事業

　　③ノンコンタクトタイムスペース設置促進事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、実施した事業の内容について記入すること。

③ ⑭

名

運営
主体

実施事業内容

0

都 道 府 県

0 0 0 0 0 0 0 0 0



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）

　（２）環境改善事業

　　①障害児受入促進事業

市町村名 施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

00 0 0 0 0 0 0 0 0

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

③ ⑭

都 道 府 県 名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）

（２）環境改善事業

　　②分園推進事業

市町村名 施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

00 0 0 0 0 0 0 0 0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

③ ⑭

都 道 府 県 名

運営
主体

実施事業内容



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）
名

（２）環境改善事業

　　③熱中症対策事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

合計 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

新規 0

0 0 更新 0

市町村 新規及び更新 0

（記載上の注意）

１．③欄は、冷房設備を新規設置又は更新するための改修等を行う室数を記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、冷房設備の新規設置のみの場合「新規」、更新のみの場合「更新」、新規設置及び更新の場合「新規及び更新」と記入すること。

設置内容

⑭

0 00

か所室

0 0 00 0 0 0 0

都 道 府 県

設置
室数

③



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）

　（２）環境改善事業

　　④病児保育事業（体調不良児対応型)推進事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑭
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。

６．⑮欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0

0 00

0 0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0

0 0 0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0

0 0 00

0

都 道 府 県 名

運営
主体

実施事業内容

③ ⑮

0

１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）
都 道 府 県 名

　（２）環境改善事業

　　⑤感染症対策のための改修整備等事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出の内容

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0
公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、「トイレ・調理場の乾式化」や「非接触型蛇口の設置」等、支出した内容を具体的に記入すること。

運営
主体

③

0 0 00 0 0 0 0 00



別表２

２３－３　保育環境改善等事業（都道府県間接補助事業）
都 道 府 県 名

　（２）環境改善事業

　　⑥保育環境向上等事業

市町村名 対象施設名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑨×２／３）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額 支出の内容

① ② ④ ⑤ ⑥（④-⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×1/2） ⑭

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

合計 か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

0 0
公

市町村 私

（記載上の注意）

１．③欄は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

２．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑫欄は、⑩欄と⑪欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。

４．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

５．⑭欄は、「机・椅子の購入」や「フローリング貼の更新」等、支出した内容を具体的に記入すること。

運営
主体

③

0 0 00 0 0 0 0 00



別表２

２３－４　保育環境改善等事業（総括）（市町村事業・直接補助分）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（２）環境改善事業

　⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における
　　乳幼児受入れ支援事業

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．①から⑧の各欄には各施設の合計を記入すること。

国庫補助所要額

0 0 0
合　　計

0 0 0 0 0

国庫補助基本額

市町村　名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額



別表２

２３－４　保育環境改善等事業（市町村事業・直接補助分）

　（２）環境改善事業 市町村名

　　⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収入

額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×1/2） ⑪

円 円 円 円 円 円 円 円

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 円

公

（記載上の注意）

２．⑩欄は、⑨欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

３．⑪欄は、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児の受入れを開始する年月日を記入すること。

４．⑫欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0 0

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0 0 0 0

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

公
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

運営
主体

実施事業内容

② ⑫



別表２

２３－５　保育環境改善等事業（総括）（市町村事業・間接補助分）

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

（２）環境改善事業

　⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における
　　乳幼児受入れ支援事業

円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

（記載上の注意）

１．①から⑨の各欄には各施設の合計を記入すること。

国庫補助所要額選定額 市町村補助額 国庫補助基本額

市町村　名

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

合　　計
0 0 0 0 0 0 0 0 0



別表２

２３－５　保育環境改善等事業（市町村事業・間接補助分）

　（２）環境改善事業 市町村名

　　⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業

対象施設名 総事業費
寄付金その他の収入

額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 市町村補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額
事業開始
年月日

① ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×1/2） ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円 円

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

か所 か所 円 円 円 円 円 円 円 　　　　　　円 　　　　円

私

（記載上の注意）

２．⑩欄は、⑧欄と⑨欄を比較し、低い額を記入すること。

３．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

４．⑫欄は、放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児の受入れを開始する年月日を記入すること。

５．⑬欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

0 0 0 0 0 0 0

１．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

0 0 0

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費

運営
主体

実施事業内容

② ⑬

私
１．設備の設置費及び修繕費
２．備品の購入費



別表２
都道府県

市 町 村 名

総事業費
寄付金その他の収入

額
差引額

対象経費の
支出額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（２）環境改善事業

　⑧安全対策事業

（２）ＩＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

（記載上の注意）

１．①から⑧の各欄には各施設の合計を記入すること。

0 0

２３－６　保育環境改善等事業（総括）（直接補助事業分）

合　　計
0 0 0 0 0 0



別表２

　（２）環境改善事業 都道府県

　⑧安全対策事業 市町村

（２）ＩＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

① ② ③ ④ ⑤ ⑥（④－⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩×１／２） ⑫

か所 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄には公立（自治体による設置）又は私立（社会福祉法人、株式会社、学校法人等による設置）を記載すること。

２．③欄には保育所や小規模保育事業等の施設種別を記載すること。

３．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

４．⑩欄は、⑨欄の額を記載すること。

５．⑪欄は、⑩欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

６．⑫欄には、製品名等を記入すること。

７．記載欄が不足する場合は適宜行を追加して記載すること。

購入等の機器

２３－６①　保育環境改善等事業（直接補助事業分）

対象施設名 設置主体
（公立、私立

の別）

施設種別 総事業費
寄付金その他の

収入額 差引額
対象経費の

支出額
国庫補助 基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

名



別表２
都道府県

市 町 村 名

総事業費
寄付金その他の収入

額
差引額

対象経費の
支出額

国庫補助
基準額

選定額 自治体補助額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

（２）環境改善事業

　⑧安全対策事業

（１）睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入を行う事業

（２）IＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　　円 ※２　　　　　　　　円

（記載上の注意）

0 0 0

１．①欄から⑨欄までの各欄には、別表※の※－※の合計額を記入すること。

２３－７　保育環境改善等事業（総括）（間接補助事業分）

合　　計
0 0 0 0 0 0



別表２

２３－７　保育環境改善等事業（間接補助事業分） 都道府県

　（２）環境改善事業 市町村

　⑧安全対策事業

（１）睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入を行う事業

対象施設の類型 総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
支出額

国庫補助 基準額 選定額 （⑧×３／４） 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 購入等の機器

② ③ ④ ⑤（③－④） ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（⑪×２／３） ⑬

対象児童数 人

対象児童数 人

対象児童数 人

円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　円 ※２　　　　　円

（記載上の注意）

１．①欄は、上段は「施設名」を記入し、下段は補助対象機器の使用対象となる児童数を記入すること（対象児童数以上の機器の購入及び同一児童に対する複数機器の購入は補助対象外であることに留意すること。）。

２．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

６．⑬欄は、該当するもの全てに○をすること。なお、（３）に該当する場合、製品名等を記載すること。

（２）IＣＴを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

① ② ③ ④ ⑤ ⑥（④－⑤） ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬（⑫×２／３） ⑭

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 　　　円   　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄には公立（自治体による設置）又は私立（社会福祉法人、株式会社、学校法人等による設置）を記載すること。

２．③欄には保育所や小規模保育事業等の施設種別を記載すること。

３．⑨欄は、⑥欄、⑦欄及び⑧欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

４．⑩欄は、⑨欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

５．⑫欄は、⑩欄と⑪欄を比較して、いずれか少ない方の額を記載すること。

６．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

７．⑭欄には、製品名等を記入すること。

８．記載欄が不足する場合は適宜行を追加して記載すること。

0

対象施設名

①

0

（１）午睡チェック
（２）無呼吸アラーム
（３）その他類似製品
（　　　　　　　　　　　　　）

0 0 0

0 0

0 0

0

（１）午睡チェック
（２）無呼吸アラーム
（３）その他類似製品
（　　　　　　　　　　　　　）

（１）午睡チェック
（２）無呼吸アラーム
（３）その他類似製品
（　　　　　　　　　　　　　）

か所

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

３．⑨欄は、⑧欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。

４．⑪欄は、⑨欄と⑩欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

５．⑫欄は、⑪欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

対象施設名 設置主体
（公立、私立の

別）

施設種別 総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
支出額

購入等の機器国庫補助基準額 選定額 （⑨×３／４） 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

名



別表２

２４－１　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（総括）（都道府県、市町村事業・直接補助分）
都道府県

市 町 村 名

総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦×１／２）
円 円 円 円 円 円 円 円

１．質の確保・向上のための研修事業

２．質の確保・向上のための巡回支援指導事業

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑤欄の各欄には各箇所の合計を記載すること。
２．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記載すること。



別表２

２４－１　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）

（１）質の確保・向上のための研修事業

都道府県

市 町 村 名

研修実施事業者（所）名 研修開催場所
開催
回数

研修
受講者数

研修の内容 総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪

回 人 円 円 円 円 円 円

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

か所 回 人 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

２．③欄は、実施延べ回数を記載すること。

３．④欄は、研修受講者の実人員数を記載すること。

４．⑤欄は、実施する研修内容に○をすること。

５．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

合計



別表２

２４－１　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（都道府県、市町村事業・直接補助分）

（２）質の確保・向上のための巡回支援指導事業

都道府県

市 町 村 名

巡回支援指導
実施事業者（所）名

巡回支援
指導員数

総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額

① ② ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧

人 円 円 円 円 円 円

人 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．②欄は、巡回支援指導員の実人数を記載すること。

２．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0

0 0

0

0

合計
0 0 0 0 0 0 0

0



別表２

２４－２　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（総括）（都道府県間接補助事業分）

市 町 村 名

総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 （⑥×３／４）
都道府県
補助額

国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩（⑨×２／３）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．質の確保・向上のための研修事業

２．質の確保・向上のための巡回支援指導事業

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）
１．①欄から⑤欄の各欄には各箇所の合計を記載すること。
２．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
３．⑦欄は、⑥欄の額に３／４を乗じた額を記入すること。
４．⑨欄は、⑦欄と⑧欄を比較し、いずれか少ない方の額を記入すること。



別表２

２４－２　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（都道府県間接補助事業分）

（１）質の確保・向上のための研修事業

市 町 村 名

研修実施事業者（所）名 研修開催場所
開催
回数

研修
受講者数

研修の内容 総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑥-⑦） ⑨ ⑩ ⑪

回 人 円 円 円 円 円 円

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

１．事故報告
２．ガイドライン
３．検証
４．その他

0 0

か所 回 人 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

２．③欄は、実施延べ回数を記載すること。

３．④欄は、研修受講者の実人員数を記載すること。

４．⑤欄は、実施する研修内容に○をすること。

５．⑪欄は、⑧欄、⑨欄及び⑩欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

合計



別表２

２４－２　保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（都道府県間接補助事業分）

（２）質の確保・向上のための巡回支援指導事業

市 町 村 名

巡回支援指導
実施事業者（所）名

巡回支援
指導員数

総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額

① ② ③ ④ ⑤（③-④） ⑥ ⑦ ⑧

人 円 円 円 円 円 円

人 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．②欄は、巡回支援指導員の実人数を記載すること。

２．⑧欄は、⑤欄、⑥欄及び⑦欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

0

0 0

0

0

合計
0 0 0 0 0 0 0

0



別表２

２５　放課後居場所緊急対策事業
市町村名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/3） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

円 円 円 円 円 円 円 円 日 時間 人 月

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0

（記入上の注意）

１．⑥欄の計算方法は下記のとおりとする。

　　 ⑮欄の事業実施月数÷12×1,116,000円　（＋　⑯欄に「◯」を記入した場合、500,000円）
２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
３．⑧欄には、⑦欄と同額を記入すること。
４．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

６．⑪欄は、NPO法人、社会福祉法人、任意団体、学校法人、株式会社、生活協同組合、直営、その他から該当するものを選択すること。
７．⑬欄は、例のように平均開所時間数を記入することとし、小数第３位を切り捨てること。（例：３時間10分⇒3.16）

８．⑭欄は、４月１日における市町村内の放課後児童クラブの待機児童数を記入すること。なお、４月１日時点で事業を開始していない場合、事業開始月の１日時点の待機児童数を記入すること。

９．⑮欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。

10．⑯欄は、開設準備経費の単価を適用する場合には「◯」を記入すること。

５．⑩欄は、児童館（児童センター含む）、公民館、小学校、塾、スポーツクラブ、民家・アパート、保育所、認定こども園、幼稚園、団地集会室、空き店舗、公共施設（※）、その他から該当するものを選択すること。
　※「公共施設」とは、上記に記入した公共施設以外の公共施設をいう。

事業実施月数 開設準備経費
週の開所日数 開所時間 待機児童数

合計（　　　か所）

国庫補助
所要額

実施場所 運営主体

開所状況

事業所名 総事業費
寄付金その他の収

入額
差引額

対象経費の実支出
額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額



別表２

２６　小規模多機能・放課後児童支援事業 市町村名

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/3） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

円 円 円 円 円 円 円 円 日 時間 人 月 月

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円 人

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記入上の注意）

１．⑥欄の計算方法は下記のとおりとする。

　　・⑫欄を「事業内容（１）」としたとき･･･　⑯欄の事業実施月数÷12×1,116,000円　＋　⑱欄の配置月数÷12×778,000円　（＋　⑲欄に「◯」を記入した場合、2,000,000円）

　　・⑫欄を「事業内容（２）」としたとき･･･　⑯欄の事業実施月数÷12×2,416,000円　＋　⑱欄の配置月数÷12×778,000円　（＋　⑲欄に「◯」を記入した場合、2,000,000円）

２．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

３．⑧欄には、⑦欄と同額を記入すること。

４．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

６．⑪欄は、NPO法人、社会福祉法人、任意団体、学校法人、株式会社、生活協同組合、直営、その他から該当するものを選択すること。

７．⑫欄は、「放課後児童対策支援事業の実施について」の別添２の３のうち、（１）又は（２）のいずれかを選択すること。

８．⑭欄は、例のように平均開所時間数を記入することとし、小数第３位を切り捨てること。（例：３時間10分⇒3.16）

９．⑮欄は、年間平均利用児童数を記入するこことし、小数点以下は切り捨てること。

10．⑯欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。

11．⑰欄は、放課後児童支援員を配置した場合には「◯」を記入すること。

12．⑱欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。なお、⑰欄に「◯」を記入しない場合、空欄とすること。

13．⑲欄は、開設準備経費の単価を適用する場合には「◯」を記入すること。

５．⑩欄は、児童福祉施設（保育所以外）、保育所、団地集会室、空き店舗、公共施設（※）、その他から該当するものを選択すること。
　※「公共施設」とは、上記に記入した公共施設以外の公共施設をいう。

合計（　　　か所）

開所状況

事業実施月数

放課後児童支援員の配置

開設準備経費
週の開所日数 開所時間数 利用児童数 配置の有無 配置月数

事業内容等事業所名 総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

実施場所 運営主体



別表２

２７　待機児童対策協議会推進事業

都道府県名

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

① ②
円 円

待機児童対策協議会推進事業

計 0 0

（記載上の注意）
１．③欄は、配置する職員の職種（事務、保育士、保健師等）を記入すること。

配置職員の職種

③

0



別表２

２８－１　新たな待機児童対策提案型事業（都道府県、市町村直接補助事業分）
都道府県

市町村名

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

① ②
円 円

新たな待機児童対策提案型事業

計 0 0

（記載上の注意）
１．③欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。

実施事業内容

③

１．保育の受け皿拡大を図る事業
２．保育人材の確保を図る事業
３．多様な保育の促進を図る事業
４．その他、特に待機児童解消に資すると
　　考えられる事業



別表２

２８－２　新たな待機児童対策提案型事業（都道府県・市町村間接補助事業分）
都道府県

市町村名

総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額
都道府県又は市

町村補助額
国庫補助基本額 国庫補助所要額 実施事業内容

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×10/10） ⑩
円 円 円 円 円 円 円 円 円

新たな待機児童対策提案型事業 0 0 0

１．保育の受け皿拡大を図る事業
２．保育人材の確保を図る事業
３．多様な保育の促進を図る事業
４．その他、特に待機児童解消に資すると
　　考えられる事業

※１　　　　　　円 ※２　　　　　　円

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（記載上の注意）
１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
２．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。
３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。
４．⑩欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。



別表２

２８－３　新たな待機児童対策提案型事業（都道府県間接補助事業分）
都道府県名

市町村名

総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 都道府県補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額 実施事業内容

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×10/10） ⑩
円 円 円 円 円 円 円 円 円

新たな待機児童対策提案型事業 0 0 0

１．保育の受け皿拡大を図る事業
２．保育人材の確保を図る事業
３．多様な保育の促進を図る事業
４．その他、特に待機児童解消に資すると
　　考えられる事業

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（記載上の注意）
１．⑥欄は、③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。
２．⑧欄には、⑥欄の額と⑦欄の額を比較して少ない方の額を記入すること。
３．⑨欄には、⑧欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。
４．⑩欄は、該当するもの全ての番号に○をすること。



別表２

２９－１　認可外保育施設改修費等支援事業（直接補助分）（総括） 都道府県

市 町 村　名

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（１）改修費等支援 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）移転費等支援 0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．①から⑧の各欄には各施設の合計を記入すること。

対象経費の
実支出額

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

合　　計
0 0 0 0 0

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

0 0 0



別表２

２９－１　認可外保育施設改修費等支援事業（直接補助分）

（１）改修費等支援 都道府県

市 町 村　名

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月
総事業費

（(ア)⑦＋(イ)⑦）

寄付金その他の
収入額

（(ア)⑧＋(イ)⑧）

差引額
（(ア)⑨＋(イ)⑨）

対象経費の
実支出額

（(ア)⑩＋(イ)⑩）

国庫補助基準額
（(ア)⑪＋(イ)⑪）

選定額
（(ア)⑫＋(イ)⑫）

国庫補助基本額
（(ア)⑬＋(イ)⑬）

国庫補助所要額
（(ア)⑭＋(イ)⑭）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（内訳）
　（ア）要件１を満たす施設

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月
総事業費

寄付金その他の
収入額

差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×1/2）

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（イ）要件２を満たす施設

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月
総事業費

寄付金その他の
収入額

差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭（⑬×1/2）

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、実施主体の種別を記入すること。

２．③欄は、現在の定員を記入すること。

３．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

４．⑤欄は、将来的に移行を予定している認可保育施設・事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所）

５．⑥欄は、将来的に認可保育施設・事業へ移行する予定年月を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑬欄には、⑫欄の額を記入すること。

８．⑭欄には、⑬欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

小　　計

各施設の合計

小　　計



別表２

２９－１　認可外保育施設改修費等支援事業（直接補助分）
（２）移転費等支援 都道府県

市 町 村  名

移転費
（(ア)⑪＋(イ)⑪）

仮設設置費
（(ア)⑫）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（内訳）

　（ア）要件１を満たす施設

移転費 仮設設置費

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×1/2）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（イ）要件２を満たす施設

移転費 仮設設置費

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×1/2）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、実施主体の種別を記入すること。

２．③欄は、現在の定員を記入すること。

３．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

４．⑤欄は、将来的に移行を予定している認可保育施設・事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所）

５．⑥欄は、将来的に認可保育施設・事業へ移行する予定年月を記入すること。

６．⑭欄は、⑨欄、⑩欄及び⑬欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑮欄には、⑭欄の額を記入すること。

８．⑯欄には、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

　対象経費の実支出額（(ア)⑩＋(イ)⑩）

対象施設名 実施主体 定員 区分
（現状）

区分
（移行後）

移行予定
年月

総事業費
（(ア)⑦＋(イ)⑦）

寄付金その他の
収入額

（(ア)⑧＋(イ)⑧）

差引額
（(ア)⑨＋(イ)⑨）

国庫補助基準額
（(ア)⑬＋(イ)⑬）

選定額
（(ア)⑭＋(イ)⑭）

国庫補助基本額
（(ア)⑮＋(イ)⑮）

国庫補助所要額
（(ア)⑯＋(イ)⑯）

合　　計

対象施設名 実施主体 定員 区分
（現状）

国庫補助基本額 国庫補助所要額

定員 区分
（現状）

対象施設名 実施主体

合　　計

国庫補助基準額 選定額

国庫補助所要額

区分
（移行後）

移行予定
年月

国庫補助基本額

合　　計

国庫補助基準額 選定額

総事業費 寄付金その他の
収入額

差引額
　対象経費の実支出額

総事業費 寄付金その他の
収入額

差引額区分
（移行後）

移行予定
年月

　対象経費の実支出額



別表２

２９－２　認可外保育施設改修費等支援事業（間接補助事業分）（総括） 都道府県

市 町 村　名

① ② ③（①-②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

（１）改修費等支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）移転費等支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円 ※１　　　　　　　円 ※２　　　　　　　円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①から⑩の各欄には各施設の合計を記入すること。

国庫補助基本額 国庫補助所要額総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費の
実支出額

合　　計

国庫補助基準額 選定額 （⑥×３／４） 自治体補助額



別表２

２９－２　認可外保育施設改修費等支援事業（間接補助分）

（１）改修費等支援 都道府県

市 町 村　名

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月

総事業費
（(ア)⑦＋(イ)

⑦）

寄付金その他
の

収入額
（(ア)⑧＋(イ)⑧）

差引額
（(ア)⑨＋(イ)

⑨）

対象経費の
実支出額

（(ア)⑩＋(イ)
⑩）

国庫補助基準
額

（(ア)⑪＋(イ)
⑪）

選定額
（(ア)⑫＋(イ)

⑫）

（(ア)⑬＋(イ)
⑬）

自治体
補助額

（(ア)⑭＋(イ)
⑭）

国庫補助基
本額

（(ア)⑬＋(イ)
⑬）

国庫補助所
要額

（(ア)⑭＋(イ)
⑭）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（内訳）

　（ア）要件１を満たす施設

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月
総事業費

寄付金その他
の収入額

差引額
対象経費の実

支出額
国庫補助
基準額

選定額 （⑫×3/4）
自治体
補助額

国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×2/3）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（イ）要件２を満たす施設

対象施設名 実施主体 定員
区分

（現状）
区分

（移行後）
移行予定

年月
総事業費

寄付金その他
の収入額

差引額
対象経費の実

支出額
国庫補助
基準額

選定額 （⑫×3/4）
自治体
補助額

国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯（⑮×2/3）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、実施主体の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、現在の定員を記入すること。

３．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

４．⑤欄は、将来的に移行を予定している認可保育施設・事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所）

５．⑥欄は、将来的に認可保育施設・事業へ移行する予定年月を記入すること。

６．⑫欄は、⑨欄、⑩欄及び⑪欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑮欄は、⑬欄と⑭欄を比較し、いずれか少ない方の額を記入すること。

８．⑯欄は、⑮欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

合　　計

合　　計

合　　計



別表２

２９－２　認可外保育施設改修費等支援事業（間接補助分）
（２）移転費等支援 都道府県

市 町 村　名

移転費
（(ア)⑪＋(イ)

⑪）

仮設設置費
（(ア)⑫）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（内訳）

　（ア）要件１を満たす施設

移転費 仮設設置費

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱（⑰×2/3）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　（イ）要件２を満たす施設

移転費 仮設設置費

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱（⑰×2/3）

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．②欄は、実施主体の種別を記入すること。（社会福祉法人、株式会社等）

２．③欄は、現在の定員を記入すること。

３．④欄は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

４．⑤欄は、将来的に移行を予定している認可保育施設・事業の形態を記入すること。（認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所）

５．⑥欄は、将来的に認可保育施設・事業へ移行する予定年月を記入すること。

６．⑭欄は、⑨欄、⑩欄及び⑬欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

７．⑰欄は、⑮欄と⑯欄を比較して、いずれか少ない方の額を記入すること。

８．⑱欄には、⑰欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記入すること。

対象施設名 実施主体 定員 区分
（現状）

区分
（移行後）

移行予定
年月

総事業費
（(ア)⑦＋(イ)

⑦）

寄付金その他
の

収入額
（(ア)⑧＋(イ)

⑧）

差引額
（(ア)⑨＋(イ)

⑨）

国庫補助所
要額

（(ア)⑱＋(イ)
⑱）

合　　計

　対象経費の実支出額（(ア)⑩＋(イ)⑩）
国庫補助基準

額
（(ア)⑬＋(イ)

⑬）

選定額
（(ア)⑭＋(イ)

⑭）

（(ア)⑮＋(イ)
⑮）

自治体
補助額

（(ア)⑯＋(イ)
⑯）

国庫補助基
本額

（(ア)⑰＋(イ)
⑰）

対象施設名 実施主体 定員 区分
（現状）

区分
（移行後）

（⑭×3/4）
自治体
補助額

国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額
　対象経費の実支出額 国庫補助

基準額
選定額移行予定

年月

対象施設名 実施主体 定員 区分
（現状）

区分
（移行後）

合　　計

移行予定
年月

合　　計

総事業費 寄付金その他
の収入額

差引額 国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

　対象経費の実支出額 国庫補助
基準額

選定額 （⑭×3/4）
自治体
補助額



別表２

３０ー１　２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業（市町村事業・直接補助分）
市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④（②－③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）
円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

　



別表２

３０ー２　２歳児の減少を受けた事業実施に対する支援事業（市町村間接補助事業分）
市町村名

対象施設名 総事業費
寄付金その他の

収入予定額
差引額

対象経費の
支出予定額

国庫補助基準額 選定額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

① ② ③ ④（②－③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（⑧×1/2）
円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

２．⑧欄には、⑦欄の額を記入すること。

　



別表２

３１　保育士等の処遇改善促進等事業

都道府県名

対象経費の
実支出額

国庫補助基準額

① ②
円 円

保育士等の処遇改善促進等事業

計 0 0


